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第１章 監査の概要 

第１節 監査の種類 
 

地方自治法第 252 条の 37 第１項に基づく包括外部監査 
  

第２節 選定した特定の事件（監査テーマ） 
 

県立病院に関する財務事務の執行及び事業の管理運営について 
 

第３節 特定の事件（監査テーマ）として選定した理由 
 

監査テーマ「県立病院に関する財務事務の執行及び事業の管理運営について」を選定

した主な理由については、以下の３点である。 

 

  １．県では、県民がこれからも住み慣れた地域で安全かつ安心して暮らし続けることが

できるよう、県民の関心や意向、行政への要望などを的確に把握し、今後の県政運営

に反映させることを目的として、平成 28 年度から毎年度「県民意識調査」を実施して

いる。 

この調査は、医療や介護、教育、子育て、環境、防災、地域づくりなど、県民生活

に深く関わる幅広い分野について、県民がどのように感じているかを把握するもので

あり、県政の現状認識や政策立案における重要な基礎資料として活用されている。 

その調査項目の一つに、「鳥取県に暮らしていて、医療や介護の体制が充実している

と思うか」という質問がある。 

この設問に対する回答結果をみると、県民の評価は年々変化している。 

令和３年度の調査では、「そう思う」と回答した割合が 37.4％と最も高く、一定の

評価が得られていたが、その後は減少傾向に転じ、令和７年度には 28.4％まで低下し

ている。 

一方で、「そう思わない」と回答した割合は、令和２年度の 10.9％から令和７年度

には 16.6％へと 5.7 ポイント上昇しており、県民の間で医療・介護体制に対する満足

度が低下している状況が明らかとなった（図表１参照）。 

この変化の背景には、医師や看護師などの医療従事者の不足や地域偏在、少子高齢

化の進行に伴う医療・介護需要の変化、新興感染症や災害対応など、県民の医療を取

り巻く環境の大きな変化があると考えられる。 

また、医療提供体制の維持や救急医療の確保など、公立病院が担う役割の重要性が

増している一方で、医療サービスの質やアクセスに対する県民の期待が高まっている

ことも一因といえる。 

このように、県民の意識調査結果からは、地域医療体制に対する信頼感の低下傾向
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がうかがえ、県政に対する重要な課題の一つとして浮かび上がっている。 

特に、県立病院は地域医療の中核として、救急医療や高度急性期医療、不採算医療、

へき地医療などを担っており、県民の安心と信頼を確保する上で極めて重要な存在で

ある。 

したがって、県民の医療体制に対する評価の変化を踏まえ、県立病院を含む病院事

業の現状と経営体制を客観的に検証し、課題を明らかにすることが求められる。 

 

図表１   

 

鳥取県の政策に関する県民意識調査結果報告書（令和７年 6月調査）図８より 

 

また、県民の意識調査の調査項目の一つである「あなたの 「幸福度」を判断すると

きに、あなたが重視することは何ですか（複数回答）。」という設問に対し、「自分の健

康の状況」と回答した県民の割合は、令和元年度の 66.5％から令和７年度には 70.6％

へと 4.1 ポイント上昇し、７年間を通じておおむね３分の２を超える高い水準で推移

している。 

令和２年度以降もおおむね 67％前後を維持しており、他の回答項目と比較しても最

も高い比率を示している。（図表２参照）。 

この結果から、県民が幸福を感じる上で最も重視しているのは「健康」であり、心

身の健康状態が生活の質や幸福感に直結しているという意識が広く共有されている

ことが明らかである。 

特に、新型コロナウイルス感染症の流行を経て、県民の間で健康や医療体制の重要

性に対する認識が一層高まっていると推察される。 
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このように、県民が健康を強く重視している状況において、医療を担う県立病院の

役割は極めて重要である。県民が安心して医療を受けられる体制を整備し、健康で暮

らせる地域社会を維持することは、県政の根幹に関わる課題である。 

したがって、県民の幸福感の基盤となる「健康の保持・増進」に直接関わる県立中

央病院及び県立厚生病院の運営状況を検証し、その機能や経営体制が県民の期待に応

えているかを確認することは、包括外部監査として極めて意義が大きい。 

 

図表２ 

 

鳥取県の政策に関する県民意識調査結果報告書（令和７年６月調査）図 11 より 

 

  ２．公立病院は、地域の基幹的な医療機関として、住民が安心して医療を受けられる体

制を確保するうえで極めて重要な役割を担っている。特に、民間医療機関では対応が

難しい救急医療、周産期医療、へき地医療、不採算医療、高度・専門医療などの分野

で、公立病院が果たす使命は大きい。 

しかしながら、近年の社会情勢の変化により、多くの公立病院は厳しい経営環境に

置かれている。具体的には、医師や看護師などの医療従事者の不足、地域間での人材

偏在、人口減少や少子高齢化の進行に伴う医療需要の変化、さらには医療技術の高度

化や診療報酬制度の改定への対応など、経営を取り巻く課題は多岐にわたっている。 

このような要因が重なり、全国的に公立病院の経営状況は悪化傾向にあり、持続可

能な運営を確保できない事例も見られる状況である。 

こうした背景のもと、総務省は平成 19 年 12 月に「公立病院改革ガイドライン」を

策定し、各地方公共団体に対して公立病院改革プランの策定を求めた。さらに、医療

環境の変化を踏まえ、平成 27 年３月には「新公立病院改革ガイドライン」を発出し、

地域医療構想と整合性のとれた経営改革を求めてきた。 
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「幸福度」の判断で重視することは（年次比較）
「自分の健康の状況」
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これらの取組を通じて多くの自治体が経営改革を進めてきたが、依然として医師・

看護師の確保は困難であり、人口減少と高齢化に伴う患者構成の変化、診療需要の偏

り、医療の高度化によるコスト増など、経営を取り巻く環境は依然として厳しいまま

である。 

結果として、地域における必要な医療を維持しながら、持続的な経営を確立するこ

とが難しい病院も少なくない。 

こうした現状を踏まえ、今後の公立病院経営に求められる方向性は、「公・民の適切

な役割分担のもとで、地域に必要な医療提供体制を確保し、公立病院が安定的な経営

のもとでその使命を果たし続けること」である。 

特に、へき地や不採算地域における医療、救急・災害医療、新興感染症対応、高度 ・

専門医療など、民間では担いにくい領域を持続的に提供できる体制を整備することが

重要とされている。 

公立病院が直面する課題の多くは、医師や看護師の不足・偏在、人口構造の変化に

伴う医療需要の変化に起因している。 

これらの課題に対応し、地域全体として持続可能な医療提供体制を維持するために

は、限られた医療資源を地域全体で共有・連携しながら最大限に活用する視点が不可

欠である。 

また、新型コロナウイルス感染症に象徴されるような新興感染症の拡大時にも、柔

軟で強靱な対応が可能な体制づくりが求められている。 

こうした課題認識のもと、総務省は令和４年３月 29 日に「持続可能な地域医療提

供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を策定・公表した。 

このガイドラインでは、各地方公共団体が設置する公立病院について、地域医療構

想との整合性を確保しつつ、令和５年度中に「公立病院経営強化プラン」を策定する

よう求めている。 

これを受け、本県においても「地域で安心して暮らし続けられる医療サービスの提

供」を理念として掲げ、県立中央病院及び県立厚生病院の「経営強化プラン」を策定

した。 

このプランは、令和５年度から令和９年度までの５年間を対象とし、持続可能な地

域医療提供体制の確保と経営面でも安定した病院運営を目的としている。 

両病院の経営強化プランでは、特に次の４つの重点項目が設定されている。 

 

（1） 高度急性期医療の提供 

（2） 医師・看護師等の確保と働き方改革 

（3） 地域連携の促進と県内医療ネットワーク化 

（4） 健全経営の確保 
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これらはいずれも、病院経営の安定化と地域医療体制の維持・強化に直結する重要

な課題であり、その進捗と実効性を外部の立場から検証することが求められる。 

監査にあたっては、上記の重点項目について、まず予備調査を実施し、病院局総務

課及び両病院の担当者からヒアリングを行った。 

その結果、経営指標の動向、損益状況、給与費比率や材料費比率といった経費構造、

医業収益及び医業未収金の管理状況、診療報酬請求業務の精度、医薬品や診療材料の

在庫管理、固定資産の適正管理など、いずれの項目についても監査の必要性が高いと

判断された。 

これらの業務は、病院経営の根幹をなすものであり、少しの管理不備や制度的課題

が大きな経営リスクにつながる可能性を有しているためである。 

また、経営強化プランの実効性を確保するためには、単に数値目標の達成状況を確

認するだけでなく、その背景にある業務運用や組織体制、職員の意識改革の進捗状況

を把握することも重要である。 

さらに、近年の医療提供環境の変化により、公立病院には経営的視点に基づいたマ

ネジメント能力がより一層求められている。限られた予算の中で、適切な経営判断を

行い、効率的な資源配分を実現するためには、財務情報の正確性と透明性が不可欠で

ある。 

したがって、財務諸表や収支報告の信頼性確保、内部統制の整備状況などについて

も監査の対象とする必要がある。 

 

  ３．県立病院に対する包括外部監査は、これまでにも実施されてきたが、前回の監査は

県立中央病院については平成 11 年度、県立厚生病院については翌平成 12 年度に行わ

れたものである。 

いずれの監査においても、法令や条例等に照らして「重要又は重大な合規性違反と

すべき事項は認められなかった」との結果が報告されており、当時は財務事務や事業

運営が概ね適正に行われていたと評価されている。 

しかしながら、それから既に 20 年以上の年月が経過している。この間、医療制度や

診療報酬制度の改定、医療技術の高度化、人口減少や少子高齢化の進展など、病院を

取り巻く経営環境は大きく変化した。 

さらに、公立病院には経営の効率化と同時に、地域医療の中核としての公共的役割

の発揮が一層強く求められるようになっている。 

こうした中で、県立中央病院は老朽化した施設の機能更新と医療提供体制の充実を

目的として、平成 30 年（2018 年）12 月に新築し、新病院として再出発した。 

新病院は、最新の医療設備とＩＣＴを活用した診療体制を整え、救急医療、高度急

性期医療、地域連携の拠点としての役割を担っている。 

一方で、新病院開院から約６年が経過し、施設整備に伴う多額の投資や新体制下で
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の経営・財務の実績が定着しつつある時期を迎えている。 

これまでの運営状況を検証し、計画的な資産管理、財務の健全性、経営効率化の進

捗などを点検することは極めて重要である。 

また、県立厚生病院についても同様に、長期間包括外部監査が実施されていないこ

とから、事業管理及び財務事務の執行状況を現行制度の下で再確認する必要がある。 

公立病院を取り巻く環境は、かつてと比べて格段に複雑化しており、経営的観点と

公的使命の両立が求められている。 

医療資源の限られる中で、県民が安心して医療を受けられる体制を維持するために

は、経営の効率性・経済性を確保しつつ、質の高い医療を持続的に提供できる仕組み

を整備することが不可欠である。 

長期間監査が実施されていない場合、制度改正や環境変化に伴う運用上の課題、慣

行の形骸化、内部統制の脆弱化が生じるおそれもあるため、包括的な検証が必要と判

断した。 

 

以上の理由により、本年度の包括外部監査では、病院局総務課及び県立中央病院、県

立厚生病院を対象に選定し、それぞれの事業管理及び財務事務の執行状況について、合

規性・効率性・経済性・有効性・公平性の五つの観点から監査を実施することとした。 

 

なお、本報告書において、「指摘」又は「意見」として付した事項については、それぞ

れ次のとおり定義している。 

 

   「指摘」：関係法令、条例及び諸規程等に違反、あるいは著しく不当であり、是正措置が

必要であると考える事項。 

 

   「意見」：関係法令、条例及び諸規程等の違反ではないが、経済性、効率性、有効性の観

点から是正措置の検討が望まれる事項。 

  



7 
 

第４節 監査の対象期間 

原則として令和６年度（令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで）。ただし、必

要に応じて令和５年度以前及び令和７年度の執行分を含んでいる。 

 

 第５節 監査の実施期間 

令和７年４月 11 日から令和７年 12 月 31 日まで 

 

第６節 監査従事者の資格及び氏名 

包括外部監査人 税理士 戸野 克則 

監査補助者 税理士 山岸 淳紀 

監査補助者 税理士 中川  均 

監査補助者 公認会計士 鷲見  渉 

監査補助者 公認会計士 角  尚大 

 

第７節 利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び補助者は地方自治法第

252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。 
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第２章 監査の方針及び着眼点  

第１節 監査の基本方針 

包括外部監査は、地方自治体の行政運営における健全性や透明性を確保し、県民の信

頼を高めることを目的として実施するものである。 

その中でも特定のテーマを設定し、県の財務事務や事務事業の実施状況について、法

令や条例などの規程に沿って適正に行われているかを検証するとともに、限られた財源

を有効かつ効率的に活用しているかを確認することが中心となる。 

地方自治法第２条には、「地方公共団体の事務は、最少の経費で最大の効果を挙げるよ

うに運営しなければならない」と明記されている。これは、行政活動において単に法令

を守るだけではなく、常に効率性と成果を意識した運営を求める趣旨である。 

包括外部監査では、この理念を踏まえ、法規範の遵守状況（コンプライアンス）だけ

でなく、効率性（資源が無駄なく活用されているか）、経済性（費用が適正か）、事務の

有効性（目的を達成しているか）、公平性、透明性の５つの視点から、総合的に点検・評

価を行っている。 

また、行政運営においては「県民の視点」が欠かせない。税金の使い道や公共サービ

スの実施方法は、最終的には県民に対して説明責任を負うものであり、県民の理解と信

頼によって支えられている。 

そのため、本年度の監査では、「この事務は県民の立場から見て納得できるものか」「も

し県民がこの状況を知ったらどのように感じるだろうか」という観点を意識しながら監

査を進めた。行政内部の論理や手続の整合性だけでなく、県民にとって理解しやすく説

明可能であることが重要と考えている。 

さらに、包括外部監査人には単なる確認者ではなく、改善を促す「提言者」としての

役割も求められる。そのため、監査過程では問題点を発見することにとどまらず、その

背景にある制度的・運用的な要因を分析し、今後の改善に向けた具体的な提案を行うこ

とを心がけた。 

監査の目的は、行政を批判すること自体ではなく、課題を明らかにしより良い行政運

営につなげることにある。 

包括外部監査の成果は、県の内部統制の強化や、組織全体の事務改善にも直結する。 

監査で明らかになった課題や指摘事項を的確に受け止め、改善につなげることで、行

政の透明性と説明責任が高まり、結果として県民の信頼が一層深まる。監査結果は、単

なる報告書として終わるものではなく、県政の質を高めるための重要な資料であり、今

後の政策立案や事業執行の改善にも活用されるべきものである。 

総じて、今年度の監査は法規範の遵守 （コンプライアンス）、効率性、経済性、事務の

有効性、公平性、透明性に県民の視点、今後改善に向けた提案を含めた事項を基本方針

とした。 
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鳥取県の監査制度の概要と令和７年度包括外部監査について

包括外部監査

鳥取県業務適正化基本方針
令和２年２月６日策定

（令和２年４月１日施行）

（１）業務にかかわる法令順守
（２）業務の効率化かつ効果的な遂行
（３）財務報告等の信頼性の確保
（４）資産の保全
（５）情報・公文書の適正な管理

業務適正化
評価報告書

地方自治法150条①

決算審査
特別委員会

第８次鳥取県保健医療計画
Ｒ６ 〜 Ｒ１１

鳥取県立中央病院 鳥取県立厚生病院

鳥取県立厚生病院
経営強化プラン

鳥取県立中央病院
経営強化プラン

医療法３０条の４

県⺠への誓い
私たちは県⺠のために全⼒で働きます。

県⺠の信頼に応えるために
○法令を遵守し、公正、公平で誠実に仕事をします。
○県⺠の⼤切な公⾦を⼀円もムダにしません。。

県⺠の豊かで幸せな生活をめざして
○県⺠の声を聴き、県⺠の視点に⽴って行動します。
○情報を公開し、説明責任を果たします。
○前例にとらわれず、業務改善と県⺠⽣活向上を進めます。

病院局

県立病院
運営評議会

基本理念

設置要綱

議会

鳥取県医療費適正化計画

高齢者の医療の確保に関する法律9条①

鳥取県地域医療構想

鳥取県外来医療計画

医療介護総合確保促進法に基づく鳥取県計画

監査委員

意見交換

報告書の審
査依頼

評価報告書
の提出

包括外部監査人

地方自治法252条37

知事

業務適正化推進本部

包括外部監査
報告書

監査結果の
報告・意見

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 職員による現金・物品等の損害事実の有無の監査等 243条の2の８③

議会の要求による監査 98条②

⻑の要求による監査 199条⑥

住⺠監査請求による監査 242条⑤

指定金融機関監査 235条の2②

財政的援助団体等監査 199条⑦

住⺠の直接請求による監査 75条

健全化判断比率等の審査 地方公共団体財政健全化法３条①

随時監査 199条①⑤

行政監査 199条②

例月現金出納検査 235条の2①

決算審査 233条②

基金の運用状況審査 241条⑤

監査委員監査 地方自治法

定期監査 199条①➃

地方自治法
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第２節 監査の着眼点 

監査の着眼点は次のとおり 

   １ 病院局の事業管理は、関係法令、条例及び諸規程に従っているか。  

２ 財務事務が法令等に準拠して行われているか。 

３ 最新の医療を提供するための施設や物品等の医療機器受入 ・維持管理は適切である 

か。  

４ 県民に対して適時適切に病院局の情報を開示しているか。  

５ 財務事務は経済性、効率性、有効性、公平性、透明性の視点から、合理性があるか。  

６ 基本的に法令順守に従っているか。 
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第３節 監査の対象 

第１項 監査の部門 

  

病院局総務課、県立中央病院及び県立厚生病院を監査対象部門とした。 

 

第２項 監査の対象業務 

 

監査の対象業務は、病院局に所属する県立中央病院と県立厚生病院に係る事業管理、

病院事業会計、個別業務（下記参照）とした。 

 

選定した個別業務と選定理由は、下表のとおりである。 

個別業務 選定理由 

予算・決算  財務事務の基本であるため。 

契約・規程  財務事務の基本であるため。 

医業収益  基幹業務であり、極めて重要な業務であること。 

医業費用（給与費）  医業費用のうち約 50％を占め、かつ労務管理の重

要性があること。 

医業費用(材料費、貯蔵品)   在庫管理は重要であること。 

医業費用（減価償却費、有

形固定資産） 

 高額医療機器の固定資産等の維持管理において重

要であること。 

医業費用（消費税） 消費税申告において、重要な業務であること。 

医業外収益(駐車場収入)  債権管理において、重要であること。  

システム関係  業務の整合性、効率性、即時性、セキュリティ管

理等、基本的に重要であること。 

その他関係法令  法令順守は基本的な事項であること。 
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第３項 監査要点と実施した監査手続 

  

本監査の主要な監査要点と実施した監査手続は、以下のとおりである。 

 

【図表 監査要点と監査手続】 

監査要点 実施した監査手続 

（１）全般 

【病院局の事業管理の要諦について確認す

る。】 

【病院局の課題と解決の方向性について確

認する。】 

〇主な事業管理資料の検討と疑問点、不明点に

関する質問による監査を実施する。 

〇現場の実態を反映した経営方針、経営戦略の

策定となっているかどうか、実現性の高い経営

計画となっているかどうかを監査する。 

（２）個別業務管理 

【予算書・決算書は適正に作成されている

か。】 

〇経理システムについて担当責任者から説明を

受け、関連書類の質問を実施する。 

〇決算書の推移分析、関連資料の閲覧を実施し、

財務の信頼性を検証する。 

〇予算書・決算書が関連法令に基づいて適切に

作成されているか検証する。 

【契約・規程が適正に作成されているか。】 〇委託業務契約書の契約内容及び委託業務仕様

書の記載内容を確認する。 

【医業収益・医業未収金が適切に管理され

ているか。】 

〇未収金の回収業務、残高管理は適切であるか。 

〇滞納未収金に対する貸倒引当金の計上は適切

であるか。 

〇滞納未収金に対する法的措置、不納欠損処理

等は適切であるか。 

〇損害遅延金の算定は、適切であるか。 

【貯蔵品 （医薬品、診療材料等）管理が適切

に実施されているか。】 

〇医薬品、診療材料等の受入、払出の確認は適切

に行われているか。 

〇医薬品、診療材料等のデータ入力処理は適切

に行われているか。 

〇医薬品、診療材料等の廃棄処理は適切に行わ

れているか。 

〇実地棚卸が適時適切に行われているか。 

〇材料費の削減に関する検討を行っているか。 

【給与事務が適切に実施されているか。】 〇通勤手当支給額が妥当であるか。 
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〇通勤方法の確認はしているか。 

〇労働基準法及び 36 協定を遵守しているか。 

〇賞与引当金繰入額が適切に計算されている

か。 

【固定資産の管理は適切か。】 〇固定資産の耐用年数が正しく計算されている

か。 

〇固定資産の管理状況は適切に行われている

か。 

【消費税の申告が正しく行われているか。】 〇消費税の計算において、特定収入、特定収入以

外及び、使途不特定の特定収入等の計算が正し

く行われているか。 

【システム関係の管理が適切に実施されて

いるか。】 

〇システムに関する規程は、適切に整備してい

るか。 

〇セキュリティ管理は、適切に行われているか。 

〇ＩＤ、パスワードの管理は、適切に行われてい

るか。 

〇バックアップに関する管理は、適切に行われ

ているか。 

〇システム関連費用を削減する方策を検討して

いるか。 

【その他】 〇医療安全対策の概要について聴取し、関連書

類を閲覧して、確認する。 

〇具体的な医療安全対策の取組について、関連

資料を閲覧して妥当性を検討する。 

〇印紙税の課税・非課税判定を確認する。 

〇公用車、自家用車公務使用時の呼気検査の有

無を確認する。 

（注）個別業務管理の主な監査手続については上掲したが、その他の補足的・追加的監査手続については、

個別業務管理の監査部分に記載した。 
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第３章 病院局の事業概要 

第１節 病院局事業の沿革 

第１項 県立中央病院の沿革 

 

県立中央病院は、戦後の医療再建の流れの中で、昭和 24 年２月１日に日本医療団鳥

取県中央病院の施設を鳥取県が引き継ぎ、鳥取県立中央病院として新たに発足したのが

始まりである。当時は、戦後間もない医療資源の乏しい時代にあって、県民の健康を守

る中核病院として大きな期待を担っていた。 

しかし昭和 27 年４月、鳥取市を襲った大火により病院施設が焼失するという大きな被

害を受けた。これを機に、同年、鳥取市本町一丁目から吉方温泉三丁目に移転新築し、

再出発を果たした。この経験は、病院が「災害に強い地域医療の拠点」としての使命を

自覚する契機ともなった。 

その後、地域の発展とともに医療需要が高まる中で、昭和 50 年５月、現在地である鳥

取市江津 730 番地に移転新築した。この時点で診療科は 18 科、許可病床数は 402 床と、

県内有数の総合病院として整備が進んだ。昭和 55 年には、厚生大臣から臨床研修指定

病院の指定を受け、医師養成の場としても重要な役割を担うようになった。同年９月に

は救命救急センターを開設し、24 時間体制の救急医療の提供を開始した。 

平成に入ると、病院の運営体制や機能の拡充が一層進んだ。平成７年４月には地方公

営企業法を全部適用し、経営的な効率性と公共性の両立を目指す体制に移行した。翌平

成８年には外来棟の増築工事が完了し、患者サービスの充実と診療環境の向上が図られ

た。 

平成 11 年５月には、鳥取県知事から「災害拠点病院（基幹災害医療センター）」の指

定を受け、大規模災害時における県内医療体制の中心的役割を担うこととなった。 

さらに、平成 19 年１月には厚生労働大臣より「地域がん診療連携拠点病院」の指定を

受け、同年３月には「地域周産期母子医療センター」として認定を受けるなど、専門医

療体制が着実に整備された。これに合わせて心臓脳血管撮影室の増設も行い、高度急性

期医療の機能を強化した。平成 21 年７月には「地域医療支援病院」として県知事の承認

を受け、地域の医療機関との連携をより一層深める体制を整えた。 

こうした取組の集大成として、平成 30 年 12 月には新病棟の供用を開始し、江津の地

において新たなスタートを切った。新病棟は一般 504 床、結核 10 床、感染症４床の計

518 床を備え、最新の医療設備が導入された。地域連携センターや事務局医事課の再編

により「患者支援センター」が新設され、入退院支援や相談支援など、患者と家族に寄

り添う体制が整えられた。 

令和に入ってからも、地域の医療ニーズの変化に対応する形で機能再編が進められて
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いる。令和２年１月には「がんセンター」が新設され、診療科は 36 科 11 センター体制

へと拡充。令和３年には従来の集中治療科を改組し、「救急集中治療科」「救急外傷外科」

「小児救急集中治療科」「災害科」を新設、また「ハイケアセンター」を「集中治療セン

ター」に改称するなど、救急・集中治療領域の体制強化を図った。 

さらに令和５年４月には「高次救命集中治療センター」を新設し、重篤な救急患者に

対する高度で迅速な治療を行う体制が確立された。これらの整備により、県立中央病院

は県内の救急・高度急性期医療の中核として、また専門医療の拠点として一層の発展を

遂げている。 

創立から 75 年以上を経た現在も、病院は「県民の健康と生命を守る最後の砦」とし

て、災害対応医療、がん医療、周産期医療、救急医療など、多様な分野で地域の期待に

応え続けている。変わらぬ使命のもと、県立中央病院はこれからも地域とともに歩み、

県民の安心と信頼を支える医療の拠点として、その役割を果たし続けている。 

（出所：県立中央病院ホームページを参考に記載） 

 

第２項 県立厚生病院の沿革 

 

県立厚生病院は、昭和５年に「有限責任利用組合 厚生病院」として開設された。これ

は日本で初めての産業組合立総合病院であり、当時の社会情勢の中で、地域住民が互い

に助け合いながら医療を支えるという先駆的な理念のもとに誕生したものである。 

医療資源が限られていた時代に、地域に根ざした医療提供を目指したこの取組は、の

ちの公的医療体制の礎となった。 

その後、地域の人口増加と医療需要の拡大に対応するため、昭和 38 年 12 月に倉吉市

下田中に移転新築した。許可病床数は 200 床（一般病床 200 床、伝染病床 34 床）で、当

時としては山陰地方でも有数の規模を誇る総合病院として新たに診療を開始した。以降、

地域中核病院として医療体制を整備し、鳥取県中部地域の健康を支える役割を担ってき

た。 

昭和 54 年には外来棟を増築し、患者の利便性向上と診療機能の充実を図った。続い

て昭和 61 年には一般病床を 50 床増床し、総病床数を 300 床とすることで、入院医療体

制を強化した。こうした拡充により、地域医療の中心としての地位をさらに確立してい

った。 

平成７年４月には地方公営企業法を全部適用し、県立病院としての経営基盤を強化し、

公共性を維持しつつも、効率的で質の高い医療提供を目指す体制へと移行した。平成 11

年５月には、鳥取県知事から「災害拠点病院（地域災害医療センター）」の指定を受け、

大規模災害発生時における医療救護の中核としての役割を担うことになった。 

これにより、救急・災害医療体制が大きく強化された。 

平成 15 年 12 月には厚生労働大臣より「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受け、
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がん医療における専門的治療と地域医療機関との連携を進めた。 

この指定により、倉吉地域におけるがん診療の中心的病院としての役割を果たすこと

となった。 

さらに、平成 19 年５月には新外来 ・中央診療棟が竣工し、電子カルテシステムが導入

された。これにより医療の効率化と安全性が向上し、より円滑なチーム医療が実現した。

同時に、第一種感染症指定医療機関としての指定を受け（第一種２床、第二種２床）、感

染症医療にも対応できる体制が整備された。平成 24 年には「地域医療連携室」を「地域

連携センター」に改称し、県知事から初期被ばく医療機関としての指定も受けるなど、

災害・放射線・感染症といった多様な危機医療に対応する体制が確立された。 

平成 30 年６月には「地域医療支援病院」として県知事の承認を受け、地域の診療所や

病院との連携を強化。患者紹介・逆紹介の円滑化を進めるなど、地域医療のハブとして

の機能を高めた。令和２年４月には地域医療連携棟を増築し、「患者支援棟」を新設し、

入退院支援、相談支援、医療福祉連携など、患者の生活に寄り添う包括的支援体制を整

備した。 

令和４年４月には、日本医療機能評価機構による「3rdG ：Ver.2.0」認定※を取得し、

医療の質と安全性において全国水準の評価を受けた。この認定は、医療の信頼性を客観

的に示すものであり、地域住民からの安心と信頼の証ともなっている。 

さらに令和５年４月には胸部外科を新設し、診療科は 22 科体制へと拡充した。心臓

や肺などの胸部疾患に対する高度専門治療の提供が可能となり、地域で完結する医療体

制の充実が図られた。 

このように、県立厚生病院は、創設以来 90 年以上にわたり、地域の医療ニーズに応じ

て機能を発展させてきた。初期の産業組合立病院としての理念を受け継ぎつつ、災害医

療・がん医療・感染症医療・地域医療連携といった分野で着実に進化を遂げている。今

日では、鳥取県中部地域の中核病院として、高度で安全な医療を提供するとともに、地

域の医療機関や行政、住民と連携しながら「住み慣れた地域で安心して暮らせる医療体

制」の実現を目指している。 

（出所：県立厚生病院ホームページを参考に記載） 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

※公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する「病院機能評価（3rdG ：ver.2.0）」は、病院の医療の質と

安全性を第三者が客観的に評価する制度である。患者中心の医療体制、医療安全、医療の質向上への取組、

地域との連携、災害対応など、多方面から病院の運営体制を確認している。 

審査は書面審査や現地訪問を通じて行われ、一定の基準を満たした病院に認定が付与されている。 

これにより、患者が安心して医療を受けられる環境づくりと、病院の継続的な改善が促進される。 
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第３項 主要な施設等の変遷の概要 

 

県立中央病院 

昭和 24 年２月 

 

昭和 27 年４月 

 

昭和 50 年５月 

昭和 55 年３月 

昭和 55 年９月 

 

平成７年４月 

平成８年９月 

平成 11 年５月 

 

平成 19 年１月 

平成 19 年３月 

平成 19 年３月 

平成 21 年７月 

平成 30 年 12 月 

 

 

 

令和３年４月 

 

 

令和５年４月 

  日本医療団鳥取県中央病院から鳥取県に移管、鳥取県立中央病

院として発足 

  鳥取市大火により焼失し、鳥取市本町一丁目から鳥取市吉方温

泉三丁目に移転新築 

  鳥取市江津 730 番地に移転新築、診療科 18 科許可病床 402 床 

  厚生大臣から臨床研修指定病院の指定を受ける。 

  ３階西棟に救命救急センターを開設（使用許可 30 床、稼働 15

床、のち 20 床） 

  地方公営企業法全部適用 

  外来棟供用開始(平成９年２月外来棟増築工事完了） 

  県知事から災害拠点病院（基幹災害医療センター）の指定を受

ける。 

  厚生労働大臣から地域がん診療連携拠点病院の指定を受ける。 

  県知事から地域周産期母子医療センターの認定を受ける。 

  心臓脳血管撮影室の増設（１室→２室） 

  県知事から地域医療支援病院の承認を受ける。 

  鳥取市江津 730 番地に新病棟を新築し供用開始。許可病床 518

床（一般 504 床、結核 10 床、感染症４床） 

地域連携センター、事務局医事課等を再編し、患者支援センタ

ーを新設。 

  集中治療科を廃し、救急集中治療科、救急外傷外科、小児救急

集中治療科、災害科を新設。ハイケアセンターを集中治療センタ

ーに変更。39 診療科 11 センターとなる。 

  高次救命集中治療センターを設置。39 診療科 12 センターとな

る。 

（出所：令和５年度鳥取県立病院年報 鳥取県立中央病院 沿革より監査人が作成） 
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  県立厚生病院 

昭和５年６月 

 

昭和 38 年 12 月 

 

 

昭和 54 年３月 

昭和 61 年５月 

平成７年４月 

平成 11 年５月 

 

平成 15 年４月 

平成 15 年 12 月 

平成 19 年５月 

 

平成 24 年４月 

 

平成 30 年６月 

令和２年２月 

令和４年４月 

令和５年４月 

  前身となる 「有限責任利用組合 厚生病院」 開設 (日本初の産業

組合立病院) 

  倉吉市下田中 343 番地（現：東昭和町 150 番地）に移転新築(許

可病床 200 床)一般病床 200 床、伝染病床 34 床 総合病院として診

療科６科で診療開始 

  外来棟増築 

  増改築工事完了 一般病床を増床し 300 床で運営開始 

  地方公営企業法全部適用   

  県知事から災害拠点病院(地域災害医療センター) の指定を受け

る。 

 厚生労働大臣から臨床研修指定病院の指定を受ける。 

  厚生労働大臣から地域がん診療拠点病院の指定を受ける。 

  新外来・中央診療棟感染症病棟新築、 電子カルテ稼働、県知事か

ら第１種感染症指定医療機関の指定を受ける。  

  地域医療連携室を地域連携センターに改組、県知事から初期被ば

く医療機関の指定を受ける。 

  地域医療支援病院の名称使用承認を受ける。 

  患者支援棟完成新設 

  日本医療機能評価機構より 3rd G:Ver.2.0 の認定を受ける。 

  胸部外科を新設し診療科 22 科となる。 

（出所：令和５年度鳥取県立病院年報 鳥取県立厚生病院 沿革より監査人が作成） 
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第２節 県立中央病院の概要 

病院名 鳥取県立中央病院 

所在地 〒680-0901 鳥取県鳥取市江津 730 番地 

開設年月日 昭和 24 年２月１日 

病院の特徴 鳥取県立中央病院は、鳥取県の基幹病院として「質の高い医療を提供

し、患者の生命と健康を守ります」 を基本理念に掲げている。 

多数の診療科と高度な医療機器を備え、日本医療機能評価機構※１の

認定を受けた信頼性の高い病院である。 

高度急性期医療を担う地域の基幹病院として、高齢化の進展に伴い

増加が見込まれる、がん、脳卒中、急性心筋梗塞等の心血管疾患、他の

医療機関では対応が困難な救急医療、災害医療、周産期医療、小児医

療、新興感染症等の分野を、重点的に取り組むとともに、地域の医療機

関と適切に連携し、東部地域における地域医療連携の中核的な役割を

果たしている。 

診療科目・センター 

39科12センター※２ 

内科、感染症・総合内科、脳神経内科、心臓内科、呼吸器内科、リウ

マチ・膠原病内科、消化器内科、腎臓内科、血液内科、糖尿病・内分泌・

代謝内科、腫瘍内科、緩和ケア内科、外科、消化器外科、呼吸器・乳腺・

内分泌外科、心臓血管外科、脳神経外科、小児外科、整形外科、形成外

科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこ

う科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科、輸

血科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科、救急集中治療科、救急外傷外科、

小児救急集中治療科、災害科 

手術センター、高次救急集中治療センター（救命救急センター、集中

治療センター）、周産期母子センター、患者支援センター （がん相談支

援センター）、臨床研修センター、糖尿病教育センター、脳卒中センタ

ー、心臓病センター、がんセンター 

病
床
数 

一  般      504 床 

感染症 ４床（第二種） 

結  核 10 床（第二種） 

合  計      518 床 

救急指定 三次救急医療機関※３ 

医師数   122 名 会計年度任用職員  20 名  ：合計 142 名 

看護師数   577 名 会計年度任用職員  74 名   ：合計 651 名 

外来患者 一日平均  814 名（令和６年度実績） 
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入院患者 一日平均  414 名（令和６年度実績） 

救急患者 一日平均   44 名（令和６年度実績） 

（出所：令和６年度決算に係る定期監査資料を基に監査人が作成） 

※１ ：  機能評価認定病院：病院機能評価とは、国民が適切で質の高い医療を安心して受けられるよう、評

価調査者（病院管理業務経験等を有している者）が医療機関を中立的・科学的・専門的な見地から評

価するもので、第三者機関である公益財団法人日本医療機能評価機構が審査・評価を行っている。 

※２： 令和７年４月１日 鳥取県病院局組織規程第５条より。 

※３： 三次救急医療：主に生命の危機に関わるような重篤な患者に提供する医療である。 
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第３節 県立厚生病院の概要 

病院名 鳥取県立厚生病院 

所在地 〒682-0804 鳥取県倉吉市東昭和町 150 番地 

開設年月日 昭和 38 年４月１日 

病院の特徴 鳥取県立厚生病院は、中部地域の中核医療機関として「思いやり

と優しさ、真心のこもった信頼される病院」、「優れた医療を提供し、

地域と密着した病院」、「職員の和を尊び、働きがいのある病院」を

基本理念としている。 

昭和５年に日本初の産業組合立総合病院として開設されて以来、

地域医療を支える中核的な役割を担ってきた。 

現在は多数の診療科を備え、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿

病といった主要疾病に対応する専門的な医療体制を整備している

病院である。 

また、救急医療、周産期医療、小児医療、へき地医療、災害医療、

感染症医療の分野にも注力し、災害拠点病院や地域がん診療連携拠

点病院として、中部地域において中心的な役割を果たしている。 

さらに、地域の医療機関や福祉施設との密接な連携を通じて、住

民が安心して医療を受けられる環境を整備している。 

患者一人ひとりの尊厳を大切にし、温かく質の高い医療を提供す

ることで、地域に根ざした信頼される病院としての使命を果たして

いる。 

診療科目・センター 

27 科５センター※１ 

 

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、不整脈内科、脳

神経内科、外科、消化器外科、胸部外科、心臓血管外科、血管外

科、乳腺外科、脳神経外科、整形外科、精神科、小児科、脳神経

小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、

リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科、疼痛緩

和診療科、救急・集中治療室、新生児集中治療室 

手術センター、患者支援 ・地域連携センター、がんセンター（が

ん相談支援センター）、臨床研修・教育センター 

病
床
数 

一 般      300 床 

感染症 ４床（第一種 ２床、第二種 ２床） 

合 計      304 床 

救急指定 二次救急医療機関※２ 

医師数   55 名 会計年度任用職員 ３名 ：合計  58 名 
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看護師数 258 名 会計年度任用職員 37 名  ：合計 295 名 

外来患者 一日平均  451 名（令和６年度実績） 

入院患者 一日平均  236 名（令和６年度実績） 

救急患者 一日平均   48 名（令和６年度実績） 

（出所：令和６年度決算に係る定期監査資料を基に監査人が作成） 

※１： 令和７年４月１日 鳥取県病院局組織規程第５条より。 

※２： 二次救急医療：主に中等症の傷病者、入院治療を要する中等患者に提供する医療である。 
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第４節 病院局の組織機構 
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（出典：令和５年度 鳥取県立病院年報 機構より） 
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第５節 県立中央病院、県立厚生病院の施設 

第１項 県立中央病院の施設 

  

  

R6.4.1現在

許可病床

屋上 ヘリポート

１１階 南病棟 42 血液内科、呼吸器内科

１０階 北病棟 56 感染症病床(4床)、結核病床(10床)、呼吸器内科、

緩和ケア内科、リウマチ・膠原病内科

南病棟 20 緩和ケア内科

９階 北病棟 45 整形外科、眼科、耳鼻いんこう科

南病棟 45 総合内科

８階 北病棟 45 消化器外科、泌尿器科、歯科口腔外科、形成外科

南病棟 45 消化器内科、皮膚科、放射線科、腎臓内科、糖尿病・内分泌・代謝内科

７階 事務局、看護局管理室、医療情報管理室、医局、研修医室

医療安全・感染防止対策室、チーム医療推進室

６階 北病棟 45 心臓内科、心臓血管外科、呼吸器・乳腺・内分泌外科

南病棟 45 脳神経内科、脳神経外科

５階 北病棟 28 小児科、小児外科

ＮＩＣＵ 24 小児科

南病棟 36 産婦人科

４階 22 ＨＣＵ、透析室、手術センター

３階 外来、中央処置室・外来治療室、中央検査室、栄養管理室、厨房、

防災センター

２階 20 救命救急病棟、救急外来、中央放射線室、内視鏡センター、薬局

健診センター、患者支援センター、食堂・売店

１階 総合受付、多目的ホール、霊安室

計 ５１８床

区　　分 診        療        科        等

集中治療
センター
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第２項 県立厚生病院の施設 

 

（出典：令和５年度 鳥取県立病院年報 施設より） 

  

(2)　厚　生　病　院

R6.4.1現在

診        療        科        等

外来・中央診療棟 屋上 緊急用ヘリポート

６階 4 感染症病室（4床）

５階 医療情報管理室、会議室、図書室、レストラン

４階 医局、管理部門、事務部門、医療安全対策室、感染防止対策室、臨床研修・教育センター

３階 手術センター、人工透析室、臨床工学室、麻酔科

２階 外来（精神科、皮膚科、小児科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科）、

中央検査室、院内保育所

１階 総合案内・受付、会計窓口、医事課、患者相談窓口、外来（内科、呼吸器内科、消化器

内科、脳神経内科、循環器内科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科）、

救急外来･中央処置室、内視鏡室、地域連携センター、防災センター、売店、ATM、夜間受付

地階 霊安室、業務洗濯室

病   棟 ７階 43 地域包括ケア病棟（外科、整形外科、脳神経内科）

６階 50 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、泌尿器科

５階 50 整形外科、脳神経外科、脳神経内科、洗濯室

４階 50 小児科、内科、外科、消化器内科、消化器外科、耳鼻いんこう科

３階 56 外科、消化器外科（46床）、集中治療室（10床）

２階 51 産婦人科、内科、外科（乳腺疾患）、分娩室、新生児室

１階 放射線科、中央放射線室、血管造影（アンギオ）室、リハビリテーション室、薬剤部、

栄養相談室、言語聴覚室、倉吉市病児保育施設

地階 栄養管理室、調理室、コントロール室

患者支援棟 ２階 外来化学療法室

１階 がん相談支援センター、入退院支援センター、すずかけサロン

リニアック棟 １階 放射線治療

計

区　　分 許可病床

３０４床
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第６節 県立中央病院、県立厚生病院の看護体制 

第１項 県立中央病院の看護体制 

 
 第２項 県立厚生病院の看護体制 

  
（出典：令和５年度 鳥取県立病院年報 看護体制より）  
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第７節 病院局の組織及び所掌事務について 

 鳥取県病院局の組織及び所掌事務については、鳥取県病院局組織規程に定めている。 

 

第１項 病院の内部組織 

 

  鳥取県病院局組織規程第５条（病院の内部組織の設置）より、「次の表の第１欄に掲げ

る病院ごとに、同表の第２欄に掲げる局、室及びセンターを置き、その事務を所掌させ

るため、同表の第３欄に掲げる科、室、部、課及びセンターを置き、鳥取県立中央病院

医療局の内科、放射線科及び災害科の事務を所掌させるため、同表の第４欄に掲げる室

を置く。」としている。 

 

  

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄
鳥取県⽴中央病院 医療局 内視鏡室

化学療法室

精神科
小児科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科

呼吸器・乳腺・内分泌外科
心臓血管外科
脳神経外科
小児外科
整形外科
形成外科

血液内科
糖尿病・内分泌・代謝内科
腫瘍内科
緩和ケア内科
外科
消化器外科

内科

感染症・総合内科
脳神経内科
心臓内科
呼吸器内科
リウマチ・膠原病内科
消化器内科
腎臓内科
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画像診断室
放射線治療室

災害科 災害対策室

周産期⺟⼦センター
患者支援センター

がんセンター

医療安全対策室
感染防止対策室
手術センター
医療情報管理室

職員支援室
臨床研修センター
糖尿病教育センター
脳卒中センター
心臓病センター

がん相談支援センター

高次救急集中治療センター 救命救急センター
集中治療センター
新⽣児集中治療室

看護局
事務局 総務課

経営戦略課

健診室
血液浄化室

医療技術局 中央放射線室
中央検査室
リハビリテーション室
薬剤部
臨床工学室
栄養管理室

救急科
⻭科⼝腔外科
麻酔科
救急集中治療科
救急外傷外科
小児救急集中治療科

耳鼻いんこう科
リハビリテーション科
放射線科

病理診断科
臨床検査科
輸血科

眼科
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第１欄 第２欄 第３欄 第４欄
鳥取県⽴厚⽣病院

看護局
栄養管理室

事務局 総務課
経営課
医事課

麻酔科
疼痛緩和診療科
救急・集中治療室
新⽣児集中治療室

医療技術局 中央放射線室
中央検査室
リハビリテーション室
薬剤部
臨床工学室

産婦人科
眼科
耳鼻いんこう科
リハビリテーション科
放射線科
病理診断科

整形外科
精神科
小児科
脳神経小児科
皮膚科
泌尿器科

消化器外科
胸部外科
心臓血管外科
血管外科
乳腺外科
脳神経外科

医療局 内科
呼吸器内科
消化器内科
循環器内科
不整脈内科
脳神経内科
外科
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第２項 病院の所掌事務 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

臨床研修・教育センター

医療安全対策室
感染防止対策室
手術センター
医療情報管理室

がんセンター がん相談支援センター
外来化学療法室

患者支援・地域連携センター

医療局 診療科 1 診療及び分べんに関すること。
2 診療室の管理に関すること。
3 医学研究及び医師の臨床研修に関すること。
4 院内の疾病感染予防に関すること。
5 医療に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
6 その他医療に必要な事項に関すること。

健診室 1 人間ドック等総合健診に関すること。
2 健康相談及び健康教育に関すること。
3 健診室の管理に関すること。
4 その他総合健診に必要な事項に関すること。

救急・集中治療室 1 新⽣児以外の患者の救急・集中治療に関すること。
2 救急・集中治療室の管理に関すること。
3 その他新⽣児以外の患者の救急・集中治療に必要な事項に関すること。

新⽣児集中治療室 1 新⽣児の集中治療に関すること。
2 新⽣児集中治療室の管理に関すること。
3 その他新⽣児の集中治療に必要な事項に関すること。

血液浄化室 1 血液浄化に関すること。
2 血液透析、急性腎不全等の医療に関すること。
3 血液浄化室の管理に関すること。
4 その他血液浄化に必要な事項に関すること。

医療技術局 中央放射線室 1 診療用及び治療用放射線に関すること。
2 放射線検査測定に関すること。
3 中央放射線室の管理に関すること。
4 放射線に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
5 その他放射線に必要な事項に関すること。

中央検査室 1 化学細菌及び病理その他医学的検査に関すること。
2 中央検査室の管理に関すること。
3 検査に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
4 その他検査に必要な事項に関すること。

リハビリテーション室 1 機能訓練に関すること。
2 リハビリテーション室の管理に関すること。
3 機能訓練に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

薬剤部 1 調剤及び製剤に関すること。
2 薬品の検査及び出納に関すること。
3 薬品及び衛⽣材料の需要計画に関すること。
4 調剤室、製剤室及び薬品倉庫の管理に関すること。
5 薬事に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
6 その他薬事に必要な事項に関すること。
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臨床工学室  医療機器の保守、管理及び操作に関すること。
栄養管理室 1 患者給食及び栄養指導に関すること。

2 給食材料の購入及び保管に関すること。
3 給食用器機器具の管理に関すること。

看護局 1 患者の看護及び診療介助に関すること。
2 看護師、准看護師、助産師及び看護助手の配置、勤務及び保健衛⽣に関
すること。
3 看護師の教育及び研修に関すること。
4 看護学⽣の教育に関すること。
5 病棟及び分べん室の管理に関すること。
6 手術室の運営に関すること。
7 看護に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。
8 その他看護に必要な事項に関すること。

事務局 総務課 1 病院の事務の総合調整に関すること。
2 公印及び文書(他の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。
3 病院の職員の人事及び労務に関すること。
4 病院の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
5 病院の職員の研修に関すること。
6 病院の職員の衛⽣管理及び厚⽣福利に関すること。
7 法令による申請、報告及び諸届に関すること(他の所掌に属するものを
除く。)。
8 資産(器械及び備品を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。
9 施設の管理及び保全に関すること。
10 施設の営繕に関すること。
11 他の所掌に属しないこと。

経営戦略課及び経営課 1 病院の経営分析及び経営改善の企画に関すること。
2 病院の情報化に関すること。
3 予算及び決算に関すること。
4 出納その他会計に関すること。
5 財務諸統計に関すること。
6 器械及び備品の取得、管理並びに処分に関すること。
7 物品の出納及び管理に関すること。
8 薬品、診療材料等の購入及び交付に関すること。
9 医療機器の保守点検に関すること。

医事課 1 患者の受付及び入退院事務に関すること。
2 医療扶助に関すること。
3 社会保険に関すること。
4 医療費の請求事務に関すること。
5 診断書及び各種証明書等の発行及び保管に関すること。
6 医事に関する各科、各病棟等との連絡調整に関すること。

医療安全対策室 1 院内の医療安全管理に関する指導、企画及び調整に関すること。
2 その他医療安全対策に必要な事項に関すること。

感染防止対策室 1 院内の感染防止に関する指導、企画及び調整に関すること。
2 その他感染防止対策に必要な事項に関すること。

手術センター 1 手術に関すること。
2 手術センターの管理に関すること。
3 その他手術に必要な事項に関すること。

医療情報管理室 1 医療情報の総合分析に関すること。
2 電⼦カルテシステムに関すること。
3 カルテの管理に関すること。
4 診療記録の整理及び統計に関すること。
5 その他診療記録等に必要な事項に関すること。
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高次救急集中治療センター 救命救急センター 1 救命救急医療に関すること。
2 救命救急センターの管理に関すること。
3 その他救命救急医療に必要な事項に関すること。

集中治療センター 1 重症入院患者に対する緊急の医療に関すること。
2 新⽣児以外の患者の集中治療及び高度治療に関すること。
3 集中治療センターの管理に関すること。
4 その他重症入院患者に対する緊急の医療並びに新⽣児以外の患者の集中
治療及び高度治療に必要な事項に関すること。

周産期⺟⼦センター 1 周産期救急医療に関すること。
2 新⽣児の集中治療及び高度治療に関すること。
3 周産期⺟⼦センターの管理に関すること。
4 その他周産期救急医療並びに新⽣児の集中治療及び高度治療に必要な事
項に関すること。
1 がん相談支援その他患者等の医療、福祉等に係る相談及び支援に関する
こと(他の所掌に属するものを除く。)。
2 へき地の医療支援に関すること。
3 地域における医療機関との連携及び支援に関すること。
4 医療社会事業に関すること。
5 患者の受付及び入退院事務に関すること。
6 医療扶助に関すること。
7 社会保険に関すること。
8 医療費の請求事務に関すること。
9 診断書及び各種証明書等の発行及び保管に関すること。
10 医事に関する各科、各病棟等との連絡調整に関すること。
11 患者支援センターの管理に関すること。
1 患者等の医療、福祉等に係る相談及び支援(がん相談支援に係るものを
除く。)に関すること。
2 患者の入退院支援に関すること。
3 へき地の医療支援に関すること。
4 地域における医療機関との連携及び支援に関すること。
5 医療社会事業に関すること。
6 患者支援・地域連携センターの管理に関すること。

職員支援室 1 職員の勤務環境等の改善に関すること。
2 職員の相談支援に関すること。
3 院内保育に関すること。
4 職員支援室の管理に関すること。

臨床研修センター 1 臨床研修医の管理監督に関すること。
2 臨床研修支援センターの管理に関すること。
3 臨床研修に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

臨床研修・教育センター 1 臨床研修医の管理監督に関すること。
2 医学又は医療を専攻する学⽣(看護学⽣を除く。)の教育に関すること。
3 臨床研修・教育センターの管理に関すること。
4 臨床研修及び学⽣の教育に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に
関すること。

糖尿病教育センター 1 糖尿病についての教育に関すること。
2 糖尿病教育センターの管理に関すること。
3 その他糖尿病についての教育に必要な事項に関すること。

脳卒中センター 1 脳卒中患者の医療に関すること。
2 脳卒中センターの管理に関すること。
3 その他脳卒中患者の医療に必要な事項に関すること。

心臓病センター 1 心臓病患者の医療に関すること。
2 心臓病センターの管理に関すること。
3 その他心臓病患者の医療に必要な事項に関すること。

患者支援・地域連携センター

患者支援センター
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（出所：鳥取県病院局組織規程第６条（病院の所掌事務）より監査人が作成） 

  

1 がん患者の医療に関すること。
2 がんセンターの管理に関すること。
3 その他がん患者の医療に必要な事項に関すること。

がん相談支援センター 1 がん患者の医療に関すること。
2 がん相談支援に関すること。
3 がん相談支援センターの管理に関すること。
4 その他がん患者の医療に必要な事項に関すること(外来化学療法室の所
掌に属するものを除く。)。

外来化学療法室 1 外来化学療法に関すること。
2 外来化学療法室の管理に関すること。

がんセンター
(鳥取県⽴厚⽣病院)

がんセンター
(鳥取県⽴中央病院)
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第８節 病院局の職員の状況 

第１項 職種別の職員の状況 

 

１．医師の定数職員には、医療政策課本務の県派遣医師を含む。（派遣医師中央病院 17 人、厚生病院８人） 

２．医師の会計年度任用職員には、臨床研修医を含む。（臨床研修医 中央病院 15 人、厚生病院 ３人） 

３．病院事業管理者は除く。また、育休、休職は除く。 

４．会計年度任用職員には、採用前提の臨時的任用職員を含む。その他は、産業医、衛生管理者。 

（出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成）  

定数
職員

会計
年度
任用
職員

計
定数
職員

会計
年度
任用
職員

計
定数
職員

会計
年度
任用
職員

計
定数
職員

会計
年度
任用
職員

計

医 師 123 21 144 51 3 54 174 24 198
看 護 師 553 86 639 284 18 302 837 104 941
薬 剤 師 30 2 32 14 14 44 2 46

診 療 放 射 線 技 師 26 1 27 16 16 42 1 43
臨 床 検 査 技 師 31 2 33 14 3 17 45 5 50

管理栄養士.栄養士 6 10 16 3 3 6 9 13 22
理 学 療 法 士 22 22 11 11 33 33
言 語 聴 覚 士 6 6 6 6 12 12
作 業 療 法 士 9 9 5 5 14 14
臨 床 工 学 技 士 16 16 3 3 19 19
⻭ 科 衛 ⽣ 士 3 1 4 3 1 4
視 能 訓 練 士 3 3 1 1 3 1 4
臨 床 心 理 士 1 2 3 1 1 2 2 4

事 務 員 19 101 120 14 56 70 6 1 7 39 158 197
電 気 技 師 3 3 1 1 4 4
機 械 技 師 3 1 4 1 1 4 1 5

医 療 ｿ ｰ ｼ ｬ ﾙ ﾜ ｰ ｶ ｰ 8 8 5 5 13 13
診 療 情 報 管 理 士 5 2 7 5 5 10 2 12

保 育 士 2 2 2 2
自 動 車 運 転 士
ボ イ ラ 技 士 1 1 1 4 5 2 4 6
施 設 管 理 員 5 5 5 5

調 理 師 . 調 理 員 10 5 15 10 5 15
医 療 助 手 18 18 10 10 28 28

看護助手（病 棟） 29 29 30 30 59 59
現 業 主 事 3 3 3 3
そ の 他 2 2 2 2

計 878 293 1,171 435 128 563 6 1 7 1,319 422 1,741

（単位：人）
中央病院 厚⽣病院 病院局総務課 計

区分
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第２項 病床 100 床当たりの職員数 

 
（出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成） 

 

第３項 職員別平均給与月額 

 

  

Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度

医 師 22.8 24.7 27.0 27.6 27.2 17.8 18.8 19.4 18.8 17.4 21.0 22.5 24.2 24.3 23.6

看 護 部 門 109.1 127.6 130.7 132.6 133.7 100.0 102.0 111.5 108.2 107.0 105.7 118.1 123.6 123.6 123.8

薬 剤 部 門 4.9 5.6 6.0 6.4 6.4 4.7 5.6 6.6 6.6 4.6 4.8 5.6 6.2 6.4 5.7

事 務 部 門 18.5 26.3 26.8 27.0 27.6 19.8 26.0 27.3 24.3 24.3 19.0 26.2 27.0 26.0 26.4

給 食 部 門 5.8 7.3 6.9 6.6 6.0 2.5 3.3 3.0 1.6 2.0 4.6 5.8 5.5 4.7 4.5

放 射 線 部 門 4.4 4.8 4.8 5.0 5.6 4.5 4.6 4.9 4.6 5.3 4.4 4.7 4.9 4.9 5.5

臨 床 検 査 部 門 6.3 6.6 7.1 6.2 6.6 5.9 5.9 6.6 5.3 4.9 6.2 6.3 6.9 5.8 6.0

そ の 他 部 門 14.6 17.2 18.3 18.7 19.7 12.9 26.0 11.8 14.1 14.1 14.0 20.4 15.9 17.0 17.6

全 職 員 186.5 220.1 227.8 230.1 232.8 168.1 192.1 191.1 183.6 179.6 179.7 209.7 214.2 212.9 213.1

（単位：人）

中央病院 厚⽣病院 計
区分

⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率

医 師 1,304,281 100% 1,293,015 99.1% 1,328,585 101.9% 1,323,975 101.5% 1,355,052 103.9%

看 護 師 422,277 100% 411,402 97.4% 418,396 99.1% 421,025 99.7% 435,605 103.2%

医 療 技 術 員 437,599 100% 431,981 98.7% 424,122 96.9% 420,455 96.1% 428,334 97.9%

事 務 職 員 496,207 100% 458,886 92.5% 514,512 103.7% 545,084 109.9% 539,719 108.8%

そ の 他 職 員 446,405 100% 423,840 94.9% 439,956 98.6% 464,987 104.2% 463,695 103.9%

全 職 員 537,280 100% 524,477 97.6% 537,088 100.0% 543,018 101.1% 553,095 102.9%

⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率

医 師 1,357,797 100% 1,354,627 99.8% 1,284,964 94.6% 1,195,393 88.0% 1,426,993 105.1%

看 護 師 472,547 100% 476,786 100.9% 444,763 94.1% 436,474 92.4% 494,329 104.6%

医 療 技 術 員 456,196 100% 423,890 92.9% 421,168 92.3% 389,002 85.3% 458,090 100.4%

事 務 職 員 505,026 100% 628,906 124.5% 478,353 94.7% 444,692 88.1% 651,984 129.1%

そ の 他 職 員 521,464 100% 488,191 93.6% 407,599 78.2% 485,500 93.1% 490,249 94.0%

全 職 員 579,276 100% 581,831 100.4% 539,300 93.1% 515,871 89.1% 611,058 105.5%

（単位：円）

中央病院

区分
Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

（単位：円）

厚⽣病院

区分
Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度
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（出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成） 

（注）平均基本給月額に平均手当月額を加算した金額。 

（注）金額右側の比率は、令和元年度を 100 とした場合の各年度の比率。 

 

第４項 職員別平均年齢 

    

   （出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成） 

⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率 ⾦額 比率

医 師 1,321,588 100% 1,312,700 99.3% 1,315,277 99.5% 1,286,222 97.3% 1,376,580 104.2%

看 護 師 438,454 100% 431,888 98.5% 426,812 97.3% 425,938 97.1% 454,032 103.6%

医 療 技 術 員 443,866 100% 429,153 96.7% 423,152 95.3% 410,040 92.4% 438,048 98.7%

事 務 職 員 500,020 100% 519,891 104.0% 499,821 100.0% 503,925 100.8% 579,426 115.9%

そ の 他 職 員 470,288 100% 442,408 94.1% 431,867 91.8% 466,444 99.2% 465,737 99.0%

全 職 員 551,134 100% 542,928 98.5% 537,801 97.6% 534,362 97.0% 571,277 103.7%

（単位：円）

中央病院、厚⽣病院 合計

区分
Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

区分 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度
医 師 38 37 37 39 32
看 護 師 34 33 34 36 31

医 療 技 術 員 36 34 36 36 30
事 務 職 員 45 42 42 43 45
そ の 他 職 員 48 49 45 52 52

全 職 員 36 36 36 38 34

区分 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度
医 師 44 42 41 38 38
看 護 師 41 39 41 43 35

医 療 技 術 員 38 32 38 41 39
事 務 職 員 46 47 46 44 49
そ の 他 職 員 58 57 54 54 43

全 職 員 42 41 42 43 38

区分 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度
医 師 40 39 38 38 34
看 護 師 37 35 36 38 32

医 療 技 術 員 37 34 37 38 33
事 務 職 員 46 44 44 43 46
そ の 他 職 員 51 52 48 53 51

全 職 員 38 38 38 40 35

厚⽣病院

中央病院

中央病院、厚⽣病院 合計
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第９節 施設の概要 

第１項 県立中央病院の施設の概要 

 

（出典：県立中央病院ホームページより） 
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第２項 県立厚生病院の施設の概要 
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（出典：県立厚生病院ホームページより） 
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第 10 節 病院局に関する規程 

 
（出所：鳥取県ホームページ 鳥取県条例検索システムを参考に監査人が作成） 

  

例規名称 制定年月日 種別 番号 

通則 

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例 昭和39年3月30日 条例 第12号 

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例施

行規程 
平成7年3月31日 病院局管理規程 第9号 

鳥取県立中央病院院内保育所設置運営規程 平成24年12月28日 病院局管理規程 第4号 

鳥取県立厚生病院院内保育所設置運営規程 平成21年9月11日 病院局管理規程 第6号 

組織等 

鳥取県病院局組織規程 平成7年3月31日 病院局管理規程 第1号 

鳥取県病院局に勤務する職員の職の設置に

関する規程 
平成7年3月31日 病院局管理規程 第2号 

鳥取県病院局事務決裁規程 平成7年3月31日 病院局管理規程 第4号 

鳥取県営病院事業の管理者の職務を行う職

員を定める規程 
平成7年3月31日 病院局管理規程 第3号 

鳥取県病院局文書管理規程 平成7年3月31日 病院局企業訓令 第2号 

鳥取県病院局公印規程 平成7年3月31日 病院局企業訓令 第3号 

人事 

鳥取県病院局企業職員定数条例 平成18年3月28日 条例 第13号 

日本国籍を有しない者を任用することがで

きない職の範囲を定める規程 
平成12年3月31日 病院局管理規程 第1号 

鳥取県病院局企業職員の任免発令規程 平成7年3月31日 病院局企業訓令 第1号 

鳥取県病院局に勤務する職員のうち主要な

職員の範囲を定める規則 
平成7年3月28日 規則 第11号 

病院局企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例 
平成7年3月10日 条例 第3号 

鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程 平成7年3月31日 病院局管理規程 第7号 

病院局企業職員の給与の特例に関する規程 平成17年3月31日 病院局管理規程 第2号 

雇用機会創出等のための病院局企業職員の

給与の特例に関する規程 
平成14年3月29日 病院局管理規程 第1号 

鳥取県病院局企業職員等の旅費規程 平成7年3月31日 病院局管理規程 第8号 

鳥取県病院局企業職員就業規則 平成7年3月31日 病院局管理規程 第6号 

鳥取県病院局企業職員安全衛生管理規程 平成7年3月31日 病院局企業訓令 第5号 

鳥取県病院局企業職員研修規程 平成7年3月31日 病院局企業訓令 第6号 

財務 鳥取県病院局財務規程 平成7年3月31日 病院局管理規程 第12号 

庁舎管理等 
鳥取県病院局庁舎管理規程 平成7年3月31日 病院局管理規程 第10号 

鳥取県病院局宿舎管理規程 平成7年3月31日 病院局管理規程 第11号 
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第４章 病院局に係る統計資料 

第１節 患者の状況及び病床利用状況 

【延べ入院患者数及び延べ外来患者数】 

 

（出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成） 

 

【１日平均患者数】 

 

（出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成） 

  

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

入  院 148,269 142,688 150,001 139,597 145,795
外  来 180,708 165,763 187,840 197,403 194,826
入  院 89,432 78,947 81,864 78,076 80,466
外  来 118,771 118,535 133,219 134,155 123,887
入  院 237,701 221,635 231,865 217,673 226,261
外  来 299,479 284,298 321,059 331,558 318,713

（単位：人）

中央病院

区分

厚⽣病院

合計

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

入  院 405.1 390.9 411.0 382.5 398.3
外  来 749.8 682.2 776.2 812.4 801.8
入  院 244.3 216.3 224.3 213.9 219.9
外  来 492.8 487.8 550.5 552.1 509.8
入  院 649.5 607.2 635.2 596.4 618.2
外  来 1,242.7 1,170.0 1,326.7 1,364.4 1,311.6

（単位：人）

区分

中央病院

厚⽣病院

合計
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 【病床利用率及び平均在院日数】 

 

 （出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成） 

（注）利用率（％）及び平均在院日数は、一般、結核、感染症の入院患者に係る数値。 

  

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

病床数（床） 518 518 518 518 518
病床利用率（%） 78.2 75.5 79.3 73.8 76.9

平均在院日数（日） 12.6 12.8 11.7 10.6 10.6
病床数（床） 304 304 304 304 304

病床利用率（%） 80.4 71.1 73.8 70.4 72.3
平均在院日数（日） 12.9 12.3 12.2 12.6 12.9

病床数（床） 822 822 822 822 822
病床利用率（%） 79.0 73.9 77.3 72.6 75.2

平均在院日数（日） 12.6 12.4 11.7 11.1 11.2

区分

中央病院

厚⽣病院

合計



44 
 

第２節 診療収益状況 

 

（出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成） 

（注）収益は、消費税抜き金額を記載。 

  

単位 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

10,262,899 10,440,750 11,714,529 11,749,996 12,922,069

3,698,943 3,648,317 4,095,642 4,322,569 4,745,529
325,481 329,761 393,090 365,732 312,894

14,287,323 14,418,828 16,203,261 16,438,297 17,980,492

医師 円 322,296 298,833 310,881 316,041 343,989
看護部門 円 61,311 57,744 63,193 64,242 69,240
入院 円 69,219 73,172 78,096 78,333 88,632
外来 円 20,470 22,009 21,804 23,012 24,358
投薬 円 1,158 1,257 1,293 1,089 1,251
注射 円 5,159 5,574 5,576 6,020 7,024

4,901,205 4,743,506 4,829,476 4,949,648 4,876,704
1,953,951 1,902,841 2,198,411 2,282,415 2,226,398

164,632 154,185 168,371 154,816 114,118
7,019,788 6,800,532 7,196,258 7,386,879 7,217,220

医師 円 349,753 319,459 324,959 354,374 366,196
看護部門 円 60,876 56,830 56,699 58,660 58,152
入院 円 54,804 60,085 58,994 63,395 60,606
外来 円 16,451 16,053 16,502 17,013 17,971
投薬 円 476 546 423 427 560
注射 円 3,974 4,191 4,667 4,777 4,774

15,164,104 15,184,256 16,544,005 16,699,644 17,798,773

5,652,894 5,551,158 6,294,053 6,604,984 6,971,927
490,113 483,946 561,461 520,548 427,012

21,307,111 21,219,360 23,399,519 23,825,176 25,197,712

医師 円 330,849 305,148 315,082 316,600 350,076
看護部門 円 61,167 57,448 61,042 61,970 65,651
入院 円 63,795 68,510 71,352 76,719 78,665
外来 円 18,876 19,526 19,604 19,921 21,875
投薬 円 894 979 954 814 992
注射 円 4,699 5,034 5,222 5,435 6,180

中央病院

厚⽣病院

合計

職員１人１日当
たり診療収入

患者１人１日当
たり診療収入

患者１人１日当
たり薬品費

区分

千円
外来収益
その他医業収益
医業収益合計

千円

入院収益
外来収益
その他医業収益
医業収益合計

入院収益

千円
外来収益
その他医業収益
医業収益合計

職員１人１日当
たり診療収入

患者１人１日当
たり診療収入

患者１人１日当
たり薬品費

職員１人１日当
たり診療収入

患者１人１日当
たり診療収入

患者１人１日当
たり薬品費

入院収益
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第３節 診療の状況 

 
  （出所：令和５年度 鳥取県立病院年報を基に監査人が作成） 

  

単位 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度
件 3,979 3,873 4,269 4,707 4,665
人 93,999 89,671 102,949 103,182 106,939
人 2,682 2,656 2,837 2,231 2,735
件 2,159,800 2,100,074 2,295,490 2,399,893 2,515,054
件 7,613 8,010 8,498 8,457 9,144
件 70,512 75,215 78,839 71,674 73,702
人 1,529 1,817 1,717 1,315 1,553

人間ドック検診者数 人 2,017 1,722 2,000 2,019 2,045
人 359 338 375 405 309
人 309 341 290 350 288

入院 枚 81,444 82,301 91,816 84,863 88,338
外来 枚 10,317 7,837 9,665 9,596 9,670
院外 枚 82,153 78,323 85,582 90,326 90,950
院外処方率 % 88.8 90.9 89.9 90.4 90.4

食 334,313 328,300 344,087 316,856 333,444
件 1,717 1,652 1,668 1,552 1,481
人 52,084 50,206 50,812 50,517 50,785
人 − − − − −
件 1,054,312 1,040,362 1,086,055 1,094,529 1,101,653
件 4,767 4,369 4,592 4,090 4,155
件 48,969 46,710 47,812 46,893 48,785
人 1,251 1,180 1,299 1,468 1,185

人間ドック検診者数 人 − 13 29 48 61
人 391 373 358 350 285
人 − − − − −

入院 枚 31,431 29,209 29,378 28,811 29,959
外来 枚 12,873 5,246 8,465 8,672 13,306
院外 枚 53,221 49,487 49,984 48,392 50,504
院外処方率 % 80.5 90.4 85.5 84.8 79.1

食 208,303 183,342 191,539 183,046 188,864
件 5,696 5,525 5,937 6,259 6,146
人 146,083 139,877 153,761 153,699 157,724
人 2,682 2,656 2,837 2,231 2,735
件 3,214,112 3,140,436 3,381,545 3,494,422 3,616,707
件 12,380 12,379 13,090 12,547 13,299
件 119,481 121,925 126,651 118,567 122,487
人 2,780 2,997 3,016 2,783 2,738

人間ドック検診者数 人 2,017 1,735 2,029 2,067 2,106
人 750 711 733 755 594
人 309 341 290 350 288

入院 枚 112,875 111,510 121,194 113,674 118,297
外来 枚 23,190 13,083 18,130 18,268 22,976
院外 枚 135,374 127,810 135,566 138,718 141,454
院外処方率 % 85.4 90.7 88.2 88.4 86.0

食 542,616 511,642 535,626 499,902 522,308

中央病院

手術件数
放射線検査延人数

NICU入院患者数

調剤処方箋枚数及び院
外処方率

救命救急センター利用延患者数
検査件数
内視鏡検査件数
リハビリテーション実施件数
人工透析延患者数

分娩件数

給食の状況（延給食数）

区分

合計

厚⽣病院

手術件数
放射線検査延人数

NICU入院患者数

救命救急センター利用延患者数
検査件数
内視鏡検査件数

調剤処方箋枚数及び院
外処方率

給食の状況（延給食数）
手術件数
放射線検査延人数

リハビリテーション実施件数
人工透析延患者数

分娩件数

NICU入院患者数
分娩件数

調剤処方箋枚数及び院
外処方率

給食の状況（延給食数）

救命救急センター利用延患者数
検査件数
内視鏡検査件数
リハビリテーション実施件数
人工透析延患者数
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第５章 病院事業の決算概要（損益計算書・貸借対照表） 

第１節 病院事業 比較損益計算書 

 
（出所：鳥取県病院事業決算及び決算附属書類を基に監査人が作成） 

（注１）対収益は、医業収益計を 100 とした場合の割合である。 

（注２）△は、損失を表している。 

対収益 対収益 対収益 対収益 対収益

1 医業収益 21,219,359,776 100.0% 23,399,518,935 100.0% 23,825,175,625 100.0% 25,197,711,638 100.0% 26,147,873,772 100.0%

(1)入院収益 15,184,255,268 71.6% 16,544,005,032 70.7% 16,699,643,892 70.1% 17,798,772,984 70.6% 18,569,518,305 71.0%

(2)外来収益 5,551,158,423 26.2% 6,294,052,591 26.9% 6,604,983,734 27.7% 6,971,927,236 27.7% 7,142,869,019 27.3%

(3)その他医業収益 483,946,085 2.3% 561,461,312 2.4% 520,547,999 2.2% 427,011,418 1.7% 435,486,448 1.7%

2 医業費用 24,112,195,228 113.6% 26,055,951,304 111.4% 26,886,662,632 112.8% 27,831,905,710 110.5% 29,175,540,938 111.6%

(1)給与費 12,530,042,714 59.1% 13,219,243,752 56.5% 13,691,971,210 57.5% 13,818,826,684 54.8% 14,604,202,682 55.9%

(2)材料費 6,185,426,234 29.1% 7,036,139,824 30.1% 7,073,930,896 29.7% 7,740,437,503 30.7% 8,197,680,018 31.4%

(3)経費 2,830,476,233 13.3% 2,984,131,154 12.8% 3,308,833,189 13.9% 3,439,490,826 13.7% 3,640,211,028 13.9%

(4)減価償却費 2,517,561,555 11.9% 2,762,491,914 11.8% 2,740,437,442 11.5% 2,744,887,406 10.9% 2,634,447,406 10.1%

(5)資産減耗費 12,396,516 0.1% 11,834,574 0.1% 12,662,013 0.1% 12,184,144 0.0% 12,682,327 0.0%

(6)研究研修費 36,291,976 0.2% 42,110,086 0.2% 58,827,882 0.2% 76,079,147 0.3% 86,317,477 0.3%

3 医業損益 △ 2,892,835,452 △12.3％ △ 2,656,432,369 △11.4％ △ 3,061,487,007 △12.8％ △ 2,634,194,072 △10．5％ △ 3,027,667,166 △11.6％

4 医業外収益 5,340,170,154 25.2% 6,310,892,611 27.0% 6,030,909,881 25.3% 4,227,995,957 16.8% 3,480,545,820 13.3%

(1)受取利息配当金 4,706,745 0.0% 5,317,784 0.0% 4,912,631 0.0% 5,079,045 0.0% 9,046,541 0.0%

(2)他会計補助金 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(3)補助金 2,329,420,485 11.0% 3,063,479,171 13.1% 2,717,652,789 11.4% 902,189,870 3.6% 120,351,862 0.5%

(4)負担金交付金 1,781,091,772 8.4% 1,815,078,944 7.8% 1,801,342,721 7.6% 1,773,590,657 7.0% 1,768,516,993 6.8%

(5)長期前受金戻入 769,082,072 3.6% 1,009,539,614 4.3% 1,088,219,147 4.6% 1,165,781,339 4.6% 1,144,669,545 4.4%

(6)退職給付引当金戻入額 50,010,025 － 0 － 0 － 0 － 23,435,602 0.1%

(7)貸倒引当金戻入益 7,803,096 0.0% 5,002,887 0.0% 15,331,299 0.1% 14,386,085 0.1% 85,437 0.0%

(8)その他医業外収益 398,055,959 1.9% 412,474,211 1.8% 403,451,294 1.7% 366,968,961 1.5% 414,439,840 1.6%

5 医業外費用 1,452,780,752 6.8% 1,546,363,650 6.6% 1,538,542,204 6.5% 1,588,891,118 6.3% 1,623,331,147 6.2%

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 243,363,349 1.1% 233,607,744 1.0% 219,192,660 0.9% 203,910,178 0.8% 189,454,494 0.7%

(2)長期前払消費税償却 213,508,298 1.0% 234,725,604 1.0% 238,209,065 1.0% 238,341,117 0.9% 185,089,892 0.7%

(3)消費税及び地方消費税 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(4)雑損失 995,909,105 4.7% 1,078,030,302 4.6% 1,081,140,479 4.5% 1,146,639,823 4.6% 1,248,786,761 4.8%

6 経常損益 994,553,950 4.7% 2,108,096,592 9.0% 1,430,880,670 6.0% 4,910,767 0.0% △ 1,170,452,493 △4.5％

7 特別利益 673,729,236 3.2% 128,949,662 0.6% 120,117,738 0.5% 102,518,885 0.4% 190,113,105 0.7%

(1)固定資産売却益 0 43,440 0.0% 0 － 0 － 0 －

(2)過年度損益修正益 0 8,164,814 0.0% 0 － 0 － 6,951,049 0.0%

(3)長期前受金戻入 272,132,626 1.3% 16,383,560 0.1% 13,991,409 0.1% 12,921,473 0.1% 76,855,377 0.3%

(4)その他特別利益 401,596,610 1.9% 104,357,848 0.4% 106,126,329 0.4% 89,597,412 0.4% 106,306,679 0.4%

8 特別損失 2,273,959,279 10.7% 48,770,897 0.2% 39,925,333 0.2% 33,710,733 0.1% 46,286,576 0.2%

(1)固定資産売却損 0 － 0 － 13,524 0.0% 0 － 289,670 0.0%

(2)過年度損益修正損 0 0 － 0 － 0 － 6,931,317 0.0%

(3)退職給付費 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(4)その他特別損失 2,273,959,279 10.7% 48,770,897 0.2% 39,911,809 0.2% 33,710,733 0.1% 39,065,589 0.1%

9 当年度純損益 △ 605,676,093 △5.2％ 2,188,275,357 9.4% 1,511,073,075 6.3% 73,718,919 0.3% △ 1,026,625,964 △3.9％

10 前年度繰越欠損金 6,993,844,870 33.0% 7,599,520,963 32.5% 5,411,245,606 22.7% 3,900,172,531 15.5% 3,826,453,612 14.6%

11 資本剰余金の処分 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

12 当年度未処理欠損金 7,599,520,963 35.8% 5,411,245,606 23.1% 3,900,172,531 16.4% 3,826,453,612 15.2% 4,853,079,576 18.6%

金　　　額 金　　　額

令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月31日

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月31日

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日

（単位：円）
病院事業　損益計算書　（中央病院・厚生病院・病院統括管理費）

令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月31日



47 
 

第２節 病院事業 比較貸借対照表 

 
  

比 率 対前年 対前年 対前年 対前年

1 固定資産

土地 935,056,908 100.0% 935,056,908 100.0% 935,056,908 100.0% 935,056,908 100.0% 935,056,908 100.0%

建物 36,929,861,679 100.0% 36,963,568,679 100.1% 36,963,568,679 100.0% 36,997,881,679 100.1% 37,059,641,679 100.2%

建物減価償却累計額 8,857,866,240 100.0% 10,257,401,117 115.8% 11,665,749,379 113.7% 13,072,028,717 112.1% 14,358,370,282 109.8%

構築物 1,326,431,944 100.0% 1,337,472,551 100.8% 1,337,472,551 100.0% 1,337,472,551 100.0% 1,337,472,551 100.0%

構築物減価償却累計額 176,086,158 100.0% 283,788,929 161.2% 392,485,354 138.3% 501,181,779 127.7% 609,878,204 121.7%

器械備品 13,094,489,931 100.0% 13,126,443,183 100.2% 13,202,248,333 100.6% 13,425,993,900 101.7% 14,040,307,615 104.6%

器械備品減価償却累計額 7,092,871,346 100.0% 7,850,252,953 110.7% 8,667,384,999 110.4% 9,402,957,627 108.5% 10,059,410,568 107.0%

車両 58,515,265 100.0% 59,064,355 100.9% 58,633,879 99.3% 58,633,879 100.0% 67,406,199 115.0%

車両減価償却累計額 55,084,994 100.0% 53,596,132 97.3% 53,582,697 100.0% 53,978,214 100.7% 54,373,731 100.7%

リース資産 61,320,000 100.0% 91,315,200 148.9% 72,475,200 79.4% 120,760,800 166.6% 141,504,000 117.2%

リース資産減価償却累計額 34,637,000 100.0% 49,391,840 142.6% 47,143,920 95.4% 28,761,950 61.0% 59,312,630 206.2%

建設仮勘定 0 100.0% 0 － 2,870,000 － 1,270,000 44.3% 0 －

その他有形固定資産 350,000 100.0% 350,000 100.0% 350,000 100.0% 350,000 100.0% 350,000 100.0%

その他有形固定資産減価償却累計額 332,500 100.0% 332,500 100.0% 332,500 100.0% 332,500 100.0% 332,500 100.0%

有形固定資産合計 36,189,147,489 100.0% 34,018,507,405 94.0% 31,745,996,701 93.3% 29,818,178,930 93.9% 28,440,061,037 95.4%

電話加入権 4,465,852 100.0% 4,465,852 100.0% 4,465,852 100.0% 4,465,852 100.0% 4,465,852 100.0%

水道施設利用権 262,544 100.0% 230,336 87.7% 198,128 86.0% 165,920 83.7% 133,712 80.6%

その他無形固定資産 31,083,304 100.0% 21,764,683 70.0% 16,557,200 76.1% 11,398,800 68.8% 10,358,400 90.9%

無形固定資産合計 35,811,700 100.0% 26,460,871 73.9% 21,221,180 80.2% 16,030,572 75.5% 14,957,964 93.3%

破産更生債権等 94,587,436 100.0% 89,634,689 94.8% 78,425,558 87.5% 59,016,375 75.3% 52,231,312 88.5%

貸倒引当金 94,693,786 100.0% 89,634,689 94.7% 78,425,558 87.5% 59,016,375 75.3% 52,231,312 88.5%

長期前払消費税 2,240,259,739 100.0% 2,058,967,760 91.9% 1,865,906,326 90.6% 1,700,738,403 91.1% 1,633,303,446 96.0%

その他投資 800,000,000 100.0% 2,000,000,000 250.0% 1,200,000,000 60.0% 2,000,000,000 166.7% 3,500,000,000 175.0%

投資合計 3,040,153,389 100.0% 4,058,967,760 133.5% 3,065,906,326 75.5% 3,700,738,403 120.7% 5,133,303,446 138.7%

固定資産合計 39,265,112,578 100.0% 38,103,936,036 97.0% 34,833,124,207 91.4% 33,534,947,905 96.3% 33,588,322,447 100.2%

2 流動資産

現金預金 7,436,077,418 100.0% 8,183,362,910 110.0% 9,986,180,875 122.0% 10,179,198,252 101.9% 8,180,845,314 80.4%

未収金 4,417,096,308 100.0% 4,504,766,639 102.0% 4,826,684,695 107.1% 4,365,146,596 90.4% 4,247,410,417 97.3%

貸倒引当金 9,219,032 100.0% 8,919,999 96.8% 4,292,191 48.1% 3,777,417 88.0% 4,533,733 120.0%

貯蔵品 210,610,992 100.0% 225,026,159 106.8% 249,047,320 110.7% 243,091,425 97.6% 293,015,972 120.5%

前払費用 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

有価証券 12,000,000 100.0% 12,000,000 100.0% 12,000,000 100.0% 12,000,000 100.0% 12,000,000 100.0%

その他流動資産 3,327,000 100.0% 7,286,708 － 5,820,213 79.9% 5,570,755 95.7% 4,345,758 78.0%

流動資産合計 12,069,892,686 100.0% 12,923,522,417 107.1% 15,075,440,912 116.7% 14,801,229,611 98.2% 12,733,083,728 86.0%

資産合計 51,335,005,264 100.0% 51,027,458,453 99.4% 49,908,565,119 97.8% 48,336,177,516 96.8% 46,321,406,175 95.8%

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日 令和 5年 3月31日 令和 6年 3月31日 令和 7年 3月31日

（単位：円）
病院事業　貸借対照表　（中央病院・厚生病院・病院統括管理費）

金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額
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（出所：鳥取県病院事業決算及び決算附属書類を基に監査人が作成） 

（注１）令和３年度以降の各年度の比率は、対前年度の割合である。 

（注２）△は、損失を表している。 

  

比 率 対前年 対前年 対前年 対前年

3 固定負債

企業債 30,503,580,200 100.0% 28,095,211,766 92.1% 25,395,937,611 90.4% 23,814,023,852 93.8% 22,732,925,140 95.5%

リース債務 13,537,800 100.0% 27,799,908 205.4% 16,306,620 58.7% 71,395,907 437.8% 57,392,819 80.4%

引当金 4,257,494,446 100.0% 4,398,639,172 103.3% 4,468,549,050 101.6% 4,951,958,577 110.8% 4,949,353,692 99.9%

固定負債合計 34,774,612,446 100.0% 32,521,650,846 93.5% 29,880,793,281 91.9% 28,837,378,336 96.5% 27,739,671,651 96.2%

4 流動負債

企業債 2,761,097,195 100.0% 2,953,848,434 107.0% 3,166,954,155 107.2% 2,262,893,759 71.5% 2,333,878,712 103.1%

リース債務 15,279,840 100.0% 18,065,088 118.2% 11,493,288 63.6% 29,802,828 259.3% 33,017,688 110.8%

未払金 2,259,255,042 100.0% 1,754,436,739 77.7% 1,583,593,668 90.3% 1,821,558,190 115.0% 1,838,878,574 101.0%

前受金 4,189,000 100.0% 20,351,000 485.8% 19,555,000 96.1% 35,000 0.2% 0 －

引当金 624,161,400 100.0% 681,302,641 109.2% 714,650,929 104.9% 803,306,098 112.4% 859,231,311 107.0%

その他流動負債 111,163,251 100.0% 106,839,908 96.1% 113,635,119 106.4% 109,772,674 96.6% 123,141,635 112.2%

流動負債合計 5,775,145,728 100.0% 5,534,843,810 95.8% 5,609,882,159 101.4% 5,027,368,549 89.6% 5,188,147,920 103.2%

5 繰延収益

受贈財産評価額 11,930,711 100.0% 12,328,261 103.3% 11,780,107 95.6% 11,078,241 94.0% 19,850,561 179.2%

補助金 1,683,738,038 100.0% 1,800,286,224 106.9% 1,862,690,865 103.5% 1,975,306,118 106.0% 2,043,717,590 103.5%

負担金 6,833,228,513 100.0% 7,504,075,627 109.8% 8,292,290,670 110.5% 9,084,073,872 109.5% 9,862,276,422 108.6%

その他長期前受金 491,528 100.0% 685,128 － 685,128 100.0% 685,128 100.0% 685,128 100.0%

受贈財産評価額 3,210,628 100.0% 3,210,628 100.0% 2,779,328 86.6% 2,202,005 79.2% 2,291,454 104.1%

補助金 1,024,233,529 100.0% 1,137,378,485 111.0% 1,235,312,389 108.6% 1,352,515,117 109.5% 1,453,621,176 107.5%

負担金 5,758,113,053 100.0% 6,435,451,695 111.8% 7,252,062,752 112.7% 8,059,206,841 111.1% 8,864,510,676 110.0%

その他長期前受金 0 100.0% 61,502 － 166,564 270.8% 271,626 163.1% 376,688 138.7%

繰延収益合計 1,743,831,580 100.0% 1,741,272,930 99.9% 1,677,125,737 96.3% 1,656,947,770 98.8% 1,605,729,707 96.9%

負債合計 42,293,589,754 100.0% 39,797,767,586 94.1% 37,167,801,177 93.4% 35,521,694,655 95.6% 34,533,549,278 97.2%

6 資本金

自己資本金 16,630,180,038 100.0% 16,630,180,038 100.0% 16,630,180,038 100.0% 16,630,180,038 100.0% 16,630,180,038 100.0%

資本金合計 16,630,180,038 100.0% 16,630,180,038 100.0% 16,630,180,038 100.0% 16,630,180,038 100.0% 16,630,180,038 100.0%

7 剰余金

資本剰余金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

受贈財産評価額 8,732,538 100.0% 8,732,538 100.0% 8,732,538 100.0% 8,732,538 100.0% 8,732,538 100.0%

補助金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

負担金 2,023,897 100.0% 2,023,897 100.0% 2,023,897 100.0% 2,023,897 100.0% 2,023,897 100.0%

当年度未処理欠損金 7,599,520,963 100.0% 5,411,245,606 71.2% 3,900,172,531 72.1% 3,826,453,612 98.1% 4,853,079,576 126.8%

欠損金合計 7,599,520,963 100.0% 5,411,245,606 71.2% 3,900,172,531 72.1% 3,826,453,612 98.1% 4,853,079,576 126.8%

剰余金合計 △ 7,588,764,528 100.0% △ 5,400,489,171 71.2% △ 3,889,416,096 72.0% △ 3,815,697,177 98.1% △ 4,842,323,141 126.9%

資本合計 9,041,415,510 100.0% 11,229,690,867 124.2% 12,740,763,942 113.5% 12,814,482,861 100.6% 11,787,856,897 92.0%

負債資本合計 51,335,005,264 100.0% 51,027,458,453 99.4% 49,908,565,119 97.8% 48,336,177,516 96.8% 46,321,406,175 95.8%

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日 令和 5年 3月31日 令和 6年 3月31日 令和 7年 3月31日

（単位：円）
病院事業　貸借対照表　（中央病院・厚生病院・病院統括管理費）

金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額
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第３節 県立中央病院 比較損益計算書 

 

（出所：鳥取県病院事業決算及び決算附属書類を基に監査人が作成） 

（注１）対収益は、医業収益計を 100 とした場合の割合である。 

（注２）△は、損失を表している。 

対収益 対収益 対収益 対収益 対収益

1 医業収益 14,418,827,700 100.0% 16,203,261,102 100.0% 16,438,297,239 100.0% 17,980,491,777 100.0% 18,864,540,151 100.0%

(1)入院収益 10,440,749,443 64.4% 11,714,529,289 72.3% 11,749,996,252 71.5% 12,922,068,551 71.9% 13,487,447,653 71.5%

(2)外来収益 3,648,316,951 25.3% 4,095,641,602 25.3% 4,322,568,720 26.3% 4,745,529,375 26.4% 5,056,981,874 26.8%

(3)その他医業収益 329,761,306 2.3% 393,090,211 2.4% 365,732,267 2.2% 312,893,851 1.7% 320,110,624 1.7%

2 医業費用 16,634,074,812 115.4% 17,999,469,444 111.1% 18,485,856,406 112.5% 19,529,387,794 108.6% 20,827,504,692 110.4%

(1)給与費 8,171,645,508 56.7% 8,646,523,979 53.4% 8,942,600,009 54.4% 9,159,272,374 50.9% 9,749,995,281 51.7%

(2)材料費 4,586,478,537 31.8% 5,237,834,965 32.3% 5,229,057,555 31.8% 5,941,781,385 33.0% 6,489,380,013 34.4%

(3)経費 1,796,618,064 12.5% 1,930,494,163 11.9% 2,148,206,308 13.1% 2,219,723,212 12.3% 2,364,733,789 12.5%

(4)減価償却費 2,041,844,234 14.2% 2,145,329,292 13.2% 2,112,956,617 12.9% 2,138,417,995 11.9% 2,146,087,112 11.4%

(5)資産減耗費 9,077,707 0.1% 8,088,278 0.0% 9,223,811 0.1% 9,288,853 0.1% 9,155,152 0.0%

(6)研究研修費 28,410,762 0.2% 31,198,767 0.2% 43,812,106 0.3% 60,903,975 0.3% 68,153,345 0.4%

3 医業損益 △ 2,215,247,112 △15.6％ △ 1,796,208,342 △11.1％ △ 2,047,559,167 △12.5％ △ 1,548,896,017 △8.6％ △ 1,962,964,541 △10.4％

4 医業外収益 3,038,093,514 21.1% 3,535,897,403 21.8% 3,679,323,280 22.4% 2,751,316,546 15.3% 2,506,326,870 13.3%

(1)受取利息配当金 4,541,302 0.0% 5,092,015 0.0% 4,389,130 0.0% 3,842,656 0.0% 4,757,663 0.0%

(2)他会計補助金 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(3)補助金 981,368,035 6.8% 1,227,126,171 7.6% 1,338,955,316 8.1% 403,827,081 2.2% 92,507,088 0.5%

(4)負担金交付金 1,189,259,853 8.2% 1,204,994,819 7.4% 1,171,566,582 7.1% 1,142,833,188 6.4% 1,139,601,439 6.0%

(5)長期前受金戻入 548,107,195 3.8% 788,633,636 4.9% 830,087,119 5.0% 876,697,237 4.9% 911,792,647 4.8%

(6)退職給付引当金戻入額 2,630,718 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(7)貸倒引当金戻入益 7,346,498 0.1% 3,893,396 0.0% 13,831,924 0.1% 12,399,195 0.1% 14,690,974 0.1%

(8)その他医業外収益 304,839,913 2.1% 306,157,366 1.9% 320,493,209 1.9% 311,717,189 1.7% 342,977,059 1.8%

5 医業外費用 1,026,743,640 7.1% 1,098,677,029 6.8% 1,100,985,677 6.7% 1,163,454,308 6.5% 1,193,828,235 6.3%

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 158,812,597 1.1% 151,895,035 0.9% 141,696,580 0.9% 131,358,305 0.7% 121,297,633 0.6%

(2)長期前払消費税償却 183,912,403 1.3% 190,356,145 1.2% 189,370,371 1.2% 195,067,943 1.1% 139,841,995 0.7%

(3)消費税及び地方消費税 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(4)雑損失 684,018,640 4.7% 756,425,849 4.7% 769,918,726 4.7% 837,028,060 4.7% 932,688,607 4.9%

6 経常損益 △ 203,897,238 -1.4% 641,012,032 4.0% 530,778,436 3.2% 38,966,221 0.2% △ 650,465,906 △3.4％

7 特別利益 507,750,596 3.5% 113,818,279 0.7% 116,086,409 0.7% 94,994,118 0.5% 112,117,955 0.6%

(1)固定資産売却益 0 － 43,440 0.0% 0 － 0 － 0 －

(2)過年度損益修正益 0 － 0 － 0 － 0 － 6,951,049 0.0%

(3)長期前受金戻入 242,732,526 1.7% 9,416,991 0.1% 13,461,607 0.1% 5,974,706 0.0% 2,844,402 0.0%

(4)その他特別利益 265,018,070 1.8% 104,357,848 0.6% 102,624,802 0.6% 89,019,412 0.5% 102,322,504 0.5%

8 特別損失 2,086,784,690 14.5% 34,555,524 0.2% 28,399,011 0.2% 24,039,034 0.1% 14,518,671 0.1%

(1)固定資産売却損 0 － 0 － 13,524 0.0% 0 － 289,670 0.0%

(2)過年度損益修正損 0 0 － 0 － 0 － 0 －

(3)退職給付費 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(4)その他特別損失 2,086,784,690 14.5% 34,555,524 0.2% 28,385,487 0.2% 24,039,034 0.1% 14,229,001 0.1%

9 当年度純損益 △ 1,782,931,332 △9.0％ 720,274,787 4.4% 618,465,834 3.8% 109,921,305 0.6% △ 552,866,622 △2.9％

10 前年度繰越欠損金 2,113,511,640 14.7% 3,896,442,972 24.0% 3,176,168,185 19.3% 2,557,702,351 14.2% 2,447,781,046 13.0%

11 資本剰余金の処分 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

12 当年度未処理欠損金 3,896,442,972 27.0% 3,176,168,185 19.6% 2,557,702,351 15.6% 2,447,781,046 13.6% 3,000,647,668 15.9%

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日 令和 5年 3月31日 令和 6年 3月31日

病院事業　損益計算書　（中央病院）

令和 7年 3月31日

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日

（単位：円）
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第４節 県立中央病院 比較貸借対照表 

 

  

比 率 対前年 対前年 対前年 対前年

1 固定資産

土地 489,922,218 100.0% 489,922,218 100.0% 489,922,218 100.0% 489,922,218 100.0% 489,922,218 100.0%

建物 26,924,045,058 100.0% 26,924,045,058 100.0% 26,924,045,058 100.0% 26,924,045,058 100.0% 26,924,045,058 100.0%

建物減価償却累計額 3,038,117,908 100.0% 4,126,418,095 135.8% 5,214,718,282 126.4% 6,303,018,469 120.9% 7,391,318,656 117.3%

構築物 1,203,464,935 100.0% 1,214,505,542 100.9% 1,214,505,542 100.0% 1,214,505,542 100.0% 1,214,505,542 100.0%

構築物減価償却累計額 71,883,058 100.0% 177,781,919 247.3% 284,674,434 160.1% 391,566,949 137.5% 498,459,464 127.3%

器械備品 8,976,117,143 100.0% 9,038,244,013 100.7% 9,038,379,478 100.0% 9,250,226,932 102.3% 9,766,562,965 105.6%

器械備品減価償却累計額 4,581,534,742 100.0% 5,316,833,095 116.0% 5,857,683,235 110.2% 6,476,873,510 110.6% 7,213,439,063 111.4%

車両 44,990,991 100.0% 45,540,081 101.2% 45,109,605 99.1% 45,109,605 100.0% 53,881,925 119.4%

車両減価償却累計額 42,741,440 100.0% 40,748,074 95.3% 40,734,639 100.0% 41,130,156 101.0% 41,525,673 101.0%

リース資産 49,800,000 100.0% 54,134,400 108.7% 35,294,400 65.2% 80,220,000 227.3% 100,963,200 125.9%

リース資産減価償却累計額 25,757,000 100.0% 37,337,240 145.0% 28,674,120 76.8% 3,386,950 11.8% 26,682,430 787.8%

建設仮勘定 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

その他有形固定資産 350,000 100.0% 350,000 100.0% 350,000 100.0% 350,000 100.0% 350,000 100.0%

その他有形固定資産減価償却累計額 332,500 100.0% 332,500 100.0% 332,500 100.0% 332,500 100.0% 332,500 100.0%

有形固定資産合計 29,928,323,697 100.0% 28,067,290,389 93.8% 26,320,789,091 93.8% 24,788,070,821 94.2% 23,378,473,122 94.3%

電話加入権 1,121,595 100.0% 1,121,595 100.0% 1,121,595 100.0% 1,121,595 100.0% 1,121,595 100.0%

水道施設利用権 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

その他無形固定資産 26,868,018 100.0% 19,770,712 73.6% 15,232,424 77.0% 10,706,412 70.3% 10,298,400 96.2%

無形固定資産合計 27,989,613 100.0% 20,892,307 74.6% 16,354,019 78.3% 11,828,007 72.3% 11,419,995 96.6%

破産更生債権等 79,178,472 100.0% 75,335,216 95.1% 62,351,314 82.8% 44,929,021 72.1% 38,229,395 85.1%

貸倒引当金 79,178,472 100.0% 75,335,216 95.1% 62,351,314 82.8% 44,929,021 72.1% 38,229,395 85.1%

長期前払消費税 1,982,988,528 100.0% 1,821,264,904 91.8% 1,667,584,577 91.6% 1,524,453,051 91.4% 1,454,648,434 95.4%

その他投資 800,000,000 100.0% 2,000,000,000 － 1,200,000,000 60.0% 2,000,000,000 166.7% 3,500,000,000 175.0%

投資合計 2,782,988,528 100.0% 3,821,264,904 137.3% 2,867,584,577 75.0% 3,524,453,051 122.9% 4,954,648,434 140.6%

固定資産合計 32,739,301,838 100.0% 31,909,447,600 97.5% 29,204,727,687 91.5% 28,324,351,879 97.0% 28,344,541,551 100.1%

2 流動資産

現金預金 3,663,269,240 100.0% 3,272,594,966 89.3% 4,428,636,218 135.3% 4,276,225,873 96.6% 2,845,689,631 66.5%

未収金 2,964,742,551 100.0% 3,226,862,114 108.8% 3,414,694,813 105.8% 3,189,626,863 93.4% 3,124,082,633 97.9%

貸倒引当金 5,686,102 100.0% 5,364,592 94.3% 2,236,159 41.7% 1,299,017 58.1% 1,712,324 131.8%

貯蔵品 144,530,985 100.0% 161,817,276 112.0% 174,959,441 108.1% 159,452,693 91.1% 189,705,806 119.0%

前払費用 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

有価証券 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

その他流動資産 2,738,400 100.0% 4,107,600 － 2,678,400 65.2% 2,678,400 100.0% 2,678,400 100.0%

流動資産合計 6,769,595,074 100.0% 6,660,017,364 98.4% 8,018,732,713 120.4% 7,626,684,812 95.1% 6,160,444,146 80.8%

資産合計 39,508,896,912 100.0% 38,569,464,964 97.6% 37,223,460,400 96.5% 35,951,036,691 96.6% 34,504,985,697 96.0%

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日 令和 5年 3月31日 令和 6年 3月31日 令和 7年 3月31日

（単位：円）

金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日

病院事業　貸借対照表　（中央病院）

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額
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（出所：鳥取県病院事業決算及び決算附属書類を基に監査人が作成） 

（注１）令和３年度以降の各年度の比率は、対前年度の割合である。 

（注２）△は、損失を表している。 

  

比 率 対前年 対前年 対前年 対前年

3 固定負債

企業債 25,750,371,908 100.0% 23,728,165,263 92.1% 21,558,835,007 90.9% 20,384,040,595 94.6% 19,483,312,995 95.6%

リース債務 13,537,800 100.0% 7,217,808 53.3% 2,781,240 38.5% 62,694,247 2254.2% 56,083,819 89.5%

引当金 2,647,354,503 100.0% 2,704,076,095 102.1% 2,756,979,061 102.0% 3,087,648,291 112.0% 3,074,890,564 99.6%

固定負債合計 28,411,264,211 100.0% 26,439,459,166 93.1% 24,318,595,308 92.0% 23,534,383,133 96.8% 22,614,287,378 96.1%

100.0%

4 流動負債

企業債 2,305,317,084 100.0% 2,332,606,645 101.2% 2,541,730,256 109.0% 1,630,394,412 64.1% 1,645,227,600 100.9%

リース債務 12,428,640 100.0% 11,008,368 88.6% 4,436,568 40.3% 21,822,108 491.9% 25,625,028 117.4%

未払金 921,492,525 100.0% 1,182,771,753 128.4% 1,136,907,667 96.1% 1,303,289,459 114.6% 1,272,281,061 97.6%

前受金 0 100.0% 16,162,000 － 2,927,000 18.1% 35,000 1.2% 0 0.0%

引当金 412,711,046 100.0% 442,844,576 107.3% 467,698,967 105.6% 526,663,003 112.6% 571,163,560 108.4%

その他流動負債 63,261,204 100.0% 63,364,745 100.2% 66,092,199 104.3% 66,114,000 100.0% 76,604,275 115.9%

流動負債合計 3,715,210,499 100.0% 4,048,758,087 109.0% 4,219,792,657 104.2% 3,548,317,982 84.1% 3,590,901,524 101.2%

5 繰延収益

受贈財産評価額 2,900,008 100.0% 3,297,558 113.7% 2,749,404 83.4% 2,047,538 74.5% 10,819,858 528.4%

補助金 853,402,676 100.0% 929,800,256 109.0% 986,754,260 106.1% 1,107,174,915 112.2% 1,187,349,827 107.2%

負担金 3,302,610,720 100.0% 3,905,155,396 118.2% 4,499,618,026 115.2% 5,162,224,013 114.7% 5,879,768,610 113.9%

その他長期前受金 491,528 100.0% 685,128 139.4% 685,128 100.0% 685,128 100.0% 685,128 100.0%

受贈財産評価額 2,755,008 100.0% 2,755,008 100.0% 2,323,708 84.3% 1,746,385 75.2% 1,835,834 105.1%

補助金 574,115,201 100.0% 687,764,048 119.8% 769,008,844 111.8% 846,225,919 110.0% 973,295,168 115.0%

負担金 2,806,215,671 100.0% 3,393,488,006 120.9% 3,978,079,038 117.2% 4,610,317,164 115.9% 5,305,217,392 115.1%

その他長期前受金 0 100.0% 61,502 － 166,564 270.8% 271,626 163.1% 376,688 138.7%

繰延収益合計 776,319,052 100.0% 754,869,774 97.2% 740,228,664 98.1% 813,570,500 109.9% 797,898,341 98.1%

負債合計 32,902,793,762 100.0% 31,243,087,027 95.0% 29,278,616,629 93.7% 27,896,271,615 95.3% 27,003,087,243 96.8%

6 資本金

自己資本金 10,500,522,225 100.0% 10,500,522,225 100.0% 10,500,522,225 100.0% 10,500,522,225 100.0% 10,500,522,225 100.0%

資本金合計 10,500,522,225 100.0% 10,500,522,225 100.0% 10,500,522,225 100.0% 10,500,522,225 100.0% 10,500,522,225 100.0%

7 剰余金

資本剰余金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

受贈財産評価額 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

補助金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

負担金 2,023,897 100.0% 2,023,897 100.0% 2,023,897 100.0% 2,023,897 100.0% 2,023,897 100.0%

当年度未処理欠損金 3,896,442,972 100.0% 3,176,168,185 81.5% 2,557,702,351 80.5% 2,447,781,046 95.7% 3,000,647,668 122.6%

欠損金合計 3,896,442,972 100.0% 3,176,168,185 81.5% 2,557,702,351 80.5% 2,447,781,046 95.7% 3,000,647,668 122.6%

剰余金合計 △ 3,894,419,075 100.0% △ 3,174,144,288 81.5% △ 2,555,678,454 80.5% △ 2,445,757,149 95.7% △ 2,998,623,771 122.6%

資本合計 6,606,103,150 100.0% 7,326,377,937 110.9% 7,944,843,771 108.4% 8,054,765,076 101.4% 7,501,898,454 93.1%

負債資本合計 39,508,896,912 100.0% 38,569,464,964 97.6% 37,223,460,400 96.5% 35,951,036,691 96.6% 34,504,985,697 96.0%

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日 令和 5年 3月31日 令和 6年 3月31日 令和 7年 3月31日

（単位：円）

金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日

病院事業　貸借対照表　（中央病院）

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額
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第５節 県立厚生病院 比較損益計算書 

 

（出所：鳥取県病院事業決算及び決算附属書類を基に監査人が作成） 

（注１）対収益は、医業収益計を 100 とした場合の割合である。 

（注２）△は、損失を表している。  

対収益 対収益 対収益 対収益 対収益

1 医業収益 6,800,532,076 100.0% 7,196,257,833 100.0% 7,386,878,386 100.0% 7,217,219,861 100.0% 7,283,333,621 100.0%

(1)入院収益 4,743,505,825 4,829,475,743 67.1% 4,949,647,640 67.0% 4,876,704,433 67.6% 5,082,070,652 69.8%

(2)外来収益 1,902,841,472 28.0% 2,198,410,989 30.5% 2,282,415,014 30.9% 2,226,397,861 30.8% 2,085,887,145 28.6%

(3)その他医業収益 154,184,779 2.3% 168,371,101 2.3% 154,815,732 2.1% 114,117,567 1.6% 115,375,824 1.6%

2 医業費用 7,478,120,416 110.0% 8,056,481,860 112.0% 8,400,806,226 113.7% 8,302,517,916 115.0% 8,348,036,246 114.6%

(1)給与費 4,358,397,206 64.1% 4,572,719,773 63.5% 4,749,371,201 64.3% 4,659,554,310 64.6% 4,854,207,401 66.6%

(2)材料費 1,598,947,697 23.5% 1,798,304,859 25.0% 1,844,873,341 25.0% 1,798,656,118 24.9% 1,708,300,005 23.5%

(3)経費 1,033,858,169 15.2% 1,053,636,991 14.6% 1,160,626,881 15.7% 1,219,767,614 16.9% 1,275,477,239 17.5%

(4)減価償却費 475,717,321 7.0% 617,162,622 8.6% 627,480,825 8.5% 606,469,411 8.4% 488,360,294 6.7%

(5)資産減耗費 3,318,809 0.0% 3,746,296 0.1% 3,438,202 0.0% 2,895,291 0.0% 3,527,175 0.0%

(6)研究研修費 7,881,214 0.1% 10,911,319 0.2% 15,015,776 0.2% 15,175,172 0.2% 18,164,132 0.2%

3 医業損益 △ 677,588,340 △5.6％ △ 860,224,027 △12.0％ △ 1,013,927,840 △13.7％ △ 1,085,298,055 △15.0％ △ 1,064,702,625 △14.6％

4 医業外収益 2,302,076,640 33.9% 2,774,995,208 38.6% 2,351,586,601 31.8% 1,476,679,411 20.5% 974,218,950 13.4%

(1)受取利息配当金 165,443 0.0% 225,769 0.0% 523,501 0.0% 1,236,389 0.0% 4,288,878 0.1%

(2)他会計補助金 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(3)補助金 1,348,052,450 19.8% 1,836,353,000 25.5% 1,378,697,473 18.7% 498,362,789 6.9% 27,844,774 0.4%

(4)負担金交付金 591,831,919 8.7% 610,084,125 8.5% 629,776,139 8.5% 630,757,469 8.7% 628,915,554 8.6%

(5)長期前受金戻入 220,974,877 3.2% 220,905,978 3.1% 258,132,028 3.5% 289,084,102 4.0% 232,876,898 3.2%

(6)退職給付引当金戻入額 47,379,307 － 0 － 0 － 0 － 8,744,628 0.1%

(7)貸倒引当金戻入益 456,598 0.0% 1,109,491 0.0% 1,499,375 0.0% 1,986,890 0.0% 85,437 0.0%

(8)その他医業外収益 93,216,046 1.4% 106,316,845 1.5% 82,958,085 1.1% 55,251,772 0.8% 71,462,781 1.0%

5 医業外費用 426,037,112 6.3% 447,686,621 6.2% 437,556,527 5.9% 425,436,810 5.9% 429,502,912 5.9%

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 84,550,752 1.2% 81,712,709 1.1% 77,496,080 1.0% 72,551,873 1.0% 68,156,861 0.9%

(2)長期前払消費税償却 29,595,895 0.4% 44,369,459 0.6% 48,838,694 0.7% 43,273,174 0.6% 45,247,897 0.6%

(3)消費税及び地方消費税 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(4)雑損失 311,890,465 4.6% 321,604,453 4.5% 311,221,753 4.2% 309,611,763 4.3% 316,098,154 4.3%

6 経常損益 1,198,451,188 17.6% 1,467,084,560 20.4% 900,102,234 12.2% △ 34,055,454 △0.5％ △ 519,986,587 △7.1％

7 特別利益 165,978,640 2.4% 15,131,383 0.2% 4,031,329 0.1% 7,524,767 0.1% 77,995,150 1.1%

(1)固定資産売却益 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(2)過年度損益修正益 0 8,164,814 0.1% 0 － 0 － 0 －

(3)長期前受金戻入 29,400,100 0.4% 6,966,569 0.1% 529,802 0.0% 6,946,767 0.1% 74,010,975 1.0%

(4)その他特別利益 136,578,540 2.0% 0 － 3,501,527 0.0% 578,000 0.0% 3,984,175 0.1%

8 特別損失 187,174,589 2.8% 14,215,373 0.2% 11,526,322 0.2% 9,671,699 0.1% 31,767,905 0.4%

(1)固定資産売却損 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(2)過年度損益修正損 0 0 － 0 － 0 － 6,931,317 0.1%

(3)退職給付費 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

(4)その他特別損失 187,174,589 2.8% 14,215,373 0.2% 11,526,322 0.2% 9,671,699 0.1% 24,836,588 0.3%

9 当年度純損益 1,177,255,239 17.3% 1,468,000,570 20.4% 892,607,241 12.1% △ 36,202,386 △0.5％ △ 473,759,342 △6.5％

10 前年度繰越欠損金 4,831,497,757 71.0% 3,654,242,518 50.8% 2,186,241,948 29.6% 1,293,634,707 17.9% 1,329,837,093 18.3%

11 資本剰余金の処分 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

12 当年度未処理欠損金 3,654,242,518 53.7% 2,186,241,948 30.4% 1,293,634,707 17.5% 1,329,837,093 18.4% 1,803,596,435 24.8%

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日 令和 5年 3月31日 令和 6年 3月31日

病院事業　損益計算書　（厚生病院）

令和 7年 3月31日

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日

（単位：円）
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第６節 県立厚生病院 比較貸借対照表 

 
  

比 率 対前年 対前年 対前年 対前年

1 固定資産

土地 445,134,690 100.0% 445,134,690 100.0% 445,134,690 100.0% 445,134,690 100.0% 445,134,690 100.0%

建物 10,005,816,621 100.0% 10,039,523,621 100.3% 10,039,523,621 100.0% 10,073,836,621 100.3% 10,135,596,621 100.6%

建物減価償却累計額 5,819,748,332 100.0% 6,130,983,022 105.3% 6,451,031,097 105.2% 6,769,010,248 104.9% 6,967,051,626 102.9%

構築物 122,967,009 100.0% 122,967,009 100.0% 122,967,009 100.0% 122,967,009 100.0% 122,967,009 100.0%

構築物減価償却累計額 104,203,100 100.0% 106,007,010 101.7% 107,810,920 101.7% 109,614,830 101.7% 111,418,740 101.6%

器械備品 4,118,372,788 100.0% 4,088,199,170 99.3% 4,163,868,855 101.9% 4,175,766,968 100.3% 4,273,744,650 102.3%

器械備品減価償却累計額 2,511,336,604 100.0% 2,533,419,858 100.9% 2,809,701,764 110.9% 2,926,084,117 104.1% 2,845,971,505 97.3%

車両 13,524,274 100.0% 13,524,274 100.0% 13,524,274 100.0% 13,524,274 100.0% 13,524,274 100.0%

車両減価償却累計額 12,343,554 100.0% 12,848,058 104.1% 12,848,058 100.0% 12,848,058 100.0% 12,848,058 100.0%

リース資産 11,520,000 100.0% 37,180,800 322.8% 37,180,800 100.0% 40,540,800 109.0% 40,540,800 100.0%

リース資産減価償却累計額 8,880,000 100.0% 12,054,600 135.8% 18,469,800 153.2% 25,375,000 137.4% 32,630,200 128.6%

建設仮勘定 0 100.0% 0 － 2,870,000 － 1,270,000 44.3% 0 －

その他有形固定資産 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

その他有形固定資産減価償却累計額 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

有形固定資産合計 6,260,823,792 100.0% 5,951,217,016 95.1% 5,425,207,610 91.2% 5,030,108,109 92.7% 5,061,587,915 100.6%

電話加入権 3,344,257 100.0% 3,344,257 100.0% 3,344,257 100.0% 3,344,257 100.0% 3,344,257 100.0%

水道施設利用権 262,544 100.0% 230,336 87.7% 198,128 86.0% 165,920 83.7% 133,712 80.6%

その他無形固定資産 4,215,286 100.0% 1,993,971 47.3% 1,324,776 66.4% 692,388 52.3% 60,000 8.7%

無形固定資産合計 7,822,087 100.0% 5,568,564 71.2% 4,867,161 87.4% 4,202,565 86.3% 3,537,969 84.2%

破産更生債権等 15,408,964 100.0% 14,299,473 92.8% 16,074,244 112.4% 14,087,354 87.6% 14,001,917 99.4%

貸倒引当金 15,515,314 100.0% 14,299,473 92.2% 16,074,244 112.4% 14,087,354 87.6% 14,001,917 99.4%

長期前払消費税 257,271,211 100.0% 237,702,856 92.4% 198,321,749 83.4% 176,285,352 88.9% 178,655,012 101.3%

その他投資 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

投資合計 257,164,861 100.0% 237,702,856 92.4% 198,321,749 83.4% 176,285,352 88.9% 178,655,012 101.3%

固定資産合計 6,525,810,740 100.0% 6,194,488,436 94.9% 5,628,396,520 90.9% 5,210,596,026 92.6% 5,243,780,896 100.6%

2 流動資産

現金預金 3,763,371,152 100.0% 4,897,503,997 130.1% 5,540,796,403 113.1% 5,870,569,333 106.0% 5,324,570,488 90.7%

未収金 1,452,313,193 100.0% 1,277,904,525 88.0% 1,411,989,882 110.5% 1,170,793,350 82.9% 1,121,881,593 95.8%

貸倒引当金 3,532,930 100.0% 3,555,407 100.6% 2,056,032 57.8% 2,478,400 120.5% 2,821,409 113.8%

貯蔵品 66,080,007 100.0% 63,208,883 95.7% 74,087,879 117.2% 83,638,732 112.9% 103,310,166 123.5%

前払費用 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

有価証券 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

その他流動資産 588,600 100.0% 3,179,108 － 3,141,813 98.8% 2,892,355 92.1% 1,667,358 57.6%

流動資産合計 5,278,820,022 100.0% 6,238,241,106 118.2% 7,027,959,945 112.7% 7,125,415,370 101.4% 6,548,608,196 91.9%

資産合計 11,804,630,762 100.0% 12,432,729,542 105.3% 12,656,356,465 101.8% 12,336,011,396 97.5% 11,792,389,092 95.6%

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日 令和 5年 3月31日 令和 6年 3月31日 令和 7年 3月31日

（単位：円）

金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日

病院事業　貸借対照表　（厚生病院）

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額
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（出所：鳥取県病院事業決算及び決算附属書類を基に監査人が作成） 

（注１）令和３年度以降の各年度の比率は、対前年度の割合である。 

（注２）△は、損失を表している。 

  

比 率 対前年 対前年 対前年 対前年

3 固定負債

企業債 4,753,208,292 100.0% 4,367,046,503 91.9% 3,837,102,604 87.9% 3,429,983,257 89.4% 3,249,612,145 94.7%

リース債務 0 100.0% 20,582,100 13,525,380 65.7% 8,701,660 64.3% 1,309,000 15.0%

引当金 1,610,139,943 100.0% 1,694,563,077 105.2% 1,711,569,989 101.0% 1,864,310,286 108.9% 1,874,463,128 100.5%

固定負債合計 6,363,348,235 100.0% 6,082,191,680 95.6% 5,562,197,973 91.5% 5,302,995,203 95.3% 5,125,384,273 96.7%

4 流動負債

企業債 455,780,111 100.0% 621,241,789 136.3% 625,223,899 100.6% 632,499,347 101.2% 688,651,112 108.9%

リース債務 2,851,200 100.0% 7,056,720 247.5% 7,056,720 100.0% 7,980,720 113.1% 7,392,660 92.6%

未払金 1,333,736,863 100.0% 563,922,842 42.3% 435,761,985 77.3% 487,066,440 111.8% 562,347,235 115.5%

前受金 4,189,000 100.0% 4,189,000 － 16,628,000 396.9% 0 － 0 －

引当金 207,042,894 100.0% 233,980,586 113.0% 242,164,614 103.5% 272,700,026 112.6% 283,689,430 104.0%

その他流動負債 34,857,571 100.0% 30,430,839 87.3% 34,506,030 113.4% 29,674,605 86.0% 31,134,573 104.9%

流動負債合計 2,038,457,639 100.0% 1,460,821,776 71.7% 1,361,341,248 93.2% 1,429,921,138 105.0% 1,573,215,010 110.0%

5 繰延収益

受贈財産評価額 9,030,703 100.0% 9,030,703 100.0% 9,030,703 100.0% 9,030,703 100.0% 9,030,703 100.0%

補助金 830,335,362 100.0% 870,485,968 104.8% 875,936,605 100.6% 868,131,203 99.1% 856,367,763 98.6%

負担金 3,530,617,793 100.0% 3,598,920,231 101.9% 3,792,672,644 105.4% 3,921,849,859 103.4% 3,982,507,812 101.5%

その他長期前受金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

受贈財産評価額 455,620 100.0% 455,620 100.0% 455,620 100.0% 455,620 100.0% 455,620 100.0%

補助金 450,118,328 100.0% 449,614,437 99.9% 466,303,545 103.7% 506,289,198 108.6% 480,326,008 94.9%

負担金 2,951,897,382 100.0% 3,041,963,689 103.1% 3,273,983,714 107.6% 3,448,889,677 105.3% 3,559,293,284 103.2%

その他長期前受金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

繰延収益合計 967,512,528 100.0% 986,403,156 102.0% 936,897,073 95.0% 843,377,270 90.0% 807,831,366 95.8%

負債合計 9,369,318,402 100.0% 8,529,416,612 91.0% 7,860,436,294 92.2% 7,576,293,611 96.4% 7,506,430,649 99.1%

6 資本金

自己資本金 6,080,822,340 100.0% 6,080,822,340 100.0% 6,080,822,340 100.0% 6,080,822,340 100.0% 6,080,822,340 100.0%

資本金合計 6,080,822,340 100.0% 6,080,822,340 100.0% 6,080,822,340 100.0% 6,080,822,340 100.0% 6,080,822,340 100.0%

7 剰余金

資本剰余金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

受贈財産評価額 8,732,538 100.0% 8,732,538 100.0% 8,732,538 100.0% 8,732,538 100.0% 8,732,538 100.0%

補助金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

負担金 0 100.0% 0 － 0 － 0 － 0 －

当年度未処理欠損金 3,654,242,518 100.0% 2,186,241,948 59.8% 1,293,634,707 59.2% 1,329,837,093 102.8% 1,803,596,435 135.6%

欠損金合計 3,654,242,518 100.0% 2,186,241,948 59.8% 1,293,634,707 59.2% 1,329,837,093 102.8% 1,803,596,435 135.6%

剰余金合計 △ 3,645,509,980 100.0% △ 2,177,509,410 59.7% △ 1,284,902,169 59.0% △ 1,321,104,555 102.8% △ 1,794,863,897 135.9%

資本合計 2,435,312,360 100.0% 3,903,312,930 160.3% 4,795,920,171 122.9% 4,759,717,785 99.2% 4,285,958,443 90.0%

負債資本合計 11,804,630,762 100.0% 12,432,729,542 105.3% 12,656,356,465 101.8% 12,336,011,396 97.5% 11,792,389,092 95.6%

令和 3年 3月31日 令和 4年 3月31日 令和 5年 3月31日 令和 6年 3月31日 令和 7年 3月31日

（単位：円）

金　　　額

令和 2年 4月 1日 令和 3年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日

病院事業　貸借対照表　（厚生病院）

科　　　　　目 金　　　額 金　　　額 金　　　額 金　　　額
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第７節 病院事業 直近３年分比較経営分析（コメント） 

令和４年度総括 

 令和４年度は病院事業全体として 1,511 百万円の黒字を計上。経営状況を判断する経常

損益については、中央病院は 530 百万円の黒字を計上（前年度に引き続き黒字）、厚生病院

は 900 百万円の黒字を計上（前年度に引き続き５年連続黒字）。 

純損益は、中央病院が 618 百万円の黒字、厚生病院が 893 百万円の黒字。 

利用人数は、両院合算で入院患者は 217,673 人、外来患者は 331,558 人。 

前年度比較では、入院患者 14,192 人減（中央病院 10,404 人減、厚生病院 3,788 人減）、

外来患者 10,499 人増（中央病院 9,563 人増、厚生病院 936 人増）。 

 

令和５年度総括 

  令和５年度は病院事業全体として 74 百万円の黒字を計上。経営状況を判断する経常損

益については、中央病院は 39 百万円の利益を計上（前年度に引き続き３年連続黒字）、厚

生病院は 34 百万円の損失を計上（６年ぶりの赤字）。 

純損益は、中央病院が 110 百万円の利益計上、厚生病院が 36 百万円の損失計上。 

 延患者数は、両院合算で入院患者は 226,261 人、外来患者は 318,713 人。 

前年度比較では、入院患者 8,588 人増（中央病院 6,198 人増、厚生病院 2,390 人増）、外

来患者 12,845 人減（中央病院 2,577 人減、厚生病院 10,268 人減）。 

 

令和６年度総括 

  令和６年度の両病院の入院患者数は、237,131 人で前期比 10,870 人（中央病院 5,377 人

増、厚生病院 5,493 人増）の増となった一方、外来患者数は、307,360 人で前期比 11,353

人(中央病院 2,890 人増、厚生病院 14,243 人減)の減と、中央病院は平成 30 年度の新病院

の供用開始以降で最も多くなり、厚生病院はまだ完全な復調とは言えないが新型コロナ以

前の受療動向に近づいている。 

  本業収入となる医業収益は、入院患者の増加等により前期比 951 百万円の増収となった

が、人事委員会勧告に伴う給与改定、物価高騰の影響が大きく医業費用は前期比 1,344 百

万円の大幅増加となったこともあり、病院事業全体として 1,027 百万円（中央病院 553 百

万円（４年ぶりの損失計上）、厚生病院 474 百万円（２年連続））の損失計上。 

（出所：各年度「福祉生活病院常任委員会資料」を基に監査人が作成） 
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第６章 包括外部監査の結果（総論） 

第１節 監査の結果に関する総括 

   本年度の包括外部監査においては、県民の健康に対する意識の高まりや、全国的に公

立病院を取り巻く経営環境の厳格化が一層進んでいる現状、さらに前回の包括外部監査

から相当の期間が経過している状況を踏まえ、病院局が所管する病院事業を監査の対象

として選定したものである。 

   監査の実施に際しては、包括外部監査制度における「合規性、効率性、有効性、経済

性、公平性及び透明性」の観点に基づき、実地監査、関係資料の検証及び担当者からの

聴取等を通じて、病院事業に係る事務執行及び会計処理の適正性の確認を行った。その

結果、病院事業に関して、重大な法令違反や組織的不正と認められる事案は確認されな

かった。 

   一方で、管理担当者が広範な業務を担い、かつ業務量が増加していることにより、法

令解釈の不足、職員異動時における引継体制の不十分さ、事務手続における誤り及び確

認作業の不足等に起因する事務処理上の問題が一定程度認められた。 

これらの事項は、現段階において重大な影響を及ぼすものではないものの、今後の病

院事業の円滑かつ適正な運営に向け、改善措置または検討が必要な内容を含むものと認

められる。 

   病院局においては、県民に対する安定的な医療提供体制の確保に向け、「医療の質」と

併せて「経営の質」を継続的に向上させ、将来にわたり健全な事業運営を行うことが求

められる。本監査報告書に示した提言が、病院事業の改善及び経営の安定化に寄与する

ことを期待するものである。 
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第２節 対象機関別 監査結果の一覧 

 
  

№ 項          目 対象機関 指 摘 意 見 表　　　　　　　題

1 予算決算関係 病院局総務課 指摘 予算書及び決算書の注記に関する事項について

2 予算決算関係 病院局総務課 指摘 収益費用明細書の流用禁止項目について

3 予算決算関係 病院局総務課 意見 セグメントに関する事項について

4 予算決算関係 中央病院 指摘 不納欠損処理に係る貸倒引当金の取崩しについて

5 予算決算関係 中央病院 指摘 予算書の貸倒引当金について

6 予算決算関係 中央病院 指摘 予算書の予定キャッシュ・フロー計算書について

7 予算決算関係 厚生病院 指摘 予算書の予定キャッシュ・フロー計算書について

8 予算決算関係 中央病院 指摘 決算書のキャッシュ・フロー計算書について

9 予算決算関係 厚生病院 指摘 決算書のキャッシュ・フロー計算書について

10 予算決算関係 厚生病院 指摘 受贈財産に係る長期前受金戻入について

11 予算決算関係 厚生病院 指摘 貸借対照表の長期前受金について

12 経営強化プラン関係 厚生病院 意見 将来収支の現金預金について

13 規程関係 病院局総務課 意見 鳥取県病院局財務規程の修繕引当金の見直しについて

14 稟議書関係 厚生病院 意見 物品修繕伺書の決裁日付について

15 稟議書関係 病院局総務課 意見 稟議書の決裁について

16 契約関係 中央病院 指摘 契約内容の履行について

17 契約関係 厚生病院 指摘 契約内容の履行について

18 契約関係 厚生病院 意見 契約内容の精査について

19 医業収益（未収金)関係 中央病院 意見 請求保留の月別管理について

20 医業費用(給与）関係 中央病院 意見 通勤手当の確認について

21 医業費用(給与）関係 厚生病院 意見 通勤手当の確認について

22 医業費用(薬品費)・貯蔵品関係 中央病院 指摘 薬品棚卸（貯蔵品）の計上誤りについて（薬品棚卸計上もれ）

23 医業費用(薬品費)・貯蔵品関係 厚生病院 指摘 薬品棚卸（貯蔵品）の計上誤りについて（薬品棚卸計上もれ）

24 医業費用(材料費)・貯蔵品関係 中央病院 指摘 診療材料棚卸（貯蔵品）の計上誤りについて（診療材料棚卸過大計上）

25 医業費用(材料費)・貯蔵品関係 中央病院 指摘 たな卸資産減耗費過大計上について

26 医業費用(材料費)・貯蔵品関係 厚生病院 指摘 実地棚卸の際の立会いについて

27 貯蔵品関係 厚生病院 指摘 実地棚卸の際の棚卸評価方法について

28 貯蔵品関係 中央病院 意見 実地棚卸に係る原始記録である「実地棚卸表」の保管について

29 貯蔵品関係 厚生病院 意見 勘定科目について

30 医業費用(固定資産除却損)関係 中央病院 指摘 固定資産除却損について

31 医業費用(固定資産除却損)関係 厚生病院 指摘 固定資産除却損について

32 医業費用(固定資産除却損)関係 厚生病院 指摘 マニフェストの保存について

33 医業費用(減価償却費)関係 厚生病院 指摘 固定資産に係る耐用年数誤りについて

34 医業費用(固定資産台帳)関係 中央病院 意見 固定資産台帳について

35 医業費用(固定資産台帳)関係 厚生病院 意見 固定資産台帳について

36 医業費用(修繕費)関係 中央病院 指摘 修繕費・資本的支出について

37 医業費用(修繕費)関係 厚生病院 指摘 修繕費・資本的支出について

38 医業費用(消費税)関係 病院局総務課 意見 消費税の特定収入の判定について①

39 医業費用(消費税)関係 病院局総務課 意見 消費税の特定収入の判定について②

40 医業費用(消費税)関係 中央病院 意見 消費税に係る申告について

41 医業費用(消費税)関係 中央病院 意見 公舎(住宅)貸付に係る消費税について

42 医業費用(消費税)関係 厚生病院 意見 公舎(住宅)貸付に係る消費税について

43 医業外収益（駐車場収入）関係 中央病院 指摘 職員への駐車料金の徴収について

44 システム関係 病院局総務課 意見 財務会計システムのアカウント棚卸について

45 システム関係 病院局総務課 意見 ＤＸ推進による人事システムの活用について

46 システム関係 中央病院 意見 ＤＸ推進による人事システムの活用について

47 システム関係 厚生病院 意見 ＤＸ推進による人事システムの活用について

48 システム関係 病院局総務課 意見 医療ＤＸの推進について

49 システム関係 中央病院 意見 医療ＤＸの推進について

50 システム関係 厚生病院 意見 医療ＤＸの推進について

51 システム関係 中央病院 意見 医療情報システムの監査について

52 システム関係 厚生病院 意見 医療情報システムの監査について

53 その他関係法令(安全運転)関係 中央病院 指摘 公用車及び自家用車公務使用時の呼気検査について

54 その他関係法令(安全運転)関係 厚生病院 指摘 公用車及び自家用車公務使用時の呼気検査について

55 その他関係法令（印紙税)関係 中央病院 指摘 印紙税過大納付分の契約書受領について

56 その他関係法令（印紙税)関係 中央病院 指摘 印紙のちょう付もれについて

57 その他関係法令（印紙税)関係 厚生病院 指摘 印紙のちょう付もれについて

58 その他関係法令（寄付金収入)関係 中央病院 意見 領収書の条文番号について

30 28合計
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 第３節 項目別、対象機関別 監査結果の一覧 

 
  

 指 摘 意 見  指 摘 意 見  指 摘 意 見 指 摘 意 見

予算決算関係 2 1 4 4 10 1

経営強化プラン関係 1 1

規程関係 1 1

稟議書関係 1 1 2

契約関係 1 1 1 2 1

医業収益（未収金)関係 1 1

医業費用(給与）関係 1 1 2

医業費用(薬品費)・貯蔵品関係 1 1 2

医業費用(材料費)・貯蔵品関係 2 1 3

貯蔵品関係 1 1 1 1 2

医業費用(固定資産除却損)関係 1 2 3

医業費用(減価償却費)関係 1 1

医業費用(固定資産台帳)関係 1 1 2

医業費用(修繕費)関係 1 1 2

医業費用(消費税）関係 2 2 1 5

医業外収益(駐車場収入)関係 1 1

システム関係 3 3 3 9

その他関係法令 (安全運転)関係 1 1 2

その他関係法令（印紙税)関係 2 1 3

その他関係法令（寄付金収入)関係 1 1

計 2 8 14 10 14 10 30 28

厚生病院中央病院病院局総務課 合計

項　　　目
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第７章 個別業務管理に係る監査結果 

第１節 予算決算関係 

 第１項 予算書及び決算書の注記に関する事項について 

 

№１ 

対象機関 病院局総務課 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

地方公営企業法施行規則との整合性を確認したところ、令和６年度の予算書等及び決算

書等の注記において、以下の点で誤りが発見された。 

 

【予算書等】 

① １重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法 

リース資産が貸借対照表に計上されているにもかかわらず、リース資産の減価償却

の方法が記載されていない。 

② １重要な会計方針（３）引当金の計上方法 イ賞与引当金及び法定福利費引当金 

令和６年度の貸借対照表に計上される賞与引当金及び法定福利費引当金は、「令和

７年６月」の職員の期末・勤勉手当の支給及び当該手当の支給に伴う法定福利費の支

出に備えるものであるが、「令和６年６月」になっていた。 

③ １重要な会計方針（３）引当金の計上方法 ウ貸倒引当金 

貸借対照表に計上されている破産更生債権等に関する貸倒引当金の計上方法が記

載されていない。 

④ ６その他 

賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩しについて記載がない。 

【決算書等】 

① １重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法 

リース資産が貸借対照表に計上されているにもかかわらず、リース資産の減価償却

の方法が記載されていない。 

② ６その他 

該当事項があったにもかかわらず、退職給付引当金、賞与引当金及び法定福利費引

当金、貸倒引当金の取り崩しについて記載がない。 

また、予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記について、受贈財産や寄付が

あった場合は、金額が重要な場合、重要な非資金取引として注記が必要だが、その金

額基準を特段持ち合わせていない。 
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監査概要・現状 

予算書等及び決算書等には財務諸表に関する説明のために、注記を作成しなければなら

ない。注記の内容は、地方公営企業法施行規則第 35 条から第 43 条に以下のとおり定めら

れている。 

 

【地方公営企業法施行規則】 

（注記の区分） 

第三十五条 会計に関する書類（法第二十五条の予算に関する説明書並びに法第三十条

第九項の決算について作成すべき書類、同条第一項の決算に併せて提出しなければな

らない書類及び同条第六項の決算を議会の認定に付するに当って併せて提出しなけれ

ばならない書類をいう。以下同じ。）には、次の各号に規定する事項のうちそれぞれ関

係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添付しなければならない。 

一 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

二 令第十七条の二第一項第二号に掲げる予定キャッシュ・フロー計算書及び令第二

十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書（以下「予定キャッシュ・フロー計算

書等」という。）に関する注記 

三 予定貸借対照表等に関する注記 

四 セグメント情報に関する注記 

五 減損損失に関する注記 

六 リース契約により使用する固定資産に関する注記 

七 重要な後発事象に関する注記 

八 その他の注記 

 

（注記の方法） 

第三十六条 予定キャッシュ・フロー計算書等、予定損益計算書等又は予定貸借対照表

等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

第三十七条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のた

めに採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類

の作成のための基本となる事項（次項において「会計方針」という。）であつて、次に

掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

一 資産の評価基準及び評価方法（第八条第三項第二号の規定に基づく固定資産の評

価に係る評価基準及び評価方法を除く。） 

二 固定資産の減価償却の方法 

三 引当金の計上方法 
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四 収益及び費用の計上基準 

五 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

 

２ 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項（重要性の乏しいものを除く。）

は、重要な会計方針に関する注記とする。 

一 会計処理の基準又は手続を変更したとき 当該変更をした旨、当該変更の理由及

び当該変更が会計に関する書類に与えている影響の内容 

二 表示方法を変更したとき 当該変更の内容 

 

（予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記） 

第三十八条 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記は、重要な非資金取引（資

金の増加又は減少を伴わない取引であって、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フ

ローに重要な影響を与えるものをいう。）の内容とする。 

 

（予定貸借対照表等に関する注記） 

第三十九条 予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。 

一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 

イ 資産が担保に供されていること 

ロ 資産の内容及びその金額 

ハ 担保に係る債務の金額 

二 企業債の償還に要する資金の全部又は一部を一般会計又は他の特別会計におい

て負担することを定めている場合には、その内容及び金額 

三 保証債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務（予定

貸借対照表等の負債の部に計上したものを除く。）があるときは、当該債務の内容

及び金額 

 

（セグメント情報に関する注記） 

第四十条 セグメント情報に関する注記は、地方公営企業を構成する一定の単位（以下

この条において「報告セグメント」という。）に関する事項であって、次に掲げる事項

（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

一 報告セグメントの概要 

二 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、

負債その他の項目の金額 

 

２ 報告セグメントの区分は、法第十条の規定による企業管理規程（企業管理規程を定

めていない地方公営企業にあっては、当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要
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な会計規程を定めた規則その他これに準ずるもの）で定めるものとする。 

 

（減損損失に関する注記） 

第四十一条 減損損失に関する注記は、次の各号に掲げる事項（重要性の乏しいものを

除く。）とする。 

一 減損の兆候が認められた固定資産又は固定資産グループ（複数の固定資産が一体

となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該固定資産の集まりであつ

て最小のものをいう。以下この条において同じ。）（減損損失を認識したものを除

く。）がある場合における当該固定資産又は固定資産グループに関する次に掲げる

事項 

イ 固定資産グループがある場合には、当該固定資産グループに係る固定資産をグ

ループ化した方法 

ロ 当該固定資産又は固定資産グループの用途、種類、場所その他当該固定資産又

は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要 

ハ 認められた減損の兆候の概要 

ニ 減損損失を認識するに至らなかつた理由 

二 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループがある場合における当該固

定資産又は固定資産グループに関する次に掲げる事項 

イ 前号イ及びロに掲げる事項 

ロ 減損損失を認識するに至った経緯 

ハ 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

ニ 回収可能価額（固定資産又は固定資産グループの正味売却価額（固定資産又は

固定資産グループの時価から処分費用見込額を控除した金額をいう。）又は使用

価値（固定資産又は固定資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ず

ると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値をいう。）のいずれか高い額

をいう。）が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額

が使用価値の場合にはその旨及び割引率 

 

（リース契約により使用する固定資産に関する注記） 

第四十二条 リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事

項（重要性の乏しいものを除く。）とする。 

一 ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である地方公営企業が当該

ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を

行っていない場合における当該ファイナンス・リース取引に係る当該事業年度の末

日における未経過リース料相当額 

二 オペレーティング・リース取引（リース契約に基づくリース期間の中途において
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当該リース契約を解除することができるものを除く。）に係る当該事業年度の末日

における未経過リース料相当額 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

第四十三条 重要な後発事象に関する注記は、当該事業年度の末日の翌日以後におい

て、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼ

す事象が発生した場合における当該事象に関する事項とする。 

 

（その他の注記） 

第四十四条 その他の注記は、第三十七条から前条までに掲げるもののほか、予定キャ

ッシュ・フロー計算書等、予定貸借対照表等又は予定損益計算書等により地方公営企

業の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況を正確に判断するために必要な事項と

する。 

当該施行規則と予算書等、決算書等の注記の整合性を確認したところ、「監査結果（問題

項目の説明）」に記載する事項に不備が発見された。 

 

問題点 

 地方公営企業会計は複式簿記であるが、複式簿記は複数の会計処理が認められている項

目があるため、注記により、どのような会計処理を行っているか明示する必要がある。 

その注記が間違っているということは、予算書等、決算書等の利用者が判断を誤る恐れ

があるため、地方公営企業法施行規則に沿った適切な注記をしなければならない。 

 また、決算書等では記載してある注記が、予算書等にはないものもあったため、予算書

等と決算書等が連携できていないことを表している。 
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【予算に関する説明書における注記の誤り箇所】

リース資産が貸借対照表に計上
されているにもかかわらず、
リース資産の減価償却の方法が
記載されていない。

令和6年ではなく、令和7年
6月の支給に備えるため。ま
た、それ以降の年度もすべ
て1年ずれている。

破産更⽣債権等が貸借対照表に
計上されているにもかかわらず、
破産更⽣債権等の貸倒引当⾦の
計上方法が記載されていない。

賞与引当⾦及び法定福
利費引当⾦の取り崩し
について記載がない。
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【決算書における注記の誤り箇所】 
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  第２項 収益費用明細書の流用禁止項目について 

 

№２ 

対象機関 病院局総務課 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 決算書に添付する収益費用明細書について、地方公営企業法施行令第 17 条第１項第８号

に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用については、備考欄にその予算額を

掲記する必要があるが、記載がなかった。 

 

監査概要・現状 

 予算書において、地方公営企業法施行令第 17 条第１項第８号に規定する議会の議決を経

なければ流用できない費用を定めている。 

 具体的には、令和６年度予算において、以下の記述がある。 

 

【令和６年度予算における流用禁止項目】 

 
（出所：令和６年度 病院事業予算書） 

 

これは、公営企業のように、ある程度流動性のある企業予算の執行のなかにおいても、

すべてに、流動的な執行を許すことが不適当なものがあり、例えば、職員給与費のように

執行段階においてルーズな運用がなされると企業経営上将来に負担を負わせることにもな

るものなどである。このような、予算の執行にあたって考慮されなければならないものの

うち、特に予算に定めて流用を制限したのがこの流用禁止項目であり、これらの経費の金

額とほかの経費の金額との間で相互に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

これに該当するものとして定められているのが職員給与費及び交際費である。交際費に

ついては当然に設けなければならない費目ではなく、大規模な事業等で必要上これを設け

た場合に、流用禁止項目とするというものである。この二項目については、その性質上、

管理者の予算執行にあたってほかの費目とは異なり、流用についての自由を制限するもの

である。なお、職員給与費とは、公営企業に勤務する地方公務員の報酬及び給料（常雇的

職員に支払う賃金を含む。）、手当（扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤
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勉手当等）及び法定福利費をいい、建設改良費中の職員給与費も含むものである。 

また、これらの項目以外の項目についても流用禁止項目と定めることはできる。 

これら流用禁止項目については、地方公営企業法施行規則の別記第十六号（第四十九条

関係）において、決算書の附属書類である収益費用明細書を作成する際に、備考欄にその

予算額を掲記することと定められている。 

しかし、病院事業の収益費用明細書には、備考欄に流用禁止項目の予算額の記載がなか

った。 

 

問題点 

 地方公営企業法施行規則において、収益費用明細書に流用禁止項目の予算額を掲記する

旨が定められているにもかかわらず、記載がなかった。 

  

今後の対応策 

 収益費用明細書に新たに備考欄を設け、予算額を記載する必要がある。 
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  第３項 セグメントに関する事項について 

 

№３ 

対象機関 病院局総務課 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

 令和６年度の予算及び予算に関する説明書（以下「予算書等」という。）と、令和６年度

鳥取県病院事業決算及び決算附属書類（以下「決算書等」という。）において、セグメント

の取り扱いが異なり、病院統括管理費（病院局総務課にて発生する管理費）について、予

算書等では、キャッシュ・フロー計算や損益計算を行っているのに対して、決算書等では

キャッシュ・フロー計算や損益計算が行われていない。 

 

監査概要・現状 

鳥取県病院局財務規程の第 67 条より、病院事業会計においては、以下のとおり、セグメ

ントを中央病院と厚生病院の２セグメントとしている。 

 

【鳥取県病院局財務規程】 

(セグメントの区分) 

第 67 条 規則第 40 条第 1 項に規定する報告セグメントの区分は、次のとおりとする。 

(1) 鳥取県立中央病院 

(2) 鳥取県立厚生病院 

(平 26 病管規程 6・追加) 

 

一方で、予算としては、中央病院、厚生病院、病院統括管理費（病院局総務課）の３区

分で予算積算を行っており、合計で病院事業予算として議決を得ている。 

ここで、令和６年度の予算書等を確認すると、「令和６年 予定キャッシュ・フロー計算

書」においては、中央病院、厚生病院、病院統括管理費の３区分で掲載されており、病院

統括管理費にも当年度純利益が記載されている。また、「令和５年度 予定損益計算書（前

年度分）」も同様に、３区分の内訳が記載されており、病院統括管理費は、医業費用の計上

のみであるものの、当年度純損益が計算されている。すなわち、病院統括管理費も一つの

セグメントとして扱っているように見受けられる。 

しかし、令和６年度の決算書等を確認すると、「令和６年度 キャッシュ・フロー計算書」

では、３区分に分かれてはいるものの、病院統括管理費の当年度純利益はゼロであり、貸

借対照表の増減から算出できる項目のみ金額が記載されている。また、 「令和６年度 損益

計算書」では、３区分に分かれているものの、病院統括管理費の損益項目はすべてゼロで

あり、前年度繰越欠損及び当年度未処理欠損金のみ記載されている。実際に発生した病院

統括管理費は、病床数により、中央病院と厚生病院に按分されており、病院統括管理費が
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いくら発生したかは損益計算書からは不明である。なお、収益費用明細では、病院統括管

理費での収益費用を開示しており、決算書等の中でも病院統括管理費の取り扱いが異なっ

ている。 

予算書等では、病院統括管理費のキャッシュ・フロー計算や損益計算を行っているのに

対して、決算書等では病院統括管理費のキャッシュ・フロー計算や損益計算が行われてお

らず、整合性を欠いている。 

 

問題点 

決算は予算に対する結果として行うものであり、予算書等と決算書等で病院統括管理費

の取り扱いが異なることは、予算に対する決算の説明となっていない。 

 なお、法令上は、地方公営企業法施行規則第 35 条において、注記の記載としてセグメン

ト情報に関する注記を求めているのみであり、キャッシュ・フロー計算書や損益計算書そ

のものはセグメント別に内訳を記載する必要はない。そのため、病院局が予算に関する説

明書や決算附属書類において、３区分を記載していることは、法令上求められていないが、

より詳細な説明をする目的で独自に行っていることである。 

 

今後の対応策 

病院局総務課は、予算書等と決算書等において、病院統括管理費のキャッシュ・フロー

計算書及び損益計算書での取り扱いを統一し、予算に対する決算として予算書等、決算書

等を作成することが望ましい。 
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第４項 不納欠損処理に係る貸倒引当金の取崩しについて 

 
№４ 

対象機関 中央病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

令和６年度において、合計 989,366 円の不納欠損処理を行っているが、そのうち、過去

３年以内の未収金 70,250 円の不納欠損処理に関する仕訳が誤っていた。 

 

監査概要・現状 

病院事業では、過去４年以上前の未収金等については、破産更生債権等として固定資産

に分類し、全額貸倒引当金を計上している。また、過去３年以内の未収金等は、一般債権

として、過去３年平均の貸倒実績率による回収不能見込み額について貸倒引当金を計上し

ている。 

ここで、中央病院は、令和６年度において不納欠損に関する議決を得ており、過去４年

以上前の未収金を 919,116 円、過去３年以内の未収金を 70,250 円、合計 989,366 円不納欠

損処理している。 

ここで、過去３年以内の未収金の不納欠損処理の仕訳を以下のとおり計上していた。 

（単位：円） 

借方 貸方 

その他雑損失 70,250 医業未収金 70,250 

 

しかし、過去３年以内の未収金についても貸倒引当金を計上しているため、その他雑損

失を計上するのではなく、貸倒引当金を取り崩すべきである。 

以下があるべき正しい仕訳である。 

（単位：円） 

借方 貸方 

貸倒引当金 70,250 医業未収金 70,250 
 

問題点： 

過去３年以内の未収金等についても一般債権として貸倒引当金を計上していることか

ら、あるべきは、「その他雑損失」ではなく、「貸倒引当金」とすべきだった。 

 

今後の対応策 

不納欠損処理に関する仕訳を正しく理解し、適切な仕訳を実施すべきである。 
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第５項 予算書の貸倒引当金について 

 

№５ 

対象機関 中央病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 貸倒引当金は、通常、前年度末残高から、貸倒引当金の当年度使用額及び貸倒引当金戻

入額を控除し、当年度末の貸倒引当金繰入額を加算すれば、当年度末残高になるはずであ

る。 

 しかし、令和６年度の予算書等のうち、中央病院のセグメントについて、前年度末残高

から、貸倒引当金当年度使用額及び貸倒引当金戻入額を控除し、当年度末の貸倒引当金繰

入額を加算した金額と、当年度末残高が不一致だった。 

監査概要・現状 

令和６年度の予算書等を閲覧すると、中央病院の貸倒引当金に関する項目は以下のとお

りであった。 

【中央病院の貸倒引当金の増減】 

（単位：千円） 

区分 
Ｒ５ 

予定貸借対照表 

貸倒引当金

使用額 

貸倒引当金

戻入 

貸倒引当金

繰入 

Ｒ６ 

予定貸借対照表 

固定資産 57,115    52,604 

流動資産 1,567    1,567 

合計 58,682 - 9,561 - 54,171 

なお、貸倒引当金の当年度使用額は、注記に記載されるが、当該注記はなかったため、

当年度使用額はゼロと想定される。 

ここで、前年度末残高から、貸倒引当金当年度使用額及び貸倒引当金戻入額を控除し、

当年度末の貸倒引当金繰入額を加算し、当年度末残高を算出すると、 

（前年度末残高）58,682 千円- （当年度使用額）0 円- （貸倒引当金戻入額） 9,561 千円 

＋（貸倒引当金繰入額）0 円＝(当年度末残高）49,121 千円 

となり、令和６年度予定貸借対照表の 54,171 千円と 5,050 千円差異がある。 

問題点 

予定貸借対照表は、今年度予算や予算書に記載する各項目を反映したうえで、予定貸借

対照表がどうなるかを示す目的があるため、予算数値と予定貸借対照表計上額を整合させ

るべきである。 

今後の対応策 

貸倒引当金について、各項目の整合性を確認しながら、予算書等を作成すべきである。 
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第６項 予算書の予定キャッシュ・フロー計算書について 

 

№６、７ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 予算に関する説明書における予定キャッシュ・フロー計算書の長期前受金戻入、リース

債務に係る支払額が正しく算定されていなかった。 

 

監査概要・現状 

 予算に関する説明書には予定キャッシュ・フロー計算書を掲載する必要がある。 

公営企業の予算は、特に３条予算の収益的収入及び支出において、減価償却費などの現

金収支の有無を問わず発生するすべての損益について予定計上している。 

また、予算の執行にあたっては、３条予算及び４条予算ともに、いずれも複式簿記の考

え方である発生主義に基づいて予算執行されるため、当年度の予算としては未収金、未払

金はいずれも予算としては執行済みとなる。 

このような予算の内容及び執行から、予算と実際の現金収支の額は一致しなくなる。 

したがって、予算からは各事業年度に現実にどれだけ資金が必要であり、これに対して

いかなる資金が充てられるかということは正確に示されない。 

そのため、予定キャッシュ・フロー計算書を作成し、経営活動に伴う資金収支を健全な

状態に維持し、議決予算に対する資金の適正な調達及び運用をはかる必要がある。 

 キャッシュ・フロー計算書は、「業務活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動による

キャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の３区分で作成され、「業務

活動によるキャッシュ・フロー」は直接法か間接法により作成される。 

病院事業では、「業務活動によるキャッシュ・フロー」を間接法により作成しており、損

益計算書の純損益に必要な調整項目を加減して表示している。 

具体的には、損益計算書の当年度純利益に、減価償却費などの非現金費用を足し、長期

前受金戻入などの非現金収益を控除し、その他未収金、未払金などの流動資産負債などの

増減を加減し、業務活動によるキャッシュ・フローを算出する。 

 ここで、令和６年度の予算に関する説明書の予定キャッシュ・フロー計算書及び予算の、

中央病院と厚生病院の長期前受金戻入を比較すると以下のとおり差異があった。  

なお、予算の長期前受金戻入は、医業外収益と特別利益の長期前受金戻入を合算した金

額である。 
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【予定キャッシュ・フローと予算の長期前受金戻入の差異】 

（単位：千円） 

区分 
予定キャッシュ・フローの 

長期前受金戻入 

予算の 

長期前受金戻入 
差異 

中央病院 998,256 917,696 80,560 

厚生病院 362,153 245,418 116,735 

  

 差異原因を調査したところ、中央病院は、除却資産に対する負担金の受入 80,560 千円を

長期前受金戻入に加算していた。また、厚生病院は算式誤りによるものだった。 

 また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」を確認したところ、「リース債務に係る支

払額」と予算の「リース債務支払額」は一致するはずだが、厚生病院のキャッシュ・フロ

ー数値では、以下のとおり差異があった。 

 

【予定キャッシュ・フローと予算のリース債務に係る支払額の差異】 

（単位：千円） 

区分 
予定キャッシュ・フローの 

リース債務に係る支払額 

予算実施計画の 

リース債務支払額 
差異 

厚生病院 2,851 7,981 △5,130 

差異原因を調査したところ、原因は算式誤りによるものだった。 

 

問題点 

 予定キャッシュ・フロー計算書を作成する趣旨が、公営企業の予算と実際の現金収支見

込みのずれの原因を明らかにするものであり、正しく作成されなければ資金の動きがわか

らなくなる。 

 また、監査の過程で発見された誤りは上記の長期前受金戻入とリース債務支払額であっ

たが、この項目が誤っているということは、他の項目も誤っているか、予定キャッシュ・

フロー計算書の資金期末残高や予定貸借対照表の現金預金が誤っている可能性がある。 

 

今後の対応策 

 キャッシュ・フロー計算書の考え方を正しく理解し、正確な予定キャッシュ・フロー計

算書を作成する必要がある。 

また、今回判明した長期前受金戻入やリース債務支払額だけでなく、全体を通して算式

や考え方を再確認する必要がある。 
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第７項 決算書のキャッシュ・フロー計算書について 

 

№８、９ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 決算附属書類におけるキャッシュ・フロー計算書の長期前受金戻入、固定資産の取得に

よる支出が正しく算定されていなかった。 

 

監査概要・現状 

 令和６年度の決算附属書類であるキャッシュ・フロー計算書及び損益計算書について、

中央病院と厚生病院の長期前受金戻入を比較すると以下のとおり差異があった。なお、損

益計算書の長期前受金戻入は、医業外収益と特別利益の長期前受金戻入を合算した金額で

ある。 

【キャッシュ・フローと損益計算書の長期前受金戻入の差異】 

（単位：千円） 

区分 
キャッシュ・フローの 

長期前受金戻入 

損益計算書の 

長期前受金戻入 
差異 

中央病院 907,423 914,637 △7,214 

厚生病院 313,447 306,887 6,559 

 差異原因を調査したところ、中央病院は、他会計補助金に係る控除対象外消費税の振替

による差異 1,557 千円と、受贈財産による長期前受金の増加△8,772 千円が含まれていた。 

また、厚生病院は、他会計補助金に係る控除対象外消費税の振替による差異 6,559 千円

だった。他会計補助金に係る控除対象外消費税については、消費税の申告額を増減させる

ものであり、長期前受金戻入ではなく、その他流動負債等増減額に含めることが考えられ

る。 

おって、受贈財産による長期前受金の増加は、現金収支を伴わないため、キャッシュ・

フロー計算書には反映させてはならない。 

 このほか、中央病院の固定資産の取得による支出について、上記の受贈財産による増加

が含まれており、キャッシュ・フロー計算書では△797,819 千円としているが、正しくは 

△789,047 千円である。 

 なお、上記の誤りは、キャッシュ・フロー計算書上の項目の入り繰りによるものである

ため、資金期末残高には影響を及ぼさない。 

問題点 

 キャッシュ・フロー計算書を作成する趣旨が、公営企業の予算と実際の現金収支見込み

のずれの原因を明らかにするものであり、正しく作成されなければ資金の動きがわからな

くなる。 
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今後の対応策 

 キャッシュ・フロー計算書の考え方を正しく理解し、正確なキャッシュ・フロー計算書

を作成する必要がある。 
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第８項 受贈財産に係る長期前受金戻入について 

 

№１０ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 過去に無償譲受によって取得し、現在も保有している固定資産のうち、３件、金額にし

て合計 2,753,965 円について、長期前受金戻入が計上されていなかった。 

 

監査概要・現状 

無償譲受によって、固定資産のうち減価償却を伴う資産である償却資産を得た場合に

は、資料等でその金額を把握するか、公正な評価額をもって取得原価とし、固定資産に計

上する。 

また、その際の貸方科目は長期前受金-受贈財産評価額となる。 

当該長期前受金は、取得した償却資産の減価償却に合わせて収益化（長期前受金戻入の

計上）をする必要がある。 

しかし、厚生病院では、以下の無償取得した固定資産について長期前受金戻入を計上し

ていなかった。 

 

【厚生病院における長期前受金戻入を計上していなかった固定資産】 

（単位：円） 

資産番号 資産名称 
勘定 

科目 

取得 

年月日 
取得価額 

収益化 

累計額 
差引簿価 

220190000 

000003-00 
血液保冷庫 

器械 

備品 
H31/04/01 17,850 16,957 893 

220200000 

000005-00 

業務用空気清

浄機 

ピュアウォッ

シャー（室内

設置型） 

一般 

備品 
R2/09/25 1,500,000 896,400 603,600 

220200000 

000032-00 

リアルタイム 

PCR 装置 

器械 

備品 
R2/11/17 3,080,000 1,840,608 1,239,392 

合計 4,597,850 2,753,965 1,843,885 
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問題点 

 平成 31 年度から令和６年度までで、合計 2,753,965 円の長期前受金戻入が過少に計上

されていた。 

 

今後の対応策 

 無償譲受による長期前受金についても、適切に長期前受金戻入を計上すべきである。 

 なお、令和７年度中に修正をする場合、以下の修正仕訳が必要になる。 

（単位：円） 

 貸方の「特別利益-長期前受金戻入」は「特別利益-過年度損益修正益」とすることも考

えられる。また、令和８年度以降は、減価償却に合わせて収益化をする必要がある。 

 

借方 貸方 

長期前受金収益化累計額-

受贈財産評価額 
2,753,965 

特別利益-長期前受金

戻入 
2,753,965 
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第９項 貸借対照表の長期前受金について 

 

№１１ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 過去に無償譲受によって取得し、すでに除却した固定資産に係る長期前受金について、

固定資産システム上は除却処理を行っているが、除却時の仕訳が漏れており、令和６年度

末の貸借対照表で、長期前受金が 3,953,253 円過大になっている。 

また、当該長期前受金についても収益化が行われていなかった。 

 

監査概要・現状 

 繰延収益である長期前受金-受贈財産評価額及び長期前受金収益化累計額-受贈財産評

価額について、貸借対照表と固定資産システム （会計システム）を比較したところ、以下

のとおり差異があった。 

 

【厚生病院の貸借対照表と固定資産システムの繰延収益の差異】 

（単位：円） 

区分 Ｒ６貸借対照表 固定資産システム 差異 

長期前受金-受贈財産

評価額 
9,030,703 5,077,450 3,953,253 

長期前受金収益化累

計額-受贈財産評価額 
455,620 3,209,585 △2,753,965 

 

長期前受金収益化累計額-受贈財産評価額の差異△2,753,965 円は、上述の「受贈財産

に係る長期前受金戻入について」による差異である。 

一方で、長期前受金-受贈財産評価額の差異 3,953,253 円の原因について確認を行った

ところ、令和３年度と令和４年度に除却した以下の資産だったことが判明した。 

 

【長期前受金の除却漏れ一覧】 

（単位：円） 

資産番号 資産名称 
勘定 

科目 

取得 

年月日 
取得価額 

収益化 

累計額 

除却 

年度 

220170000 

000102-00 
無停電電源装置 

器械 

備品 
H30/03/31 142,200 0 Ｒ４ 

220170000 

000103-00 

ファイアウォー

ル 

器械 

備品 
H30/03/31 185,500 0 Ｒ３ 



79 
 

220170000 

000104-00 
VPN ルータ 

器械 

備品 
H30/03/31 133,560 0 Ｒ４ 

220170000 

000105-00 
SS-MIX サーバ 

器械 

備品 
H30/03/31 3,491,993 0 Ｒ４ 

合計 3,953,253 0  

 

また、これらの資産は、減価償却費は計上されていたものの、長期前受金の収益化はさ

れていなかった。 

 

問題点 

 貸借対照表にすでに除却済みの資産に係る長期前受金が計上され続けている。また、当

該長期前受金について収益化が行われていなかった。 

 

今後の対応策 

 長期前受金-受贈財産評価額について、適切な金額に修正仕訳をすべきである。 

 必要な修正仕訳は以下のとおりである。 

（単位：円） 

借方 貸方 

長期前受金収益化累計額

-受贈財産評価額 
3,953,253 

特別利益-長期前受金

戻入 
3,953,253 

長期前受金-受贈財産評

価額 
3,953,253 

長期前受金収益化累

計額-受贈財産評価額 
3,953,253 

 なお、貸方の「特別利益-長期前受金戻入」は「特別利益-過年度損益修正益」とするこ

とも考えられる。 
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第２節 経営強化プラン関係 

第１項 将来収支の現金預金について 

 

№１２ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

 厚生病院が作成した「鳥取県立厚生病院経営強化プラン」（以下「経営強化プラン」とい

う。）に掲載している将来経営推計において、実質資金収支の算出方法が誤っており、実質

資金収支が過少に計上されていた。 

 

監査概要・現状 

 国は、地域医療構想を進める観点から、「地域医療構想の進め方について」（令和４年３

月厚生労働省医政局長通知）により、各都道府県が行う第８次医療計画の策定作業と併せ

て「地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直

しを行う。」とするとともに、公立病院経営強化の観点から、「公立病院経営強化の推進に

ついて」(令和４年３月 29 日付総務省自治財政局長通知)により、病院事業を設置する地方

公共団体に、地域医療構想と整合性を保ちつつ新たな公立病院経営強化プランの策定を要

請している。 

 厚生病院では、平成 20 年度に第Ⅰ期県立病院改革プランを策定し、その後第Ⅱ期（平成

23 年度から 27 年度）、第Ⅲ期（平成 28 年度から令和４年度）の改革プランを策定し、経

営改革等に取り組んできたが、県立病院として「地域で安心して暮らし続けられる医療サ

ービスを提供します。」をその理念として掲げ、質の高い医療サービスや持続可能な地域医

療の提供体制を確保するため鳥取県立厚生病院経営強化プランを策定した。 

 厚生病院の経営強化プランには令和５年度から令和９年度までの将来経営推計が掲載さ

れている。当該推計によると、「純損益」及び「内部留保資金」、「非現金収益」は以下のと

おりとなり、これらを加減算して、収益的収支から発生する実質資金収支を算出している。 

 内部留保資金は、減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却といった、現金の支出を伴わ

ない費用が計上され、非現金収益には、長期前受金戻入や貸倒引当金戻入益といった現金

の収入を伴わない収益が計上されている。 

 これらは、費用や収益として損益計算書の純損益を構成しているが、現金の収支を伴わ

ないため、それらを純損益に加減し戻すことで、実質的な資金収支を算出している。 
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【厚生病院の将来経営推計の実質資金収支】 

（単位：百万円） 

区分 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

純損益（Ａ） △149 △313 △5 84 104 

内部留保資金（Ｂ） 367 341 363 354 313 

 減価償却費 606 519 548 563 489 

資産減耗費 3 4 3 3 3 

繰延勘定償却 △242 △182 △188 △212 △179 

非現金収益（Ｃ） 290 234 248 255 221 

 長期前受金戻入 289 233 247 254 220 

貸倒引当金戻入益 1 1 1 1 1 

実質資金収支 

（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） 
△72 △206 110 183 196 

 

 この内訳について確認したところ、繰延勘定償却には、長期前払消費税の償却額と、長

期前受金戻入が含まれていた。しかし、長期前受金戻入は、非現金収益にも計上されてお

り、長期前受金戻入が二重で実質資金収支から控除されていた。この結果、実質資金収支

が過少に算定されていた。 

 正しく算出すると、以下のとおりであり、実質資金収支は計画期間中赤字になることは

なかった。 

 

【厚生病院のあるべき将来経営推計の実質資金収支】 

（単位：百万円） 

区分 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

純損益（Ａ） △149 △313 △5 84 104 

内部留保資金（Ｂ） 656 574 610 608 533 

 減価償却費 606 519 548 563 489 

資産減耗費 3 4 3 3 3 

繰延勘定償却 47 51 59 42 41 

非現金収益（Ｃ） 290 234 248 255 221 

 長期前受金戻入 289 233 247 254 220 

貸倒引当金戻入益 1 1 1 1 1 

実質資金収支 

（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） 
217 27 357 437 416 
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問題点 

 将来経営推計における実質資金収支は、将来の資金繰りや企業債の借入計画を判断する

うえで、非常に重要な項目であるにも関わらず、算定式が誤っており、過少に算定されて

いた。 

  

今後の対応策 

 この誤りは、実質資金収支の意味合いを正しく理解していないがために発生しているた

め、よく内容を理解したうえで将来経営推計を作成することが望まれる。 

また、算式の見直しを行い、次回更新時に修正することが望まれる。 
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第３節 規程関係 

第１項 鳥取県病院局財務規程の修繕引当金の見直しについて 

 

№１３ 

対象機関 病院局総務課 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

鳥取県病院局財務規程の修繕引当金の説明について、同規程内本文と同規程内別表の文

言が異なっている。 

所管課によると、同規程別表の記載が修繕引当金の現行の説明とのことだが、同規程内本

文では異なる記載がなされており、修繕引当金の計上金額が、別表の説明に基づく場合と本

文の説明に基づく場合とでは異なる可能性がある。 

監査概要・現状 

【鳥取県病院局財務規程】 

 

上記のように別表の方が、修繕引当金の計上対象が限定されるような記載になっている。 

同規程第 61 条の７は、「地方公営企業法施行規則」の引当金の計上対象の考え方に基づ

いて記載がなされており、別表は、「地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関

する法律  （公営企業に係る部分）の施行に関する取扱いについて」に基づいて記載がなさ

れていると考えられる。 

【地方公営企業法施行規則】 

 

（引当金） 

第 22 条 

将来の特定の費用又は損失（収益の控除を含む。）であつて、その発生が当該事業年

度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もるこ

とができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等（令第十

七条の二第一項第六号に掲げる予定貸借対照表及び法第三十条第九項に規定する貸借

対照表をいう。以下同じ。）に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に

計上しなければならない。 

(修繕引当金の計上方法) 

第 61 条の 7 

修繕引当金は、当該事業年度以前に発生した有形固定資産の損傷に対して、修繕の

必要性が翌事業年度において確実に見込まれる場合に限り、計上するものとする。 

 

別表(第 6 条関係) 

所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が行われなかった場合に

おいて、その修繕に備えて計上する引当金 
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【地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律 （公営企業に係る部分）

の施行に関する取扱いについて】 

 

 

問題点 

令和７年３月期時点では修繕引当金の計上金額はないため、財務諸表への影響は生じて

いないが、鳥取県病院局財務規程内において修繕引当金の異なる定義がなされており、修繕

引当金が適切に計上されないおそれがある。 

 

今後の対応策 

鳥取県病院局財務規程における修繕引当金の説明について、これまでの改正経緯を踏ま

えたうえで、その記述内容の見直しを検討されたい。 

 

 
  

十三 引当金 

(三) 修繕引当金は、企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修

繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上される引当

金をいい、修繕が事業の継続に不可欠な場合等、修繕の必要性が当該事業年度におい

て確実に見込まれるものに限り計上するものであること。 
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第４節 稟議書関係 

第１項 物品修繕伺書の決裁日付について 
 

№１４ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

見積依頼先の選定（修繕伺）に対する決裁日付が確認できないものが見受けられた。 

監査概要・現状 

修繕伺に対する決裁権者の承認印はあるが、決裁日付についての情報は物品修繕伺書上

にないものが見受けられた。 

「鳥取県会計規則 運用方針」では予定価格が一定金額以上の場合に伺い書による見積

先の選定を行うことが定められており、「鳥取県文書の管理に関する規程」では、検証する

ことができるように文書を作成することが求められている。 

【鳥取県会計規則】 

 

【鳥取県文書の管理に関する規程】 

 

問題点 

決裁者の押印がなされていても、決裁のタイミングが証跡として残っていないため、適

切な手順を踏んで契約がなされたのか事後的に検証することができない。 

今後の対応策 

電子決裁システムを利用するか、日付印を押印することを検討されたい。 

  

(文書の作成) 

第 10 条 

職員は、その上司の指示に従い、条例第 1 条の目的の達成に資するため、意思

決定に至る経緯及び過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証

することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を

作成しなければならない。 

（見積書の聴取） 

第 136 条 

 契約権者は、随意契約によろうとするときは、知事が別に定める場合を除き、3

人以上の者から見積書を徴さなければならない。 

 

同運用方針 

2 随意契約による場合であって、予定価格が 50 万円以上のときは、伺い書により

見積書の提出の依頼先の選定を行うこと。 
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第２項 稟議書の決裁について 

 

№１５ 

対象機関 病院局総務課 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

電子決裁システムを利用し回覧している案件について、稟議に係る紙面資料に決裁者が

印鑑を押印して回覧している実務が見られた。  

監査概要・現状 

所管課に確認したところ、これまでの慣習に従い紙面の方が見やすい稟議であれば、電

子決裁システムと並行して回覧することがあるとのことである。 

病院事業全体でＤＸの推進に伴って電子決裁システムを導入しており、業務効率化の観

点から紙面への押印を省くことが望ましい。 

 

【鳥取県文書の管理に関する規程】 

 
 

問題点 

電子決裁システム上の承認と紙面での押印が二度手間となっている。 

 

(起案) 

第 13 条  

起案文書は、電子決裁等システムを利用して、作成しなければならない。この場

合において、事務の処理に必要な紙文書は、政策法務課長が別に定める方法により

電磁的記録として複製し、当該電磁的記録を起案文書に添付するものとする。ただ

し、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該紙文書(以下「関連文書」とい

う。)を起案文書と一体のものと扱うことにより事務を処理することができる。 

(1) 法令等の規定により紙文書により保存することが義務付けられている場合 

(2) 条例第２条第３号に規定する歴史公文書等に該当し、その資料又は記録とし

ての価値を維持する上で紙文書による保存が必要である場合 

(3) 紙文書の電磁的記録の複製又はその作業により、業務が複雑化又は非効率化

する場合 

(4) その他業務の内容及び文書の性質等を考慮し、電子文書に変換をすることが

適当でないと認められる場合 

 

(決裁の方法) 

第 15 条  

起案文書(電子決裁等システムを利用して作成された起案文書に限る。以下この

条から第 18 条までにおいて同じ。)の決裁は、電子決裁等システムを利用して、当

該起案文書に決裁に係る登録をして行うものとする。 
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今後の対応策 

必要に応じて紙面でも回覧することは問題ないが、ＤＸを推進するという観点から、押

印を前提とした従来の慣習は見直すことを検討されたい。 

 

 
  



88 
 

第５節 契約関係 

第１項 契約内容の履行について 

 

№１６、１７ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

１ 中央病院 

令和３年 11 月 25 日にＡ株式会社と契約した「診療材料等物品調達管理業務委託契約書」

第１条２において、「 「鳥取県立中央病院診療材料等物品調達管理業務基本仕様書」に従う

とする。」となっている。 

同基本仕様書 14 準備業務の（３）に「物流運用マニュアルを作成し、病院関係者に対し

説明を行うこと。」とあるが「物流運用マニュアル」は無く、説明も履行されていない。 

令和４年２月１日に株式会社Ｂと契約した「医薬品調達管理業務委託契約書」第３条４

において、「 「医薬品調達管理業務基本仕様書」のとおりとする。」となっている。 

同基本仕様書 10 準備業務の（２）に「物流運用マニュアルを作成し、病院関係者に対し

説明を行うこと。」とあるが「物流運用マニュアル」は無く、説明も履行されていない。 

 

２ 厚生病院 

 令和４年１月 13 日にＡ株式会社と契約した「業務委託契約書」第２条において、 「 「鳥取

県立厚生病院診療材料等物品調達管理業務基本仕様書」のとおりとする。」となっている。 

同基本仕様書 10 準備業務の（２）に「物流運用マニュアルを作成し、病院関係者に対し

説明を行うこと。」とあるが「物流運用マニュアル」は無く、説明も履行されていない。 

監査概要・現状 

 医薬品及び診療材料等のＳＰＤ業者との業務委託契約書は、過去から、ほぼ同一内容の

文言である。 

問題点 

 担当者が契約内容の履行確認を行っていない。 

今後の対応策 

担当者は、過去からの引継事項や前年踏襲にとらわれず、目的意識や問題意識をもって、

契約内容の履行確認を行う。 

ＳＰＤ業者との契約は、調達、納品、検収、在庫（消費）、棚卸、クレーム処理の管理を

業務委託するものであり、経済性、効率性を図る目的である事から連絡を密にして、業務

フローを作成するなどして、より効率的な運営を目指していただきたい。 
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第２項 契約内容の精査について 

 

№１８ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

総合医療情報システムの保守契約について、所管課に確認したところ契約書に資産を買

い取る対象が記載されているが、実態は保守契約のみであり、契約書の内容が実態と乖離

していた。 

  

監査概要・現状 

 総合医療情報システム保守業務の契約について、添付されている明細表に買取機器とい

う項目が何点か存在しているが、機器を買い取るという取引実態はなかった。買取機器に

関する条項も契約に添付されており、契約書上は資産の所有権が病院に移転すると記載さ

れている。 

 

問題点 

契約書に基づいて会計処理をすると、部分的に資産計上が必要だが、取引実態は保守業

務の委託のみであり資産計上を要しない取引である。現状の契約内容では、会計上の資産

認識を誤るおそれがある。 

また、取引実態と契約内容の乖離が起こりうる体制は、他の契約締結時においても無駄

な支出項目をスルーして契約締結してしまうリスクがある。 

 

今後の対応策 

契約の際に契約書の内容を精査する内部統制を構築するべきである。 
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第６節 医業収益(未収金）関係 

第１項 請求保留の月別管理について 

 

№１９ 

対象機関 中央病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

中央病院では、レセプトデータに何らかの問題があり、審査支払機関（国保連など）が

支払いを行う前に一時的にレセプトデータを保留する、いわゆる請求保留について、発生

月別の情報が管理されていなかった。 

  

監査概要・現状 

中央病院では、請求保留について、令和７年３月より、保留状況の一覧を作成している。

中央病院が作成していた一覧では、保留理由ごとに、入院件数、入院点数、外来件数、外

来点数をまとめている。 

【中央病院における令和７年３月分の保留状況の一覧】 

保留理由 
入院 

件数 

入院 

点数 

外来 

件数 

外来 

点数 

合計 

件数 

合計 

点数 

Dr 作成待ち 

（詳記・注釈など） 
17 4,311,304 2 10,339 19 4,321,643 

病名不備 

（コメント不備含） 
8 1,055,315 23 100,279 31 1,155,594 

Dr より未返却 - - - - - - 

査定内容確認中 

（材料含） 
7 2,471,233 2 8,562 9 2,479,795 

各種申請待ち 

（労災含） 
50 6,240,278 63 174,617 113 6,414,895 

各種結果待ち 

（病理・出産など） 
2 197,115 - - 2 197,115 

生活保護 9 940,972 27 54,646 36 995,618 

DPC 待ち - - - - - - 

追加検査あり - - 2 21,430 2 21,430 

その他 - - - - - - 

合計 93 15,216,217 119 369,873 212 15,586,090 
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一覧を確認すると、「Ｄｒ作成待ち」、「病名不備」、「Ｄｒより未返却」、「査定内容確認中」

の４項目は、病院内部の処理漏れなどにより発生したものであり、点数では合計 7,957,032

点となる。保険点数は、「１点＝10 円」のため、金額にすると、内的要因により 79 百万円

程度が請求保留になっていることとなる。保留分レセプトについては、当初の調定額から

除外され国保連、支払基金への請求額には含まれていないため、売上が計上されない。 

これらは基本的には翌月には解消されるものであるが、地方公営企業法第 20 条第１項

において、「地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及

び収益をその発生の事実に基づいて計上し、かつその発生した年度に正しく割り当てなけ

ればならない。」と規定されている。診療行為における収益の発生の事実は、基本的には診

療行為を行った時点と考えられるため、本来であれば、請求保留が発生していない状況が

望ましい。ただし、上記は基本的には翌月には解消されるものであるため、単月において

請求保留が発生することは、ある程度許容しうると考えられる。 

しかし、一覧表では、請求保留の発生月の管理が行われていないため、当該請求保留が

いつ発生したかは管理ができていない。請求保留は、なるべく早い解決が望まれるため、

長期で請求保留となっているものがあれば優先的に対応すべきである。 

なお、厚生病院でも同様に件数、金額について請求保留の状況を確かめており、令和７

年３月の請求保留の内訳を確認したところ、病院内部要因によるものは１件だけで、点数

は 28,579 点のみだった。また、発生月別に管理されており、古いもので令和７年１月分が

２件あるのみで、どちらも外部要因によるものだった。そのため、厚生病院では請求保留

について、管理上の問題点は発見されなかった。 

 

問題点 

中央病院において、請求保留の発生月の管理が行われていないため、当該請求保留がい

つ発生したかは管理ができていない。 

 

今後の対応策 

 長期保留かどうかの情報を把握するため、請求保留は発生月別の情報も管理することが

望ましい。  
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第７節 医業費用(給与）関係 

第１項 通勤手当の確認について 

 

№２０、２１ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

 会計年度任用職員の通勤手当は、毎年更新する際、その都度本人からの申告によって計

算されている。 

 通勤手当認定要領によると、認定権者は、随時調査し、通勤手当の支給の適否を確認す

ると規定されており、本人からの申告だけでなく、当局も調査確認されることが望ましい。 

 また、長期研修者や住所移転者に伴う改訂確認も期間が空いている場合もあり、すみや

かに確認できるようにされたい。 

 

監査概要・現状 

 認定権者は、職員が作成する年１回の自己申告書により、通勤方法の調査確認を実施し

ているが、会計年度任用職員の場合は、更新時に本人申告だけの通勤方法により通勤手当

を支給されている。 

通勤手当認定要領によると認定権者から随時調査を行うようになっているが、会計年度

任用職員に対する調査確認が十分でなかった。 

 また、長期研修や住所移転に伴う通勤手当の清算が期間を終えた後日となっている事案

も見受けられた。 

 

問題点 

 通勤手当認定要領 18(事後の確認)においては、認定権者は、通勤の実情その他について

変更等がないかどうかを随時調査し、通勤手当の支給の適否を確認することとなっている

が、会計年度任用職員は、本人申告により通勤手当を支給しており、調査確認作業が十分

でない。 

 

今後の対応策 

 通勤手当認定要領では、認定権者による随時調査となっていることより、会計年度任用

職員への通勤手当の調査確認を県庁内他部局、知事部局等の動向を踏まえて、今後検討さ

れたい。 
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第８節 医業費用（薬品費）・貯蔵品及び医業費用（材料費）・貯蔵

品関係 
第１項 薬品棚卸（貯蔵品）の計上誤りについて（薬品棚卸計上もれ）、診療

材料棚卸（貯蔵品）の計上誤りについて（診療材料棚卸過大計上） 

 

№２２、２３、２４ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

貯蔵品（薬品・診療材料）について、次のとおり棚卸計上もれや棚卸過大計上が把握さ

れた。 

 

１ 中央病院 

(1)薬品棚卸計上もれ           216,269 円 

 薬品棚卸について、実地棚卸数量及び金額を担当者がエクセルで集計している段階に

おいて、操作誤り（非表示）による集計誤りがあった。 

【第１．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 

【第３．県立中央病院 薬品（試薬）棚卸計上もれ 参照】 

 

(2)薬品(試薬）棚卸の計上もれ      151,890 円 

 試薬棚卸について、実地棚卸数量及び金額をエクセルで集計している段階で担当者が

引き継いだ「実施要領」のとおり一部署の棚卸を除外する指示に従い、棚卸に含めてい

なかった。 

【第１．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 

 

(3)薬品(血液製剤)棚卸過大計上      319,618 円 

 血液製剤棚卸について、実地棚卸数量及び金額を担当者がエクセルにより集計してい

る段階で、消費税の計算過程で「税抜き」とすべきところを「税込み」で集計したこと

により、棚卸が過大に計上された。 

【第１．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 

【第４．県立中央病院「血液製剤棚卸」の計算誤り（棚卸過大計上） 参照】 

 

(4)診療材料棚卸（貯蔵品）棚卸過大計上  288,462 円 

 診療材料棚卸について、実地棚卸数量及び金額を担当者がエクセルで集計している段

階において、「放射線治療室」の棚卸を「外来治療室」にも二重に計上したことによる棚

卸過大計上があった。 

【第１．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 
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２ 厚生病院 

(1)薬品(血液製剤)棚卸計上もれ      364,712 円 

   血液製剤棚卸について、実地棚卸を行っていなかった。 

  【第２．県立厚生病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 

 

（2)診療材料（医療用ガス）棚卸計上もれ  1,309,000 円 

  医療用ガスでタンクに入っている液体酸素、ボンベに入っている液化窒素、医療用

窒素、ダイサイドガスの棚卸の計上を行っていなかった。 

 医療用酸素、空気ボンベ、笑気ガス、炭酸ガスの期末在庫については数量を把握し

ておらず、期末棚卸金額の算定ができない。 

  医療用ガスのダイサイドガスは、購入後２、３年使用しておらず、笑気ガスは 10 年

以上使用していない状態である。 

   

【第２．県立厚生病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 

【第５．県立厚生病院 貯蔵品（燃料関係管理状況一覧表） 参照】 

 

監査概要・現状 

 １ 医薬品及び診療材料等管理に関する規定 

鳥取県病院局財務規程に定められており、物品（棚卸資産）の「通則」に関する条

項についての抜粋は以下のとおりである。 
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第 6 章 物品 

第 1 節 通則 

(物品の範囲) 

第 43 条 この章において「物品」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 貯蔵品(貯蔵の状態において取り扱うもの) 

(2) 消耗品(貯蔵の状態にしないで、１年以内に消耗するもの又は取得価額が 10 万

円未満のもの(第 54 条に規定する固定資産を除く。)) 

(3) 工事用品(特定工事に使用するもの) 

(4) 材料 

(5) 郵便切手その他信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができ

る証票 

 

(物品取扱員) 

第 44 条 総務課並びに病院の各課、各科、各センター、各室及び各部に物品取扱員

(以下「取扱員」という。)を置き、総務課にあっては課長が、病院にあっては病

院長が命ずる。 

2 取扱員は、出納員の指揮を受け、物品の出納及び保管の事務をつかさどる。 

 

第 2 節 物品需給計画及び実施 

(計画及び調整) 

第 45 条 局長及び病院長は、過去の使用実績、現在保有高及び事業の状態等を調査

し、毎年１月末日までに翌年度の物品需給計画を定めなければならない。 

2 取扱員は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求票により局長又は病院

長に請求するものとする。 

3 前項の請求があったときは、物品需給計画その他によって、審査のうえ出納員を

して物品の購入、修繕及び印刷(以下「調達」という。)を行わせるものとする。 

 

(検収) 

第 46 条 局長又は病院長は、その指名した職員をして、調達した物品を検収させるも

のとする。 

2 局長又は病院長は、必要があると認めるときは、前項の検収に関係職員を立ち会

わせることができる。 
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第 3 節 出納 

(貯蔵品) 

第 47 条 物品は、すべて倉入貯蔵しなければならない。ただし、購入又は製作後直

ちに使用するものについてはこの限りでない。 

2 出納員は、物品を取得したときは、振替伝票により次の各号に掲げる取得価格

をもって物品出納簿に受入記帳しなければならない。 

(1) 購入品は、購入価格に購入に要した引取費用及び検査手数料を加えた額。た

だし、引取費用が不確定なときは、これを加えないことができる。 

(2) 製作品は、製作に要した材料費に、これに関する一切の各費用を加えた額 

(3) その他については、適正な見積による額 

3 出納員は、物品を倉出したときは、振替伝票により物品出納簿に支出記帳をし

なければならない。 

4 物品払出単価は、先入先出法によるものとする。 

 

(不用品の報告及び返納) 

第 48 条 取扱員は、保管する物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったも

のはその都度当該物件の品質、形状及び数量並びに再使用の可否を記載した報

告書を出納員に提出するとともに当該物品を返納しなければならない。 

 

(処分) 

第 49 条 出納員は、前条の規定による報告を受け、これを処分しようとするとき

は、その理由、方法、予定価格等を具して局長又は病院長の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、売却してもその価格が売却に要する費用に達しないもの

又は売却不適当と認められるものは、廃棄するものとする。 

2 前項に規定する処分の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 再用又は再生 

(2) 庫入 

(3) 売却 

 

第 4 節 保管 

(保管) 

第 50 条 貯蔵品は、倉庫又は施錠のできる場所に蔵置して整理し、出納員はその保

管の責に任ずるものとする。 

 

(亡失又は損傷) 

第 51 条 物品を亡失又は損傷したときは、取扱員は直ちに亡失損傷届及びてんまつ

書を出納員に提出しなければならない。 

2 出納員は、前項の亡失損傷届及びてんまつ書を受けたときは、直ちにその事実

を調査し、意見を付して管理者に報告しなければならない。 

3 管理者は、前項の報告を受けたときは、これを審査し、結果を直ちに出納員に

通知するものとする。 

 



97 
 

 

２ 中央病院の医薬品及び診療材料等管理 

   中央病院は、ＳＰＤ業者※へ医薬品、診療材料等の物品管理業務を業務委託してい

る。 

中央病院は、医薬品の物品管理業務を株式会社Ｂと、診療材料等の物品管理業務を

Ａ株式会社と物品調達管理業務委託契約を締結している。 

委託している業務内容は、経済性、効率性を考慮したものであり具体的な内容は、

次の「３ 県立中央病院の委託業務の内容」に記載する。 

なお、令和６年度の委託料は株式会社Ｂが年間 11,173,536 円（税込）、Ａ株式会社

が年間 30,360,000 円（税込）である。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

※ＳＰＤ業者とは、医療機関における医療材料や備品等について、調達、在庫管理、供給、請求処理ま

でを包括的に担う外部事業者である。ＳＰＤは「Supply（供給）」「Processing（管理）」「Distribution

（配送）」の略称であり、物品を適正な数量で確保し、必要な部門へ確実に供給する役割を果たす。従

来、看護職員等が行っていた在庫確認や発注、補充等の業務を代行することにより、医療現場の負担軽

減、材料の過剰在庫や廃棄の抑制、ひいては材料費の削減につながるものである。また、使用量等のデ

ータ化が進むことで、材料費の把握や経営管理上の分析が容易となるなど、病院運営の効率化に寄与し

ている。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

３ 中央病院の委託業務の内容 

  中央病院が、医薬品及び診療材料等の業務委託を行っている事業者の業務内容は次

第 5 節 棚卸 

(実地棚卸及び立会) 

第 52 条 病院の出納員は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも２回実地棚卸を行わ

なければならない。 

2 前項に定める場合のほか、病院の出納員は、貯蔵品が天災その他の理由により滅

失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければなら

ない。 

3 前２項の規定により実地棚卸を行う場合は、病院の出納員は、病院長の指定する

棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。  

 

(棚卸表及び棚卸明細表) 

第 53 条 病院の出納員は、前条の棚卸の結果に基づき、棚卸表(様式第 26 号)を作成

し、物品出納簿その他の記録と照合確認し、病院長に報告しなければならない。 

2 病院の出納員は、前項による棚卸の結果過不足を生じたときは、棚卸過不足明細

表及び意見書を作成し、病院長の承認を受けて物品出納簿の修正を行わなければ

ならない。 
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のとおりである。 

  ①株式会社Ｂ 

   医薬品を使用する全部署の調達業務、納品業務、在庫管理業務、消費管理業務、棚

卸業務及びクレーム処理業務。 

 

  ②Ａ株式会社 

   病院内の全部署の診療材料、事務用品、日用雑貨等、印刷物の調達業務、納品業

務、搬送業務、在庫管理業務、消費管理業務及び棚卸業務。 

 

４ 厚生病院の医薬品及び診療材料等管理 

   厚生病院は、ＳＰＤ業者へ医薬品、診療材料等の物品管理業務を業務委託してい

る。 

厚生病院は、医薬品の物品管理業務を株式会社Ｃと、診療材料等の物品管理業務を

Ａ株式会社と物品調達管理業務委託契約を締結している。 

委託している業務内容は、経済性、効率性を考慮したものであり具体的な内容は、

次の「５ 県立厚生病院の委託業務の内容」に記載する。 

なお、令和６年度の委託料は株式会社Ｃが年間 5,544,000 円（税込）、Ａ株式会社

が年間 14,374,800 円（税込）である。 

 

５ 厚生病院の委託業務の内容 

   厚生病院が、医薬品及び診療材料等の業務委託を行っている事業者の業務内容は次

のとおりである。 

  ①株式会社Ｃ 

   医薬品を使用する全部署の調達業務、納品業務、在庫管理業務、消費管理業務及び

棚卸業務。 

 

  ②Ａ株式会社 

   病院内の全部署の診療材料、事務用品、日用雑貨等及び印刷物の調達業務、納品検

収業務、搬送業務、在庫管理及び倉庫管理業務、消費管理（分析）業務、物流管理シ

ステム管理業務、棚卸業務、クレーム処理業務。 

 

６ 貯蔵品にかかる実地棚卸、ＳＰＤ業者契約、棚卸減耗損の業務フロー 

   実地棚卸にかかる実地棚卸指示から、総勘定元帳に貯蔵品として計上されるまでの

「業務フロー」。 

また、貯蔵品にかかるＳＰＤ業者との契約に関する概要と、棚卸減耗損を総勘定元

帳に計上するまでの「業務フロー」は「第 1．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損
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計上 業務フロー」及び「第 2．県立厚生病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フ

ロー」のとおりである。 

 

問題点 

１ 中央病院 

 貯蔵品（薬品）実地棚卸については、経営戦略課が中心となり、担当者が起案文書を作

成し、実地棚卸実施要領により組織的、効率的に実地棚卸が行われている。 

実地棚卸数量を把握した後の集計業務において、集計誤りをする等のヒューマンエラー

が発生している。 

 

２ 厚生病院 

 薬品及び診療材料等についての実地棚卸は、それぞれ１名が実地棚卸をしている。 

薬品及び診療材料等についてそれぞれ１人が集計を行っている現状の体制において、実

地棚卸を２名で行うのは困難である。 

 

今後の対応策 

１ 中央病院 

 実施の過程を含めてダブルチェックを行い、ヒューマンエラーを防止する。 

 

２ 厚生病院 

 血液製剤、医療用ガスについても実地棚卸により評価する。 

 医療用ガスを貯蔵品として管理する必要性を関係各部署と協議し、充分に考慮するとと

もに、ボンベの保管場所や数量は把握しておく。 

 

３ 実地棚卸を実施するためには、中央病院と同様の方式で、実地棚卸の「実施要領」を

作成・周知し、病院内の関係各部署に協力を依頼してマンパワーの提供をしてもらうとと

もに、棚卸集計を行う過程の「業務フロー」を作成する必要がある。 

今後、組織の運営上の人事異動があった場合、異動後においても配属された担当者が困

らないような組織運営（人員構成・業務内容）を行うべく、関係各部署における業務の目

的や目標を理解する研修体制を構築し、関係各部署の事務提要、実施要領及び業務フロー

を作成し、内部統制を図る。 
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 第１．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 
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第２．県立厚生病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 
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 第３．県立中央病院 薬品（試薬）棚卸計上もれ 

 
  

部門
コード

部門名 棚卸合計 部門名 棚卸合計
②−①
差額

2004 １０階北病棟 33,284 １０階北病棟 33,284 0
2001 １０階南病棟 30,116 １０階南病棟 30,116 0
2011 １１階南病棟 40,609 １１階病棟 40,609 0
2509 ５階北病棟 54,966 ５階北病棟 54,966 0
2507 ５階南病棟 59,803 ５階南病棟 59,803 0
2606 ６階北病棟 65,656 ６階北病棟 65,656 0
2604 ６階南病棟 41,774 ６階南病棟 41,774 0
2803 ８階北病棟 43,846 ８階北病棟 43,846 0
2801 ８階南病棟 39,160 ８階南病棟 39,160 0
2903 ９階北病棟 32,129 ９階北病棟 32,129 0
2901 ９階南病棟 26,929 ９階南病棟 26,929 0
3210 ＣＴ操作室 713,402 C・T室 713,402 0
2432 HCU 165,261 ＨＣＵ 165,261 0
2436 ICU 118,258 ICU 118,258 0
3215 MRI操作室 185,066 ＭＲＩ操作室 185,066 0
2501 NICU・GCU 183,259 NICU・GCU 183,259 0
3228 RI 3,164 RI管理室 3,164 0
2378 眼科 21,446 眼科 21,446 0
2251 救急外来 315,546 救急外来 315,546 0
2258 救命救急センター 248,633 救命救急センター 248,633 0
2371 形成外科 15,826 形成外科 15,826 0
2334 外科 5,350 外科 5,350 0
2431 血液浄化室 60,938 血液浄化室 60,938 0
3233 血管撮影室１ 155,679 血管撮影室１ 155,679 0
3235 血管撮影室２ 66,668 血管撮影室２ 66,668 0
3239 血管撮影室３ 81,371 血管撮影室３ 81,371 0
3243 血管撮影室４ 84,708 血管撮影室４ 84,708 0
2316 産婦人科 71,548 産婦人科 71,548 0
2349 ⻭科・⼝腔外科 42,063 ⻭科・⼝腔外科 42,063 0
2338 耳鼻いんこう科 42,450 耳鼻いんこう科 42,450 0
2401 手術センター 1,070,731 手術センター 1,070,731 0
2259 小児科 24,445 小児科 24,445 0
2312 心臓血管外科 941 心臓血管外科 941 0
2367 整形外科 37,276 整形外科 37,276 0
3008 中央検査室 3,309 検査室（共通） 3,309 0
3321 中央処置室 65,930 中央処置室 65,930 0
3224 透視９ 87,956 透視室9 87,956 0
2311 内科 5,766 内科 5,766 0
3221 内視鏡室 184,070 内視鏡室 184,070 0
2374 脳神経外科 49 脳神経外科 49 0
2361 泌尿器科 177,107 泌尿器科 177,107 0
2362 皮膚科 16,311 皮膚科 16,311 0
2511 分娩室 63,814 分娩室 63,814 0

救急カート（５北：小児単独） 15,550 15,550
救急カート（ＮＩＣＵ） 1,098 1,098
救急カート（感染） 7 7
救急カート（成人用、成人・小児合同） 197,148 197,148
採血室 2,467 2,467

小計 4,786,614 小計 5,002,883 216,269

163 薬剤部 111,167,024 薬剤部 111,167,024 0
合計 115,953,638 合計 116,169,907 216,269

②部門）棚誤差表
̲202250331 .Excel

①NEW棚卸し表
（総括） .Excel

集計段階で⼀部
除外（非表示）したため棚卸
216,269円の棚卸計上もれ

担当者引継ぎ資料
実地棚卸実施要領より
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 第４．県立中央病院「血液製剤棚卸」の計算誤り（棚卸過大計上） 

  

計量員 中央検査副室長

検査員 経営戦略課長

立会者 経営戦略課主幹

【注】単価は契約書から確認すること。

数量 金額 数量 金　額 数量 金　額

50065 新鮮凍結血漿－LR「日赤」240
血液400ml相当に対する

由来する血漿1袋 1 B 16,657 0 83 1,382,531 83 1,382,531 血液ｾﾝﾀｰ 18,322 16,657

50064 新鮮凍結血漿－LR「日赤」120
血液200ml相当に対する

由来する血漿1袋 1 B 8,328 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 9,160 8,328

50057 照射赤血球液－LR「日赤」2
血液400ml相当に対する

由来する血漿2袋 1 B 16,484 0 62 1,022,008 62 1,022,008 血液ｾﾝﾀｰ 18,132 16,484

50056 照射赤血球液－LR「日赤」1
血液200ml相当に対する

由来する血漿3袋 1 B 8,243 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 9,067 8,243

50041 照射濃厚血小板HLA－LR「日赤」10 10単位　約200ml 1 B 89,267 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 98,193 89,267

50038 照射濃厚血小板－LR「日赤」10 10単位　約200ml 1 B 74,313 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 81,744 74,313

50015 新鮮凍結血漿－LR「日赤」480 480ml 1 B 22,010 0 12 264,120 12 264,120 血液ｾﾝﾀｰ 24,210 22,010

献血アルブミン5％静注12.5g／250mL「JB」 25%50ml 1 B 0 61 0 61 0 ｴﾊﾞﾙｽ 4,342 3,948

献血アルブミン25％静注12.5g/50mL「ベネシス」 5%250ml 1 B 0 90 0 90 0 ｴﾊﾞﾙｽ 4,086 3,715

 計 0 0 308 2,668,659 145 2,404,539

計量員 中央検査副室長

検査員 経営戦略課長

立会者 経営戦略課主幹

【注】単価は契約書から確認すること。

数量 金額 数量 金　額 数量 金　額

50065 新鮮凍結血漿－LR「日赤」240
血液400ml相当に対する

由来する血漿1袋 1 B 18,322 84 1,539,048 83 1,520,726 -1 -18,322 血液ｾﾝﾀｰ 18,322 16,657

50064 新鮮凍結血漿－LR「日赤」120
血液200ml相当に対する

由来する血漿1袋 1 B 9,160 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 9,160 8,328

50057 照射赤血球液－LR「日赤」2
血液400ml相当に対する

由来する血漿2袋
1 B 18,132 50 906,600 62 1,124,184 12 217,584 血液ｾﾝﾀｰ 18,132 16,484

50056 照射赤血球液－LR「日赤」1
血液200ml相当に対する

由来する血漿3袋 1 B 9,067 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 9,067 8,243

50041 照射濃厚血小板HLA－LR「日赤」10 10単位　約200ml 1 B 98,193 0 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 98,193 89,267

50038 照射濃厚血小板－LR「日赤」10 10単位　約200ml 1 B 81,744 0 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 81,744 74,313

50015 新鮮凍結血漿－LR「日赤」480 480ml 1 B 24,210 12 290,520 12 290,520 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 24,210 22,010

献血アルブミン5％静注12.5g／250mL「JB」 5%50ml 1 B 3,817 59 225,203 61 232,837 2 7,634 ｴﾊﾞﾙｽ 3,817 3,470

献血アルブミン25％静注12.5g/50mL「ベネシス」 25%50ml 1 B 3,882 50 194,100 90 349,380 40 155,280 ｴﾊﾞﾙｽ 3,882 3,530

 計 255 3,155,471 308 3,517,647 11 199,262

数量 金額 数量 金　額 数量 金　額

50065 新鮮凍結血漿－LR「日赤」240
血液400ml相当に対する

由来する血漿1袋 1 B 16,657 84 1,399,188 83 1,382,531 -1 -16,657 血液ｾﾝﾀｰ 18,322 16,657

50064 新鮮凍結血漿－LR「日赤」120
血液200ml相当に対する

由来する血漿1袋 1 B 8,328 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 9,160 8,328

50057 照射赤血球液－LR「日赤」2
血液400ml相当に対する

由来する血漿2袋 1 B 16,484 50 824,200 62 1,022,008 12 197,808 血液ｾﾝﾀｰ 18,132 16,484

50056 照射赤血球液－LR「日赤」1
血液200ml相当に対する

由来する血漿3袋
1 B 8,243 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 9,067 8,243

50041 照射濃厚血小板HLA－LR「日赤」10 10単位　約200ml 1 B 89,267 0 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 98,193 89,267

50038 照射濃厚血小板－LR「日赤」10 10単位　約200ml 1 B 74,313 0 0 0 0 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 81,744 74,313

50015 新鮮凍結血漿－LR「日赤」480 480ml 1 B 22,010 12 264,120 12 264,120 0 0 血液ｾﾝﾀｰ 24,210 22,010

献血アルブミン5％静注12.5g／250mL「JB」 5%50ml 1 B 3,470 59 204,730 61 211,670 2 6,940 ｴﾊﾞﾙｽ 3,817 3,470

献血アルブミン25％静注12.5g/50mL「ベネシス」 25%50ml 1 B 3,530 50 176,500 90 317,700 40 141,200 ｴﾊﾞﾙｽ 3,882 3,530

 計 255 2,868,738 308 3,198,029 11 181,151

319,618 円

番号

「血液製剤棚卸」の計算誤り（棚卸過大計上）

血液ｾﾝﾀｰは税込で契約しているの
で、税抜き単価を計算すること。

帳簿残高 実　　測

①（誤）棚卸表

単価（税込） 税抜き
増　減

血　　液　　製　　剤　　棚　　卸　　表

令和7年3月31日

番号 品          名 規  格 包 装 単　価
増　減

①−② 棚卸過大計上額

単価（税込） 税抜き

単価（税込） 税抜き

実　　測 増　減帳簿残高
品          名 規  格 包 装 単　価

作成要領 （「税抜き単価」で計算するように指示。）
血　　液　　製　　剤　　棚　　卸　　表

番号 品          名 規  格 包 装 単　価

血液ｾﾝﾀｰは税込で契約しているの
で、税抜き単価を計算すること。

②（正）棚卸表

帳簿残高 実　　測

（誤） 税込み単価で計算している

税抜き単価を計算すること

（正） 税抜き単価で計算

R6/3/29

の在庫量を入力しています。

白字・赤背景は入力しています

アルブミンは製品名が異なります。番号はまだ確認していません。 新鮮凍結血漿480は加工後のクリオプレピシ
テートの本数を入れています。

帳簿残高は今回ファイルを頂いていま
せんので未登録です。

１

２

税抜き単価

税込み単価
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第５．県立厚生病院 貯蔵品（燃料関係管理状況一覧表） 

 厚
生
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第２項 たな卸資産減耗費過大計上について 

 

№２５ 

対象機関 中央病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

診療材料の棚卸資産減耗費について、現場担当者が物流管理システム「TrioBUPPIN 

NEXT」の操作要領を理解せず、１回入力すべきところを３回入力したことにより、棚卸資

産減耗費が三重計上となり、２回分の合計 649,000 円が過大計上となった。 

 

【第８節第１項 第１．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 

 

監査概要・現状 

 医薬品及び診療材料等管理に関する規定 

鳥取県病院局財務規程に定められている、物品（棚卸資産）の亡失又は損傷に関する条

項についての抜粋は以下のとおりである。 

 

 診療材料について、棚卸資産減耗費 （廃棄処分）を計上する際は、現場担当者が物流管

理システム「TrioBUPPIN NEXT」を操作して、「物品亡失損傷届及びてんまつ書」を出力し

て決裁を了した後に棚卸資産減耗費のリスト（集計表）を出力して起票している。 

 

問題点 

 物流管理システム「TrioBUPPIN NEXT」から出力された棚卸資産減耗費リスト（集計表）

と物品亡失損傷届及びてんまつ書の照合を行っていないため、三重に計上している事に気

づかなかった。 

今後の対応策 

現場担当者に対して物流管理システム「TrioBUPPIN NEXT」操作要領の周知・研修を行

うとともに、伝票の起案課である経営戦略課が棚卸資産減耗費リスト（集計表）と物品亡

失損傷届及びてんまつ書の照合を行うことにより誤りを防げる。 

 

(亡失又は損傷) 

第 51 条 物品を亡失又は損傷したときは、取扱員は直ちに亡失損傷届及びてんまつ

書を出納員に提出しなければならない。 

2 出納員は、前項の亡失損傷届及びてんまつ書を受けたときは、直ちにその事実を

調査し、意見を付して管理者に報告しなければならない。 

3 管理者は、前項の報告を受けたときは、これを審査し、結果を直ちに出納員に通

知するものとする。 
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  第３項 実地棚卸の際の立会いについて 

 

№２６ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 薬品及び診療材料の実地棚卸については、鳥取県病院局財務規程第 52 条（実地棚卸及び

立会）第１項で「毎事業年度少なくとも２回実地棚卸を行わなければならない。」、同条第

３項で「実地棚卸を行う場合は、病院の出納員は、病院長の指定する棚卸資産の受払に関

係のない職員を立ち合わせなければならない。」とされているが、それぞれＳＰＤ業者であ

る薬品については株式会社Ｃが、診療材料についてはＡ株式会社が実施した実地棚卸によ

り貯蔵品棚卸を集計しており、病院の関係者が実地棚卸の立会いを行っていない。 

 

【第８節第１項 第２．県立厚生病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】  

監査概要・現状 

 薬品及び診療材料についての実地棚卸は、それぞれ１名がＳＰＤ業者から提出された資

料を実地棚卸として集計している。 

 

問題点 

薬品及び診療材料についてそれぞれ１名が集計を行っている現状の体制において、効率

的に実地棚卸を行うのは困難である。  

今後の対応策 

実地棚卸を実施するためには、中央病院と同様の方式で、実地棚卸の「実施要領」を作

成・周知し、病院内の関係各部署に協力を依頼してマンパワーの提供をしてもらうととも

に、棚卸集計を行う過程の「業務フロー」を作成する必要がある。 

今後、組織の運営上の人事異動はあるが、異動後においても配属された担当者が困らな

いような組織運営（人員構成・業務内容）を行うべく、関係各部署における業務の目的や

目標を理解する研修体制を構築し、関係各部署の事務提要、実施要領及び業務フローを作

成する。  
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第９節 貯蔵品関係 

第１項 実地棚卸の際の棚卸評価方法について 
 

№２７ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 薬品の実地棚卸については、鳥取県病院局財務規程第 47 条（貯蔵品）第４項により、「物

品払出単価は、先入先出法によるものとする。」とされているが、前述記載のとおり実地棚

卸をすべてＳＰＤ業者である株式会社Ｃにまかせていたことから、「最終仕入原価法」によ

る棚卸評価を行っている。 

 

【第８節第１項 第２．県立厚生病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】  

監査概要・現状 

 薬品及び診療材料についての実地棚卸は、それぞれ１名がＳＰＤ業者から提出された資

料を実地棚卸として集計している。  

問題点 

薬品及び診療材料についてそれぞれ１名が集計を行っている現状の体制において、実地

棚卸を行うのは困難である。 

 

今後の対応策 

実地棚卸の棚卸評価方法は、「先入先出法」により棚卸評価を行うことが原則であるが、

薬価変動が年２回程度あることや、棚卸の個別評価を行う煩雑さを考慮すると、現状の財

務規程を変更して「最終仕入原価法」による棚卸評価にする方が一段と業務効率が上がる。 
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第２項 実地棚卸に係る原始記録である「実地棚卸表」の保管について 
 

№２８ 

対象機関 中央病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

薬品にかかる現場担当者が立会いをして集計を記載した「実地棚卸表」の原始記録の保

管をしていない。  

監査概要・現状： 

院内貯蔵品棚卸については、経営戦略課が起案文書により実施要領（組織図、指示書、

立会巡回先リスト、立会者確認表等）を作成して組織的・効率的に実施しているが、実施

した結果である原始記録の「棚卸表」の保管を行っていない。 

 

【第８節第１項 第１．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】  

問題点 

 病院局財務規程第 53 条 (棚卸表及び棚卸明細表)に、「病院の出納員は、前条の棚卸の

結果に基づき、棚卸表(様式第 26 号)を作成し、物品出納簿その他の記録と照合確認し、病

院長に報告しなければならない。」とある。 

 また、第２項には、「病院の出納員は、前項による棚卸の結果過不足を生じたときは、棚

卸過不足明細表及び意見書を作成し、病院長の承認を受けて物品出納簿の修正を行わなけ

ればならない。」とあり、実地棚卸を行った棚卸表の原始記録の保存については具体的に定

められてはいないものの、実地棚卸の証跡は残しておくべきものである。 

 

今後の対応策 

 発注担当課である、薬剤部において保管する。 
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第３項 勘定科目について 
 

№２９ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

重油・灯油の貯蔵品棚卸の勘定科目を借方（目）薬品（節）貯蔵）薬品、貸方 薬品費

に含めて計上している。  

監査概要・現状 

 燃料費の勘定科目を使用していない。 

 

問題点 

 厚生病院の勘定科目の計上が中央病院と統一されていない。 

 

今後の対応策 

中央病院と同様に、借方（目）燃料（節）貯蔵）燃料、貸方 燃料費と科目を計上すべ

きである。 

 

 
  



110 
 

第 10 節 医業費用(固定資産除却損）関係 

第１項 固定資産除却損について 
 

№３０、３１ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

１ 中央病院 

毎年、規定に沿って固定資産台帳に登載している固定資産と現場に設置している固定

資産の現物確認を行っているが、照合・確認できていない不明固定資産を最後まで解明

していないため、担当者へ再確認を依頼した。 

その結果、最終的に 23 台(件)の固定資産(取得価額 14,438,745 円)が、過去から確認

できていない固定資産若しくは既に現場サイドで不用と判断し、病院長への廃棄処理の

承認手続をしないまま廃棄してしまった固定資産であることが判った。 

２ 厚生病院 

  厚生病院の固定資産の内、26 台(件)を選定し、現物確認を実施した結果、「超音波ネプ

ライザーアトム１台」の現物が不明、また、「ノートパソコン２台」が壊れているが除却

の経理処理が未処理であった。 

また、現場で不用と判断し、病院長への報告がないまま廃棄していた 45 台(件)の固定

資産(取得価格 46,249,265 円)があることが確認された。 

 

【鳥取県病院局財務規程】 
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鳥取県病院局財務規程第 59 条に基づき、毎年、照合・確認するように規定されている

が、不突合資産(不明資産、廃棄済資産、設置場所移動等)を最後まで照合・確認する必要

がある。 

 また、鳥取県病院局財務規程第 60 条では、不要固定資産の処分については、病院長の承

認を受けなければならないと規定されており、廃棄・処分資産は、例規に従って病院長の

承認を受ける必要がある。 

 

監査概要・現状 

１ 中央病院 

固定資産台帳に登載している固定資産と現場に設置している固定資産の現物確認を毎

年、担当者が行っているが、最終的に不突合資産(不明資産、廃棄済資産、設置場所移動

等)を照合・確認できていない状況であった。 

その不突合資産が発生した主な要因として、平成 30 年 12 月中央病院が移設した時に、

固定資産を引継ぎしない不用な資産の適正な廃棄処理経理ができていない事や、その後、

現場で不要となった固定資産を廃棄する際、病院長への報告がなされないまま廃棄処理

がされていたため、固定資産台帳がそのままとなっていた。 

 

(物品の処分) 

第 49 条 出納員は、前条の規定による報告を受け、これを処分しようとするときは、

その理由、方法、予定価格等を具して局長又は病院長の承認を受けなければならな

い。ただし、売却してもその価格が売却に要する費用に達しないもの又は売却不適当

と認められるものは、廃棄するものとする。 

2 前項に規定する処分の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 再用又は再生 

(2) 庫入 

(3) 売却 

 

(実地照合) 

第 59 条 管理者は、出納員をして毎事業年度固定資産の実態について固定資産台帳と

照合し、確認させるものとする。 

 

(不要固定資産の処分) 

第 60 条 固定資産が不要となったとき、又はこれを撤去し、若しくは取りこわしたと

きに生じた物件の処分については、第 49 条の規定を準用する。 
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２ 厚生病院 

  現場で不要となった固定資産を廃棄する際、現場サイドで廃棄しており、その都度、

病院長へ報告し、承認するような手続を経ずに会計処理がされていた。 

 

問題点 

 毎年、確認している固定資産台帳と現物確認の開差に係る不明固定資産について、最終

的な照合・確認作業ができていない事及び現場で不要となった固定資産がある場合には、

横の連絡が不十分であった。 

 

今後の対応策 

 毎年、固定資産の管理確認は、職員全体の協力の下、確実に照合するとともに、今後は、

現場で不要となった固定資産は、必ず病院長の承認を受けて処分するよう関係職員への周

知が必要である。 

 

  

ウェットフィールドコードレスコアギュレーター 199,000 減圧マット 112,500 バイポーラ鉗子 289,820

ミニクワドＭＱ 104,000 除細動器（ペーシング機能付） 1,798,000 送信機 378,000

ＮＳＴ用リクライニングチェア 102,000 アイシングシステム 406,400 ヘッドライト 168,000

おむつ交換車 115,000 血管吻合練習用ﾏｲｸﾛ実体顕微鏡 199,800 ベッドサイドモニタ 573,000

エマージェンシーベッド 380,000 中心静脈挿管ｼﾐｭﾚｰﾀｰ 340,000 クライアントモニタ 1,040,000

おむつ交換車 123,000 感染防止型掃除機 190,325 ドプラ胎児診断装置 214,400

ストレッチャー 234,000 与薬カート 320,000 内視鏡スコープ①(上部) 6,201,500

自動血圧計 190,000 Ｃフレーム 760,000 23台(件）計 14,438,745

肋木運動器　GH-29 36,000 超音波診断装置(救急外来)　 3,450,000 温風式加温システム　 188,910

訓練用腰掛　GH-37 30,300 ストレッチャー　 190,000 ストレッチャー 600,000

キュリ－メ－タ　IGC-3 1,630,000 光凝固装置　 13,470,000 心電計 800,000

トリートメントテーブル　 1,250,000 ドプラー（ﾌﾟﾛｰﾍﾞなし）　 116,000 自動血圧計 160,000

十二指腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ 2,740,000 患者監視装置（送信機No.３） 346,400 自動血圧計 113,500

パラフィン伸展器 156,000 患者監視装置（送信機No.４） 346,400 超音波診断装置 5,200,000

電気温水器 100,000 患者監視装置（送信機No.５） 346,400 血液ガスシステム 1,330,000

気管支ビデオスコープ　 2,200,000 回診車　RO-6775 160,000 ＳＺＡＢＯ－ＢＥＲＣＩニードルホルダー 148,050

内視鏡鼻内手術用処置具　 1,695,000 電動油圧診察台　 216,000 ＳＺＡＢＯ－ＢＥＲＣＩニードルホルダー 148,050

上部消化管汎用ビデオスコープ　 2,100,000 ウェルタイプ測定装置　 950,000 ストレッチャー 220,000

ＷＡＩＳ－Ｒ成人知能検査機器 152,450 開頭セット 1,730,000 ベッドサイドモニタ 723,200

剥離剪刀　JMS　9009-738SC 235,000 ネブライザ　サニライザ 126,500 ベッドサイドモニタ 723,200

スノーディスペンサー 115,000 人工呼吸器用加温加湿器　 197,500 ステラッド　VELOCITY リーダー 150,000

筋弛緩モニタリング装置 361,905 人工呼吸器用加温加湿器　 197,500 45台(件）計 46,249,265

ストレッチャー（３） 206,000 超音波骨折治療器　 380,000

電動診察台 354,200 アドバンス　バイポーラピンセット　 159,800

〇未承認廃棄済固定資産（中央病院)

〇未承認廃棄済固定資産(厚生病院)

帳簿原価固定資産名称 帳簿原価 固定資産名称 帳簿原価 固定資産名称

固定資産名称 帳簿原価 固定資産名称 帳簿原価固定資産名称 帳簿原価
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第２項 マニフェストの保存について 
 

№３２ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 医療機器を含む産業廃棄物を廃棄する際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄

物処理法」という。)には、排出事業者(厚生病院)の責任で廃棄することが求められている。 

撤去・廃棄処分を依頼している業者から産業廃棄物に対するマニフェストを受け取ってい

るが、保存していない。(23 件) 

監査概要・現状 

医療機器を含む産業廃棄物を廃棄する際、自社で産業廃棄物を廃棄した場合では、マニフ

ェストを取得し、保存している。 

新たに機械等を購入する際に当該機器の納入業者に撤去・廃棄処分を依頼している場合

は、排出事業者は厚生病院であり、産業廃棄物に対するマニフェストの取得、保存が必要で

あるが、保存が無かった。 

問題点 

 廃棄物処理法にて、排出事業者(厚生病院)の責任にて廃棄することが求められているが、

直接廃棄した場合のみだと勘違いし、廃棄物処理法の趣旨を理解していなかった。 

今後の対応策 

 担当者だけでなく関係職員へ廃棄物処理法の趣旨を再周知する必要がある。 

特に医療関係機関において感染性廃棄物と非感染性廃棄物に区分して、許可を得ている業

者に適切な廃棄を依頼し、確実にマニフェストの保存を行う。 

 

  

集塵装置付調剤台　MRN-1000DWS 令和06年11月29日 デジタルガンマカメラシステム　Symbia E 令和06年06月28日

システム乾燥機　SNK-1152 令和06年12月20日 全身用ﾏﾙﾁｽﾗｲｽCTｽｷｬﾅｼｽﾃﾑ　AQUILION PREMIUM 令和06年10月23日

薬品保冷庫　MPR-1013 令和06年08月01日 高圧蒸気滅菌器　HG-50 令和06年12月20日

検診ユニット　EU-55 (1) 令和07年03月06日 電子内視鏡システム　EVIS LUCERA（１） 令和07年02月13日

超音波診断装置(中央検査室)　 令和06年12月11日 電子内視鏡システム　EVIS LUCERA（２） 令和07年02月13日

逆浸透精製水製造装置　MX252-D 令和07年01月18日 診療ユニット　EU-55　Eライト付 令和07年03月06日

ＩＣＵベッド　KA-8701 （５） 令和06年11月27日 超音波接続ケーブル　MAJ-1597 令和07年02月13日

血圧脈波検査装置　VS-1500N 令和06年08月01日 乳房Ｘ線撮影装置 令和07年03月24日

トランスファーストレッチャー　KK-728 令和06年09月09日 放射線動画システム 令和07年03月03日

自動汚物容器洗浄消毒装置（壁掛け便尿器ラック含む） 令和06年10月23日 ロボクープ 令和06年07月24日

自動汚物容器洗浄消毒装置　TP20AT 令和06年10月23日 マルチスライス式コンピュータ断層撮影装置（３２０列） 令和06年12月16日

自動汚物容器洗浄消毒装置　TP20AT 令和06年10月23日 計　23件

〇納入業者に撤去を依頼しマニフェスト保存がない明細

処分年月日固定資産名称 固定資産名称 処分年月日
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第 11 節 医業費用(減価償却費）関係 

第１項 固定資産に係る耐用年数誤りについて 
 

№３３ 

対象機関 厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

取得金額が 20 万円未満の固定資産(78 件)の耐用年数は、地方公営企業法施行規則別表

第二号より耐用年数３年と規定されているが、誤って、通常の固定資産の品目毎の年数に

より減価償却費を算出していた。 

また、除細動器(２台)の耐用年数を６年(医療機器 その他のもの レントゲンその他の

電子装置を利用する機器 その他のもの)とすべきところを誤って５年としていた。 

 

監査概要・現状 

 固定資産台帳に登載された各資産について、耐用年数の適否について検証したところ、

地方公営企業法施行規則別表第二号より、20 万円未満の固定資産(78 件)の耐用年数は、３

年となっているにも関わらず、品目毎の耐用年数で減価償却費を計上していた。 

 また、厚生病院と中央病院の固定資産を比較したところ、同じ固定資産にも関わらず、

耐用年数が違っている固定資産があった。 

 

問題点 

 担当者は、前任者から引き継ぐ際、連絡がスムーズにうまく引継ぎがなされなかった事

と地方公営企業法施行規則別表第二号より耐用年数３年と規定されている事を失念してい

た。 

 

今後の対応策 

取得金額が 20 万円未満の固定資産の場合は、耐用年数３年で減価償却することとし、管

理担当者が代わっても、引継事項に盛り込む等、適切に処理ができる体制にする。 
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第 12 節 医業費用(固定資産台帳）関係 

第１項 固定資産台帳について 
 

№３４、３５ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

中央病院と厚生病院の固定資産台帳を確認したところ、固定資産ソフトのシステムの表

示上、使用中の資産が数量０と表示されていた事や、実態は除却して無い資産が固定資産

台帳上では、現状区分に使用中と表示されていた。 

また、厚生病院の固定資産に貼付している管理するためのシールが剥がれていたものが

ある。 

おって、当該シールは、両病院で使用しているが、固定資産台帳のシステムと連動して

なく、個別に担当者が作成しており、効率的な事務管理でない。 

 

監査概要・現状 

中央病院と厚生病院の固定資産台帳を確認したところ、固定資産ソフトのシステムの表

示上、使用中の資産が数量０と表示されていた事や、実態は除却して無い資産が固定資産

台帳上では、現状区分に使用中と表示されていた。 

また、固定資産を管理するシールを固定資産に貼れる場合には個別にシールを作成して

貼っているが、厚生病院では、シールが剥がれた場合に貼り忘れがあった。 

現状では、固定資産を固定資産台帳に登録する業務とは別にシールだけを作成する業務

をしている。 

 

問題点 

固定資産管理をする上で、現物（シール添付固定資産）と固定資産台帳とを照合する際、

確認しづらくなる。 

また、管理する固定資産台帳の表示が誤っていたら、確認作業に手間がかかる。 

今後の対応策 

次回、固定資産システムの更新時に、使用中の数量表示や除却した資産の使用中の表示

のプログラム補正を依頼するとともに、固定資産をシステムに登録したら連動してシール

まで作成できるシステムに更新することが事務管理の効率化につながると思われるので検

討されたい。 
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第 13 節 医業費用(修繕費）関係 

第１項 修繕費・資本的支出について 
 

№３６、３７ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

１単位の取得価格が 10 万円以上の資産取得について、他の固定資産の維持に必要なもの

とし、修繕費として会計処理を行っていたが、固定資産として管理すべき支出であると認

められた。 

１ 中央病院 

  院内保育所テラス陽覆い設置       726,000 円 

  カメラ映像分岐及び無線音声用カメラ設置 168,575 円 

２ 厚生病院  

  第１駐車場入口表示灯          848,100 円  

監査概要・現状 

鳥取県病院局財務規程において、固定資産は以下のように定義されている。 

 

【鳥取県病院局財務規程】 

 
新規の固定資産は一つの機能を発揮するために不可分な単位ごとに認識する必要があ

り、固定資産計上の検討が不十分であった。 

 

問題点 

 費用配分の原則、費用収益対応の原則に基づいて固定資産計上が必要であり、固定資産

計上の判断を誤ると、期間損益計算が適切に行われない。 

修繕と資産計上の区分に関する明確な判断基準が整備されておらず、各所属における判

(固定資産の範囲) 

第 54 条 この章において「固定資産」とは、別表に定める固定資産をいう。ただ

し、１年以内に消耗するもの又は取得価格が 10 万円未満のもの(建物、構築物

及び機械装置の構成部分として附属するものを除く。)は、固定資産に含まない

ものとする。 

 

別表(第６条関係) 

有形固定資産 

１単位(１個、１セット、１台等)の取得価格が 10 万円以上のもの(取得価格には、

手数料、周旋料、搬入費、据付費等これを取得するために要した費用を含む。)。た

だし、１年以内に消耗するものを除く。 
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断が担当者の経験や慣行に依存している可能性がある。 

 

今後の対応策 

財務情報の正確性や透明性の確保の観点から、固定資産計上及び資本的支出と修繕費の

区分に関する統一的な判断基準を策定し、関係職員に周知徹底する必要がある。 
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第 14 節 医業費用(消費税）関係 

第１項 消費税の特定収入の判定について① 

 

№３８ 

対象機関 病院局総務課 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

寄付金収入の 1,000,000 円について、消費税の課税区分は、特定収入に分類されている。

その特定収入に対応する仕入の課税仕入れ等を使途特定の特定収入及び使途不特定の特定

収入に区分される。その区分により、仕入税額控除金額が異なり、消費税額の金額に影響

が生ずることとなる。 

寄付金の申込書に「車椅子等の購入に役立ててください。」と記載があり、課税仕入れの

購入予定が明らかでないため、使途不特定の特定収入にする必要があったが、使途特定の

特定収入にしていた。 

 

監査概要・現状 

地方公共団体など一定の団体においては、収入に占める特定収入の占める割合が５％以

上の場合には、特定収入の金額について、課税仕入に係る消費税額から特定収入に係る課

税仕入れ等の税額のうち一定の金額を控除する調整をしなければならない。 

地方公共団体の消費税においては、複雑な調整が必要なため、個々の取引内容を緻密に

検討することとした。 

問題点 

課税仕入れ等に係る消費税額から、控除することとなる特定収入に係る課税仕入れ等の

税額については、次のように計算する。 

特定収入のうち使途が特定されていれば、課税仕入れ等に係る特定収入の消費税額に課

税売上割合を乗じた金額（以下「Ａ」）という。）となる。特定収入のうち使途が不特定の

ものは、通常の計算により算出した課税仕入れ等に係る消費税額－Ａ（マイナスＡ）に調

整割合を乗じて計算した金額（以下「Ｂ」という。）となる。 

このＡ＋Ｂの金額を課税仕入れ等に係る消費税額から控除することになる。 

従って使途特定の特定収入に該当すれば、消費税額は全額控除になるが、使途不特定の

特定収入に該当すれば消費税額は一部控除になるため、今後は、内容をよく確認する必要

がある。 

今後の対応策 

特定収入のうち使途が特定されているのか特定されていないのかの判断を寄付金収入の

申込書などで明確にし、確認する必要がある。 
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【特定収入の概要】

【仕入税額控除の計算の特例イメージ】
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第２項 消費税の特定収入の判定について② 
 

№３９ 

対象機関 病院局総務課 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

令和５年度救急講習補助支援事業として厚生病院に 4,029 円入金されている収入につい

て、過年度事業のため令和６年度に支出がないとのことで使途不特定の特定収入にされて

いるが、過年度事業であっても法令又は交付要綱等で使途が特定されているのかどうかで

判断するべきである。 

 また、過去の消費税の申告について、誤りがあったため令和６年度に消費税の更正の請

求書を提出している。 

消費税の還付金、厚生病院 17,600 円、中央病院 13,200 円については特定収入としてい

るが、特定収入ではない。 

 

監査概要・現状 

地方公共団体など一定の団体においては、収入に占める特定収入の占める割合が５％以

上の場合には、特定収入の金額について、課税仕入に係る消費税額から特定収入に係る課

税仕入れ等の税額のうち一定の金額を控除する調整をしなければならない。 

地方公共団体の消費税においては、複雑な調整が必要なため、個々の取引内容を緻密に

検討することとした。 

 

問題点 

過年度事業であっても交付要綱等で使途を確認すること。 

また、還付金は特定収入ではないため注意が必要である。 

 

今後の対応策 

 病院局内においてダブルチェックを行う。 
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第３項 消費税に係る申告について 
 

№４０ 

対象機関 中央病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

１ 前年度の経費（医療機器賃貸借料）の返金 6,900 円を経費（課税仕入）の減少とすべ

きところ、収入（課税売上）に計上されており、課税売上割合に影響する。 

２ 修繕引当金 38,487,077 円を取崩したことにより、相手科目が修繕費の消費税課税区分

を誤って課税仕入れから控除しており過大に消費税を納付していた。 

 

監査概要・現状 

１ 前年度の経費の返金を、「仕入れに係る対価の返還等」にする必要があったが、収入（課

税売上）に計上されていた。 

この収入（課税売上）に計上されることで、課税売上割合が変わり、消費税に影響が

生じていたことが確認された。 

 

２ 修繕費(38,487,077 円)を消費税の課税仕入から控除可能であったが、誤って控除され

ていなかった。 

 

問題点 

１ 消費税申告に係る計算に必要な課税売上割合が変更となるため、消費税額に影響する。 

２ 課税仕入れの合計金額に 38,487,077 円を加算することが可能で、税務署に対して消費

税の更正の請求をし、消費税額を還付(38,487,077 円×10／110×課税売上割合（約２．

1％）＝73,475 円)してもらうことができる。 

 

今後の対応策 

１ 前年度の経費の戻りがあれば収入（課税売上）ではなく経費のマイナスの科目で処理

をする必要がある。 

２ 諸口勘定(引当金等)を使用する場合には、消費税の課税区分を再確認する必要がある。 
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第４項 公舎(住宅)貸付に係る消費税について 
 

№４１、４２ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

消費税の課税関係は、公舎(住宅)の貸付は非課税、駐車場の貸付は課税と定められてい

る。 

中央病院・厚生病院では、公舎(住宅)の貸付と駐車場の貸付を別々に契約している。 

公舎(住宅)の貸付を行う場合は、駐車場分を１台含めて契約すれば消費税法基本通達６

-13-１、及び６-13-３により駐車場相当分が公舎(住宅)の貸付と一体とみなされ、消費税

が非課税となる取扱いとなっている。 

公舎(住宅)と駐車場の両方を借りている職員は、駐車場を含めて契約すれば節税となる。 

 

監査概要・現状 

中央病院・厚生病院では、職員への公舎(住宅)の貸付と駐車場の貸付を別々に契約して

おり、消費税の計算において、公舎(住宅)の貸付は非課税、駐車場の貸付は課税に区分し

て消費税の申告をしている。 

 

問題点 

公舎(住宅)と駐車場の両方を借りている職員は、駐車場を含めて契約すれば、駐車場貸

付の消費税相当額が節税となる。 

 

今後の対応策 

公舎管理規程などの公舎の貸付に関する書類を改正する時があれば、駐車場を公舎(住

宅)の貸付に含めて行うことで１台分に限り駐車場に係る消費税相当額が非課税となるの

で検討をされたい。 
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第 15 節 医業外収益(駐車場収入）関係 

第１項 職員への駐車料金の徴収について 

 

№４３ 

対象期間 中央病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 通勤手当支給者と駐車場利用者を照合・検証したところ、不一致者が 31 名いた。 

当該 31 名について担当者を通じて、駐車場の利用の有無を聞き取りした結果、駐車料金

を徴収していない者が１名いた。 

 監査後、過去に遡って 367,200 円を調定し、本人から徴収することとした。 

 

監査概要・現状 

 中央病院は、病院敷地内に患者・来客用及び職員用の駐車場を設けている。 

 駐車場の利用は、患者・来客用は無料だが、職員は使用申請書を提出してもらい、月 3,200

円の利用料金を徴収している。 

職員は、市内の交通事情もあり、自家用車で通勤している者が多い状況となっている。 

 駐車場を利用するにあたっては、職員からの利用申請書だけで手続を終えていた。 

 

問題点 

 職員からの利用申請だけで手続を終えるのではなく、事後において確認・検証がされてい

なかった。 

 

今後の対応策 

 当人への調定を終了しており、全額納入済である。 

 駐車場を利用するにあたっては、職員からの利用申請書だけで手続を終えるのではなく、

事後において確認・検証が必要である。 

 

 

区分 人数 区分 人数

駐車場利用徴収漏れ 1 家族に送迎してもらう 3

自転車・バイクを利用 12 近隣の駐車場利用 2

公共交通機関を利用 5 長期研修のため通勤手当を後日精算 2

駐車場利用料・通勤手当の訂正済 5 産休 1

31聴き取り合計

〇通勤手当支給者のうち、駐車場利用料の徴収がない者
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第 16 節 システム関係 

第１項 財務会計システムのアカウント棚卸について 

 

№４４ 

対象機関 病院局総務課 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

財務会計システムの職員の権限について、病院局から他部局に異動した場合に、アカウ

ントの削除を行っていなかった。 

そのため、職員が病院局から他部局に異動した後も、病院局の財務会計システムにログ

インできる状態であった。  

監査概要・現状 

 病院局において、病院局独自の財務会計システムを利用して予算・決算や日々の予算執

行等を行っている。 

財務会計システムは、職員のＩＤとパスワードを入力することで利用することができる。

そのため、職員が他部局から病院局に異動になった場合には、その職員が財務会計システ

ムを利用する場合、財務会計システムに新たにその職員のＩＤとパスワードを登録し、利

用できるようにしている。 

 しかし、病院局に従事していた職員が、他部局に異動になった際に、当該職員に係るア

カウントを削除していなかった。 

 

問題点 

 他部局に異動した職員のアカウントを削除しないと、病院事業に関与していない職員が、

病院事業の会計を操作することが可能となる。 

 

今後の対応策 

 異動があった際、もしくは、年に一度は財務会計システムのアカウントの棚卸を行い、

不要なアカウントについては権限を削除することが望ましい。 
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第２項 ＤＸ推進による人事システムの活用について 

 

№４５、４６、４７ 

対象機関 病院局総務課、中央病院、厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

人事に関連するシステムが複数存在し、例えば、新規採用者の発令までに、氏名・住所

などの同一項目を複数のシステムに手入力する必要があるなど、業務効率が悪い点が見受

けられた。 

また、会計年度任用職員については、給与・勤怠管理等はシステムで行えているものの、

評価情報等はエクセル管理となっており、手作業が多く介在している。  

監査概要・現状 

 人事に関するシステムは、「給与・勤怠管理システム」によって給与の情報を管理（給与

の昇給や育休・休職発令時の給与の切り替え等）しており、「人事管理システム」によって

正職員の昇給等の履歴を管理し、「人事評価システム（イントラネット）」によって正職員

の人事評価情報を管理している。 

これらのシステムはそれぞれ自動で連携するような機能はなく、各システムに情報を入

力する必要があるため、例えば同じ職員の発令等があった場合に、複数のシステムにそれ

ぞれ手作業で情報を反映しなければならない。 

また、人事評価については、会計年度任用職員の評価情報の管理についても課題がある。 

令和６年度の時点で、病院局で採用している会計年度任用職員は、一般職で 400 名程度

いる。 

ここで、会計年度任用職員以外の正職員の人事評価については、人事評価システムを利

用して評価している。当該人事評価システムは、イントラネットにあり、イントラネット

に入る権限がない会計年度任用職員は利用することができない。 

その結果、会計年度任用職員については、当該システムは利用できず、エクセルもしく

は紙で人事評価を管理している。 

そのほか、職員の年末調整は給与・勤怠管理システムで行うが、本庁で勤務する職員に

は、基本的に一人一台のパソコンが支給されているため、年末調整は各人のパソコンから

行うことができる。 

一方で、病院職員の場合は、医師、看護職などは一人一台のパソコンが支給されていな

いため、年末調整の時期になると、入力をめぐって長蛇の列ができることもある。 
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問題点 

病院局の場合、会計年度任用職員が多い、個人パソコンを貸与されていない職員が多い

など、他部局の組織とは異なる点が多いが、その特殊性を反映した人事システムの活用と

なっていない。 

今後の対応策 

病院局において、現在分散している人事システムを統合した人事システムを採用し、手

作業による管理を削減し、業務改善することが望まれる。 
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第３項 医療ＤＸの推進について 

 

№４８、４９、５０ 

対象機関 病院局総務課、中央病院、厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

 医療ＤＸの推進に課題があり、患者情報の共有や診療の効率化が進まず、医療現場の負

担が増加している。 

結果として、迅速で的確な治療が困難になり、地域医療の質や安全性にも悪影響を及ぼ

す可能性がある。  

監査概要・現状 

医療ＤＸとは、保健・医療・介護の各段階（疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤

処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研

究開発など）において発生する情報やデータを、全体最適化された基盤（クラウドなど）

を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標

準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会

や生活の形を変えることである。 

 このため、国、厚生労働省では、医療ＤＸの推進を地域医療にも求めており、医療ＤＸ

推進本部や「医療ＤＸ令和ビジョン 2030」厚労省推進チームを設置し、健康・医療・介護

情報利活用検討会なども進めている。 

 一方で、中央病院や厚生病院においては、医療ＤＸの推進が十分とは言えない状況であ

る。例えば、中央病院の「鳥取県立中央病院経営強化プラン」において、医療ＤＸについ

ては、「オンライン資格確認の機能拡張及び電子カルテ情報の標準化等の「医療ＤＸ」につ

いても、適時適切に対応していく。」としか記載がなく、具体的な方針はない。 

 また、厚生病院で行った、「将来構想ヒアリング(10/30-31 実施)結果」においては、看護

記録業務の負担軽減のため、看護記録支援システムの導入等の声がヒアリング結果として

挙がっていた。 

 今回の監査にあたり、医療ＤＸとして今後導入を検討しているシステムについて、中央

病院、厚生病院に聞き取りをしたところ、以下の回答があった。 

 

 中央病院回答 

・病床管理支援業務システム（病床の利用状況等を可視化し、ベッドコントロールの

最適化を図るシステム） 

・生成ＡＩを活用した退院サマリー等の文書作成支援システム 

・スマートフォンを使用した電子カルテの音声入力 

・ｗｅｂ診療予約システム（診療所向け） 

特に「病床管理支援業務システム」、「web 診療予約システム」の早期導入が求めら
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れていた。 

 

 厚生病院回答 

・勤務表作成ソフト 

・手を離さず情報のやりとりができるようにするためのインカム 

・電子カルテの入力を効率化できるアプリケーション入りスマートフォン 

 

問題点 

現場からシステム導入について多くの要望があるということは、医療ＤＸとして対応す

べき事項が山積していることを意味する。システムの導入には当然ながら費用対効果が求

められるものの、積極的に検討することが望ましい。 

 

今後の対応策 

医療ＤＸについて、業務効率化につながるものであれば、積極的な検討を行うことが望

ましい。 

 

 
  



129 
 

第４項 医療情報システムの監査について 

 

№５１、５２ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

 中央病院、厚生病院ともに、医療情報システムについて、情報セキュリティポリシーや

運用管理規程を設けており、監査を定期的に受ける規定がある。 

しかし、中央病院では、令和６年度に監査は実施されておらず、令和７年度に外部監査

を受ける予定である。 

また、厚生病院では令和５年度に指名競争入札を行い、コンサルティング会社からセキ

ュリティに関する外部監査は受けているが、運用全体に関する監査は未実施である。  

監査概要・現状 

 中央病院は令和６年度に「鳥取県立中央病院 情報セキュリティポリシー」（以下「情報

セキュリティポリシー」という。）を策定した。情報セキュリティポリシーは、組織内の情

報セキュリティを確保するための、方針、体制、対策等を包括的に定めた文書である。情

報セキュリティの基本的な考え方を定める「基本方針」と「対策基準」について記載され

ている。また、情報セキュリティポリシーに基づき策定される「実施手順」については、

「鳥取県立中央病院情報セキュリティ運用管理規程」（以下「運用管理規程」という。）等

の実施手順として別途定めている。なお、運用管理規程は、情報セキュリティポリシーが

定められる前の平成 31 年１月から施行されており、情報セキュリティポリシーの規定によ

り、令和７年４月に改正して施行されている。 

 当該情報セキュリティポリシーや運用管理規程において、監査について以下とおり定め

られている。 

 

【鳥取県立中央病院情報セキュリティポリシー】 

８ 評価・見直し（監査・自己点検） 

（１） 監査 

ア 実施方法 

CISO は、監査責任者を指名し、情報セキュリティ対策状況について、定期的及び必要

に応じて監査を行わせなければならない。 

（後略） 
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【鳥取県立中央病院情報セキュリティ運用管理規程】 

３－９情報セキュリティ監査 

監査については、別に定める「鳥取県立中央病院情報セキュリティ監査規程」によるも

のとする。 

 

 したがって、情報セキュリティポリシーにも、運用管理規程にも監査について定められ

ているものの、令和６年度においては、監査が実施されていなかった。また、「鳥取県立中

央病院情報セキュリティ監査規程」も包括外部監査実施時点では定められていなかった。 

 次に、厚生病院については、「鳥取県立厚生病院医療情報システム運用管理規程」（平成

19 年５月施行）が定められており、当該規程には、以下のように定められている。 

 

【鳥取県立厚生病院医療情報システム運用管理規程】 

（医療情報システムの監査） 

 第 9 条 システム管理責任者は、監査責任者を指名し、医療情報システムの運用管理

状況等について監査を実施させ、監査結果の報告を受け、問題点の指摘等がある場

合には、直ちに必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 監査は、定期的に実施し、実地監査を原則とする。ただし、システム管理責任者

が必要と認めた場合は、臨時の監査又は書面による監査を実施することができる。 

 

 厚生病院ではこの規定に基づいて、令和５年度に医療情報システムについて、セキュリ

ティに関する外部監査を実施している。外部監査は指名競争入札を行い、コンサルティン

グ会社が実施した。 

 しかし、運用全体に関する監査は実施しておらず、かつ、令和６年度には監査は実施さ

れていなかった。 

 

問題点 

 情報セキュリティポリシーや運用管理規程で監査を定期的に実施する旨が定められてい

るが、中央病院は実施されておらず、厚生病院では一部が不定期に実施されたのみであっ

た。 

 また、監査の具体的な範囲、計画等も存在していなかった。 

 

今後の対応策 

 「情報セキュリティ監査規程」等、監査に関する規程を定め、具体的な実施時期、範囲

等を定めることが望まれる。 

 また、当該規程に基づいて、情報セキュリティポリシーや運用管理規程のとおり、定期

的に実効性のある監査をすることが望まれる。 
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第 17 節 その他関係法令(安全運転)関係 

第１項 公用車及び自家用車公務使用時の呼気検査について 

 

№５３、５４ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

 安全運転管理者制度の導入に伴い、公用車、自家用車公務使用時に運転者の酒気帯びの

有無の確認（アルコール検知器を用いた確認）、確認内容の記録等を行う必要があるにも関

わらず、公務で公用車及び自家用車公務使用者の内、呼気検査を未実施又は記録の保存が

ない者があった。 

 

監査概要・現状 

 公用車、自家用車公務使用時に運転者の酒気帯びの有無の確認（アルコール検知器を用

いた確認）、その確認内容の記録等の確認を実施したところ、規則上、呼気検査を実施する

事となっているが、一部の者が呼気検査の未実施又は確認内容の記録の保存が無かった。 

 

問題点 

 各職員の自覚不足や部内での安全運転管理者制度の重要性の周知徹底が不十分であっ

た。 

 

今後の対応策 

 再度、職員への周知徹底と公用車、自家用車公務使用の際には、上司からの声掛けなど、

院内の環境造りの構築等により習慣化する必要がある。 

  

 

 

  

区分
公用車及び自家用
車公務使用件数

左の内未実施件数
又は保存無件数

未実施割合

中央病院 831 54 6.5%

厚生病院 463 44 9.5%

計 1,294 98 7.6%

〇呼気検査未実施等状況
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第 18 節 その他関係法令(印紙税)関係 

第１項 印紙税過大納付分の契約書受領について 

 

№５５ 

対象機関 中央病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

印紙税の非課税文書である契約書に、4,000 円の印紙をちょう付しているものを保管し

ていた。 

  

監査概要・現状 

 印紙がちょう付されていた契約書は以下のとおり。 

 

中央病院 

契約 

年月日 
名称 受託者 契約内容 期間 

契約金額 

（消費税抜） 

単位：円 

ちょう付 

印紙税額 

単位：円 

印紙税 

課税・非課税 

（ 号文書） 

R4.1.21 

入院患者等

寝具類賃貸

借契約書 

Ｄ株式会社 

入院患者等の

寝具類に係る

賃貸借 

R4.4.1 ～

R7.3.31 

１床当たり 

182 円 

（消費税別） 

4,000 非課税 

 

問題点 

印紙税の非課税文書に印紙をちょう付していた。 

 

今後の対応策 

 印紙 4,000 円がちょう付されている契約書については、非課税文書である事から、納

税義務者である契約受託者に契約書原本を返却して、契約受託者が所轄税務署長に対し

て「印紙税過誤納確認申請（兼充当請求）書」の所定事項を記載し、当該契約書原本の印

紙を剥がさずに提出し、税務当局が当該契約書原本に確認印を押印して返却を受けたも

のを、再度中央病院において保管すれば、印紙税相当額が契約受託者に還付される。 

印紙の課税・非課税判定にあたっては、契約内容（文章）により判断が困難な場合があ

る。 

契約文書によって印紙税の課税・非課税の判断が困難な場合は、国税当局に対して契約

書原本の提示をして判断を仰ぐようにすること。 
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第２項 印紙のちょう付もれについて 

 

№５６、５７ 

対象機関 中央病院、厚生病院 指摘・意見 指摘 

監査結果（問題項目の説明） 

国や地方公共団体と契約を締結する場合、国や地方公共団体（県）が契約書を作成する

場合、その契約書に印紙税は課税されない（印紙税法第５条第２号）。 

例えば、民間企業が国や地方公共団体（県）と契約書を締結する場合、民間企業が契約

締結後に保存する契約書は、国や地方自治体が作成したものとみなされる（印紙税法第４

条第５項）ので、印紙のちょう付は不要ということになる。 

一方で、国や地方公共団体が契約締結後に保存する契約書は、民間企業が作成したもの

とみなされるので、民間企業が所定の印紙をちょう付する必要がある。 

下図のように、民間企業と国や地方公共団体（県）が契約書を締結する場合、必ず、印

紙税のちょう付された契約書を国や地方公共団体（県）が保存するようにし、印紙のちょ

う付されていない契約書を民間企業が保存する。 

 

 

 これを踏まえて、保管している契約書に印紙がちょう付されていないものがあった。 

 

【第８節第１項 第１．県立中央病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 

【第８節第１項 第２．県立厚生病院 実地棚卸、棚卸減耗損計上 業務フロー 参照】 

  

請負
契約書

請負
契約書

保管 保管

国や

地方公

共団体

(県)

民間

企業
請負契約

民間企業が作成したものと

みなされ、印紙貼付必要

国や地方公共団体が作成したも

のとみなされ、印紙貼付不要

国や地方公共団体と契約する場合の印紙
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監査概要・現状 

各病院の印紙ちょう付が必要な契約書は以下の表のとおり。 

 

中央病院 

No. 
契約 

年月日 
名称 受託者 契約内容 期間 

契約金額 

（消費税抜） 

単位：円 

印紙税額 

単位：円 

印紙税 

課税・非課税 

（ 号文書） 

1 R4.2.1 
医薬品調達管理業

務委託契約書 
株式会社Ｂ 

医薬品の継続的な売買及び甲が乙に

対して委託する医薬品調達業務（調

達、納品、在庫管理、消費管理、棚卸

及びクレーム処理） 

R4.2.1～ 

R7.3.31 
10,157,760 20,000 

課税 

（２号文書） 

2 R3.11.25 
診療材料等調達管

理業務委託契約書 
Ａ株式会社 

診療材料等、事務用品、日用雑貨及び

印刷物及び印刷物の継続的な売買及

び甲が乙に対して委託する診療材料

等物品調達業務（調達、納品、搬送、

在庫管理、消費管理及び棚卸） 

R3.11.12～ 

R7.3.31 
82,800,000 60,000 

課税 

（２号文書） 

3 R6.4.1 

電子カルテシステ

ム（アプリケーシ

ョン部門）保守管

理業務委託契約書 

株式会社Ｅ 

電子カルテシステム（アプリケーショ

ン部門）保守管理業務（プログラム不

具合対処、誤操作及びハードウエア障

害発生時における回復作業支援、プロ

グラムのバージョンアップ、法改正時

の対応業務、マスタの提供）に関する

業務 

R6.4.1～ 

R7.3.31 
23,479,200 20,000 

課税 

（２号文書） 

4 R6.4.1 

診療記録等の外部

保存サービス契約

書 

株式会社Ｅ 

乙が甲に導入した医療情報システム

が格納されている甲のサーバー上の

データベースに保存されているデー

タの複製及び保管、機器・回線の設置

及び設定作業及びユーザーデータの

消失時の復旧支援 

R6.4.1～ 

R7.3.31 
1,008,000 400 

課税 

（２号文書） 

 

 厚生病院 

No. 
契約 

年月日 
名称 受託者 契約内容 期間 

契約金額 

（消費税抜） 

単位：円 

印紙税額 

単位：円 

印紙税 

課税・非課税 

（ 号文書） 

1 R6.11.15 
医薬品調達管理業

務委託契約書 
共同事業体Ｆ 

医薬品の継続的な売買及び甲が乙に

対して委託する医薬品調達業務（調

達、納品、在庫管理、消費管理、棚卸

及びクレーム処理） 

R7.4.1～ 

R10.3.31 
25,200,000 20,000 

課税 

（２号文書） 

2 R3.12.3 
診療材料等調達管

理業務委託契約書 
Ａ株式会社 

診療材料等、事務用品、日用雑貨及び

印刷物の継続的な売買及び甲が乙に

対して委託する診療材料等物品調達

業務（調達、納品、搬送、在庫管理、

消費管理及び棚卸） 

R3.11.12～ 

R7.3.31 
39,204,000 20,000 

課税 

（２号文書） 

3 R6.10.31 請書 Ｇ株式会社 

体温管理システム点検業務委託（機器

の点検を実施し、その結果を書面にて

報告する。） 

履行期限 

R7.3.21 
157,300 200 

課税 

（２号文書） 
 

問題点 

 同上契約書については、国税当局に対して①印紙の課税文書か非課税文書であるか、②

課税文書であれば何号文書であるか、③ちょう付すべき金額はいくらであるのか、確認済

みである。 

（国税当局への確認にあたっては、事前に照会依頼を行い契約書原本の写しを提示した。 

 なお、契約書に記載のある契約委託者、契約受託者の住所、名称、電話番号、代表者名

等については、守秘義務の観点から全てマスキングを行い照会した。） 
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今後の対応策 

同上ちょう付もれの契約書については、契約受託者に対して契約書原本に印紙をちょう

付し割り印をするように依頼する。 

また、毎年、多くの業務委託契約を締結していることから、契約時には印紙の課税・非

課税の判定を行い、契約締結業者に対して印紙のちょう付（法令順守）をするように依頼

する。 

なお、契約文書によって印紙税の課税・非課税の判断が困難な場合は、国税当局に対し

て契約書原本の提示をして判断を仰ぐようにする。 
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第 19 節 その他関係法令(寄付金収入)関係 

第１項 領収書の条文番号について 

 

№５８ 

対象機関 中央病院 指摘・意見 意見 

監査結果（問題項目の説明） 

寄付金収入として 1,000,000 円と 100,000 円があるが、領収書の控えに法人税法・所得

税法の条文番号の記載がない。 

寄付をした相手側の経理処理において、法人であれば寄付額全額損金算入、個人であれ

ば寄付額から 2,000 円控除した金額が所得控除の対象になる。 

法人、個人が、その寄付金を税務申告する際に税法の条文番号の記載がないため正しく

できない可能性がある。 

 

監査概要・現状 

法人や個人から寄付金を受領しても、発行する領収書に法人税法第 37 条第３項第１号・

所得税法第 78 条第２項第１号に該当する旨の記載がない。 

 

問題点 

法人や個人から寄付金を受領しているが、中央病院の発行した領収書に法人税法第 37 条

第３項第１号・所得税法第 78 条第２項第１号に該当する旨の記載がないので、支払側が経

理処理の判断を誤る恐れがある。 

 

今後の対応策 

地方公共団体への寄付金は寄付をした側が法人なら全額損金算入ができ個人なら 2,000

円控除した金額が所得控除できるため、領収書に条文番号の記載が必要と考えられる。 

（法人税法第 37 条第３項第１号・所得税法第 78 条第２項第１号） 

 

 


